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心
と
し
て
︱
︱

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

�
鮮
	


の
雜
職

二

諸
員
と
丘
�

︱
︱
雜
職
の
周
邊

三

徭
役
か
ら
�
役
へ

四

�
鮮
後


の
雜
職

お
わ
り
に

は

じ

め

に

	
�
代
の
�
鮮
に
お
い
て
は
良
賤
の
身
分
を
嚴
格
に
區
別
し
︑
賤
民
に
對
し
て
は
金
品
を
賞
與
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
決
し
て
官
職
は
與

え
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
た(

1
)

︒
例
外
と
し
て
宮
中
に
奉
仕
す
る
各
種
の
工
匠
・
樂
工
や
官
奴
隸

(
內
豎

(
2
)

)

に
對
し
て
は
︑
そ
の
功
勞
に
應
じ
て

賤
人
の
身
分
を
解
放
し
︑﹁
雜
職
﹂
と
呼
ば
れ
る
官
職
を
與
え
て
い
た
が
︑
そ
の
昇
�
は
原
則
と
し
て
正
七
品
ま
で
に
限
ら
れ(3

)

︑
位
階
・
官
職
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の
名
稱
も
一
般
官
僚
の
そ
れ
と
は
�
確
に
區
別
し
て(4

)

︑
良
賤
の
秩
序
が
紛
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
�
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
雜
職
﹂
に
つ
い
て
は
︑
�
鮮
	


の
代
表
�
な
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
經
國
大
典
﹄
の
�
典
︑
雜
職
の
項
に
︑﹁
工
曹
︑
校
書

館
︑
司
贍
寺
︑
�
紙
署
︑
司
饔
院
︑
尙
衣
院
︑
司
僕
寺
︑
軍
器
寺
︑
繕
工
監
︑
掌
樂
院
︑
昭
格
署
︑
掌
苑
署
︑
掖
庭
署
︑
圖
畫
署
﹂
の
各
官
廳

に
�
當
さ
れ
た
諸
官
職
を
列
擧
し
︑
同
じ
く
兵
典
︑
雜
職
の
項
に
︑﹁
破
陣
軍
︑
�
卒
・
彭
排
﹂
に
與
え
る
諸
官
職
を
列
擧
し
て
い
る(5

)

︒
こ
れ

ら
は
賤
人
も
し
く
は
良
賤
混
淆
の
雜
類
に
與
え
る
官
職
で
あ
り
︑
當
初
は
西
班

(武
官
)

の
官
職
を
液
用
し
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
士
人
の
液

品
と
區
別
し
て
﹁
雜
職
﹂
を
與
え
る
よ
う
に
な
っ
た(6

)

︒

ま
た
︑
司
僕
寺
・
典
設
司
・
司
饔
院
・
尙
衣
院
・
承
�
院
な
ど
の
闕
內
諸
司
に
は
︑
地
方
か
ら
番
上
す
る
良
民
た
ち
の
徭
役
と
し
て
の
﹁
諸

員
﹂
が
�
當
さ
れ
て
お
り
︑
宮
中
に
出
入
り
し
て
各
種
の
雜
役
に
從
事
し
て
い
た
が
︑
彼
ら
に
は
そ
の
功
勞
に
應
じ
て
西
班
の
遞
兒
職

(
�
替

�
祿
職
)

が
與
え
ら
れ
た(

7
)

︒
同
じ
く
︑
官
人
た
ち
に
は
地
方
か
ら
番
上
し
た
官
奴
隸
た
ち

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
 
上
奴
｣
︱
︱

が
﹁
丘
�
﹂
と

し
て
�
當
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
一
部
は
宮
中
に
も
出
入
り
し
て
各
種
の
雜
役
に
從
事
し
て
い
た
が(

8
)

︑
丘
�
は
賤
人
で
あ
る
か
ら
︑
原
則
と
し
て

官
職
を
�
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
こ
の
種
の
宮
中
の
雜
役

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
闕
內
差
備
｣
︱
︱

は
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
そ
の
大
"
が
﹁
�
役
﹂
に
變
#
し
て

い
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
�
鮮
後


に
お
け
る
代
表
�
な
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
大
典
$
%
﹄
に
お
い
て
は
︑
�
典
︑
雜
職
の
項
の
冒
頭
に
﹁
掖

庭
署
﹂
の
雜
職
を
繰
り
上
げ
て
記
載
し
︑
﹁
校
書
館
︑
司
僕
寺
︑
掌
樂
院
︑
圖
畫
署
﹂
の
殘
存
す
る
雜
職
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
官
廳
の

﹁
正
職
﹂
の
項
に
&
せ
て
記
載
す
る
な
ど
し
て
︑
雜
職
の
記
載
を
大
幅
に
鯵
略
#
し
て
い
る(9

)

︒

こ
の
よ
う
に
﹁
雜
職
﹂
が
整
理
さ
れ
た
理
由
は
︑
基
本
�
に
は
︑
宮
中
で
'
役
さ
れ
て
い
た
各
種
の
工
匠
や
官
奴
隸

(
內
豎
)
︑
雜
類

(
諸

員
・
丘
�
)

の
徭
役
が
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
︑
必
(
な
勞
働
力
を
﹁
市
場
﹂
か
ら
)
*
す
る
�
役
制
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
た
め

に
ほ
か
な
ら
な
い(

10
)

︒
そ
う
し
て
純
祖
元
年

(一
八
〇
一
)

に
は
王
室
,
屬
の
奴
婢

(
內
奴
婢
)

や
官
奴
隸

(寺
奴
婢
)

が
一
律
に
解
放
さ
れ
た
た
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め
に
︑
結
局
︑﹁
闕
內
差
備
﹂
の
大
"
は
�
役
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
︑
そ
れ
に
.
っ
て
﹁
雜
職
﹂
も
そ
の
大
"
が
廢
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
︒

�
鮮
後


に
お
け
る
�
役
制
の
擴
大

︱
︱
徭
役
か
ら
�
役
へ
の
變
#

︱
︱

に
つ
い
て
は
︑
/
と
し
て
社
會
經
濟
�
の
觀
點
か
ら
︑
つ
と

に
硏
究
が
�
め
ら
れ
て
い
る(

11
)

︒
こ
れ
は
�
鮮
後


に
お
け
る
貢
2
制
度
︑
身
分
制
度
な
ど
の
︑
社
會
3
體
の
變
動
を
反
映
し
た
も
の
で
︑
い
わ

ば
中
世
か
ら
�
世
へ
の
變
#
を
象
4
す
る
現
象
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
5
言
で
は
な
い
が
︑
そ
う
し
た
時
代
の
波
は
︑
社
會
の
縮
圖
と
し

て
の
宮
中
の
生
活
に
も
︑
確
實
に
6
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
�
鮮
時
代
に
お
け
る
宮
中
の
﹁
雜
職
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
閏
分
に
は
檢
討
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
た
め
宮
中
の
日

常
生
活
に
つ
い
て
も
︑
內
官

(宦
官
)

や
內
人

(女
官
)

以
外
の
奉
仕
者
た
ち
に
つ
い
て
は
具
體
�
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
︒

筆
者
は
以
	
︑
高
麗
末
に
お
け
る
宮
中
の
官
奴
隸
た
ち

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
內
豎
｣
︱
︱

に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が(12

)

︑
そ
の
考

察
も
�
鮮
初


ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
�
鮮
後


に
お
け
る
﹁
雜
職
﹂
の
變
#
を
閏
分
に
見
$
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿

で
は
︑
以
上
の
觀
點
を
踏
ま
え
︑
�
鮮
時
代
に
お
け
る
宮
中
の
官
奴
隸
や
雜
類
な
ど
︑
總
じ
て
﹁
闕
內
差
備
人(13

)

﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
に
つ

い
て
︑
そ
の
具
體
�
な
職
掌
を
考
察
し
︑
彼
ら
の
宮
中
に
お
け
る
雜
役
が
︑
や
が
て
﹁
�
役
﹂
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
て
い
く
5
9
を
具
體
�
に

跡
付
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

ち
な
み
に
︑﹁
差
備
﹂
と
は
﹁
下
人
の
執
役
す
る
者(14

)

﹂︑
我
が
國
の
言
葉
で
い
え
ば
︑
宮
中
の
雜
用
掛
︑
な
い
し
は
御
用
掛
と
い
う
ほ
ど
の
:

味
で
あ
る
︒

�鮮時代の雜職
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一

�
鮮
	


の
雜
職

宮
中
に
お
い
て
國
王
・
王
妃
・
王
世
子
な
ど
の
王
族
に
奉
仕
す
る
も
の
と
い
え
ば
︑
す
ぐ
に
思
い
<
か
ぶ
の
は
內
侍
府
の
宦
官

(
內
官
)

で

あ
る
︒
し
か
し
︑
高
麗
時
代
︑
お
よ
び
�
鮮
時
代
の
宮
中
に
お
い
て
は
︑
內
侍
府
の
宦
官
と
竝
ん
で
掖
庭
署
に
も
多
數
の
官
奴
隸

(公
奴
婢
)

が
�
屬
さ
れ
︑
國
王
・
王
妃
・
王
世
子
な
ど
の
私
生
活
に
奉
仕
し
て
い
た
︒
ま
た
掌
苑
署
・
司
饔
院
・
尙
衣
院
な
ど
に
も
官
奴
隸
が
�
屬
さ
れ
︑

各
種
の
雜
用

(差
備
)

に
奉
仕
し
て
い
る
︒

本
=
で
は
ま
ず
︑
こ
れ
ら
の
官
奴
隸

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
內
豎
｣
︱
︱

に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う(15

)

︒

(
a
)
掖
庭
署
の
雜
職

掖
庭
署
に
は
︻
別
表
1
︼
の
と
お
り
﹁
雜
職
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
祿
俸
を
�
け
取
る
際
の
名
目
上
の
官
職

︱
︱
い
わ
ゆ

る
遞
兒
職

(
�
替
�
祿
職

(
16
)

)
︱
︱

に
5
ぎ
ず
︑
宮
中
に
お
け
る
實
際
の
仕
事
內
容
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
遞
兒
職
の
�
給
者
で
あ
る
﹁
司
謁
・
司

鑰
・
書
?
色
﹂
や
﹁
別
監
・
小
親
侍
﹂
な
ど
の
︑
職
名

(差
備
)

の
ほ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宮
中
に
奉
仕
す
る
官
奴
隸

た
ち
の
職
名
で
あ
る(

17
)

︒

こ
の
う
ち
︑
司
謁
は
王
命
の
出
2
を
掌
り
︑
國
王
と
承
政
院
と
の
橋
渡
し
を
す
る
の
が
そ
の
仕
事
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
樣
︑
內
侍
府
の
承
傳

色

(宦
官
)

も
ま
た
王
命
の
出
2
を
掌
る
が
︑
司
謁
は
承
傳
色
よ
り
も
地
位
が
低
く
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
肅
拜
﹂
︱
︱
官
人
の
拜
命
儀
禮
︱
︱

な

ど
の
小
事
の
傳
*
を
擔
當
し
︑
よ
り
重
(
な
も
の
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
承
傳
色

(宦
官
)

が
そ
の
傳
*
を
�
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る(18

)

︒
こ

れ
は
宦
官
の
ほ
う
が
多
少
と
も
學
問
が
あ
っ
た
た
め
︑
つ
ま
り
は
漢
�
が
讀
め
た
た
め
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う(19

)

︒

A
に
︑
司
鑰
は
そ
の
名
の
と
お
り
︑
宮
中
の
鑰か
ぎ

︱
︱
特
に
物
品
倉
庫
の
鑰
︱
︱

を
掌
り
︑
書
?
色
は
宮
中
に
お
い
て
B
費
す
る
﹁
紙
筆
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硯
墨
﹂
の
出
2
を
掌
る
︒
こ
の
う
ち
司
鑰
に
つ
い
て
は
︑
高
麗
時
代
に
は

﹁
金
直
﹂
と
い
っ
た
こ
と
が
﹃
太
祖
實
錄
﹄
に
見
え
る(20

)

︒
書
?
色
に
つ
い
て
は
︑

陳
李
F
と
い
う
も
の
が
御
用
の
硯
や
香
爐
の
銀
製
の
蓋
兒

(ふ
た
)

を
盜
ん
だ

こ
と(21

)

︑﹃
元
�
﹄︑﹃
宋
�
﹄
な
ど
を
手
分
け
し
て
筆
寫
す
る
仕
事
を
書
?
色
や

諸
司
�
典
に
命
じ
て
行
わ
せ
る
よ
う
に
梁
G
之
が
円
言
し
た
こ
と(22

)

︑
風
の
强

い
夜
に
は
火
の
用
心
の
た
め
に
︑
宦
官

(
內
官
)

が
書
?
色
・
司
鑰
・
別
監
な

ど
を
I
い
て
宮
中
を
J
囘
し
た
こ
と(23

)

︑
等
の
斷
片
�
な
記
事
が
﹃
實
錄
﹄
に

見
え
る
の
み
で
︑
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
司

謁
・
司
鑰
・
書
?
色
な
ど
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
闕
內
差
備(24

)

﹂
の
一
K
と
し
て
︑

國
王
・
王
妃
・
王
世
子
等
に
仕
え
て
そ
の
身
邊
の
雜
用
を
掌
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒

彼
ら
の
身
分
は
官
奴
隸
で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
�
鮮
初


の
�
料
に
︑

﹁
	
�

(高
麗
)

の
制
︑
司
謁
・
司
鑰
・
奉
書
局

(後
の
書
?
色
)

は
︑
內﹅

豎﹅

を

以
て
こ
れ
に
閏
て
︑
み
な
宮
中
に
給
事
せ
し
む(25

)

﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
闕
內
各

差
備
は
︑
諸
司
奴
子
を
以
て
差
定
す(26

)

﹂
と
あ
る
と
お
り
で
︑
そ
の
職
務
に
士
人
な
い
し
良
人
を
閏
て
る
べ
き
で
あ
る
と
円
言
す
る
も
の
も
あ
っ

た
が(

27
)

︑
必
ず
し
も
實
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
︒

な
る
ほ
ど
︑
良
人
身
分
の
も
の
が
司
謁
と
な
っ
て
い
る
事
例
は
存
在
す
る(28

)

︒
ま
た
�
鮮
後


の
�
料
に
は
︑﹁
國
制
︑
庶
人
の
官
に
在
る
者

に
︑
三
岐
あ
り
︒
掖
隸
に
屬
す
る
者
は
︑
司
謁
に
至
る
﹂︑
云
々
と
も
あ
る(29

)

︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
良
賤
身
分
の
M
準

へ
い
じ
ゅ
ん

#
が
�
ん
だ
後


の
記
事
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【別表 1】 掖庭署の雜職

(品階) (散官) (遞兒) (差備)

正六品上 供職郞 司謁 (一員)
司鑰 (一員)

大殿司謁
大殿司鑰正六品下 勵職郞

從六品上 謹任郞
副司鑰 (一員) 大殿司謁・司鑰

從六品下 效任郞

正 七 品 奉務郞 司案 (二員)
大殿書?色
王妃殿司鑰

從 七 品 承務郞 副司案 (三員)
大殿書?色、王妃殿司鑰
大殿別監
大殿洗手・水賜閒別監、世子宮司鑰

正 八 品 勉功郞 司鋪 (二員) 大殿洗手・水賜閒別監、世子宮司鑰

從 八 品 赴功郞 副司鋪 (三員)
大殿別監
�昭殿別監、王妃殿別監

正 九 品 S勤郞 司U (六員)
大殿別監
王妃殿別監、�昭殿別監、
世子宮洗手・水賜閒別監

從 九 品 展勤郞 副司U (九員)
大殿別監
王妃殿別監、�昭殿別監、
世子宮別監、洗手・水賜閒別監

＊ 『經國大典』�典、雜職



で
あ
り
︑
か
つ
庶
人

(良
人
)

と
い
っ
て
も
實
際
に
は
解
放
奴
隸
か
︑
ま
た
は
良
賤
混
淆
の
雜
類
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
な
ど
は
︑
そ
の
功
績
に
よ
り
身
分
の
解
放

(
免
賤
)

を
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が(30

)

︑
そ
れ
で
も
﹁
書
?
色
は
︑
系

は
本
よ
り
賤
口
な
り(

31
)

﹂
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
そ
の
出
自
を
B
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
司
謁
・
司
鑰
・
書
?

色
な
ど
に
與
え
る
官
職

(遞
兒
職
)

は
﹁
雜
職
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
︑
士
人
の
液
內
の
官
職
と
は
�
確
に
區
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(32

)

︒

A
に
︑
別
監
・
小
親
侍
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
︒
別
監
・
小
親
侍
は
︑
し
ば
し
ば
對つ
い

と
な
っ
て
�
料
に
見
え
る
︒
こ
の
う
ち
︑
別
監
の
定
額

は
﹃
經
國
大
典
﹄
𠛬
典
の
闕
內
各
差
備
の
條
に
見
え
る
が
︑
𠛬﹅

典﹅

に
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
︑
彼
ら
の
身
分
は
奴
隸
で
あ
る
︒

一
方
の
小
親
侍
は
︑
未
成
年
の
別
監
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
身
分
も
ま
た
當
然
に
奴
隸
で
あ
ろ
う
︒

宋
・
徐
兢
の
﹃
宣
和
奉
'
高
麗
圖
經
﹄
に
よ
る
と
︑
高
麗
時
代
の
﹁
小
親
侍
﹂
は
宮
中
で
'
役
す
る
﹁
小
僮
﹂
の
こ
と
で
︑
そ
れ
は
﹁
わ
ず

か
に
十
餘
歲
﹂
の
少
年
で
あ
り
︑
﹁
や
や
長
ず
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
宮
よ
り
出
だ
す
﹂
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う(33

)

︒
し
か
し
︑
そ
の
一
部
は
改

め
て
宮
中
に
Y
屬
し
︑
い
わ
ゆ
る
別
監
に
昇
�
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

た
だ
し
︑
そ
の
一
方
で
は
怨
規
に
﹁
別
監
﹂
を
補
閏
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
︑
そ
の
場
合
に
は
︑﹁
體
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
(身
Z
壯

實
)
︑
[
產
も
裕
福

(
[
產
富
饒
)

な
も
の
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
兩
手
に
そ
れ
ぞ
れ
砂
袋
五
十
斤

(
^
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
)

を
持
っ
て
︑
八
十
步
	
�
す

る
﹂
と
い
う
試
驗
に
合
格
し
た
も
の
を
`
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る(34

)

︒
も
と
よ
り
︑
原
則
と
し
て
は
官
奴
隸
か
ら
の
募
集
で
あ
る
が
︑
良
賤
身

分
の
M
準
#
が
�
ん
だ
後


に
お
い
て
は
︑
良
人
身
分
の
も
の
を
﹁
別
監
﹂
に
閏
て
る
場
合
も
あ
っ
た(35

)

︒
そ
の
際
︑
特
に
﹁
膂
力
﹂
の
あ
る
も

の
を
 
ん
で
い
る
の
は
︑
別
監
が
﹁
輿
﹂
の
擔
ぎ
手
と
し
て
'
役
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
關
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

中
宗
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
東
宮

(後
の
仁
宗
)

づ
き
の
別
監
に
つ
い
て
は
︑﹁
輿
を
か
つ
ぐ

(舁
小
輿
)
﹂︑﹁
蠟
燭
を
捧
げ
持
つ

(執
燭
)
﹂
な

ど
の
こ
と
が
そ
の
職
掌
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る(36

)

︒
(
は
國
王
・
王
妃
・
王
世
子
な
ど
に
隨
從
し
て
︑
輿
を
擔
い
だ
り
︑
馬
の
口
を
取
っ
た
り
︑

儀
物
を
奉
持
し
た
り
す
る
こ
と
が
︑
彼
ら
の
/
な
仕
事
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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國
王

(大
殿
)

づ
き
の
別
監
に
つ
い
て
は

︱
︱
洗
手
閒
・
水
賜
閒
の
別
監
を
&
せ
て
︱
︱

四
十
六
名
︑
こ
れ
が
二
番
�
替
で
勤
務
す
る

の
で
︑
每
番
二
十
三
名
が
入
直
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
對
し
て
別
監
に
�
當
さ
れ
た
遞
兒
職
は
十
二
員
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
四
都
目

(三
か

c
)

ご
と
に
�
替
す
る
の
で
︑
d
べ
人
數
と
し
て
は
四
十
八
人
に
�
職
の
機
會
が
あ
る
︒
お
お
む
ね
別
監
の
定
員
數
に
準
じ
て
遞
兒
職
が
�
當

さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒

國
王

(大
殿
)

づ
き
の
別
監
は
入
直
九
百
日
で
加
一
階
︒
從
九
品
か
ら
從
七
品
ま
で
の
五
階
を
昇
�
す
る
た
め
に
四
千
五
百
日
を
(
す
る
が
︑

二
番
�
替
で
あ
る
か
ら
︑
實
際
に
は
こ
の
倍
の
九
千
日

(二
十
五
年

(37
)

)

を
か
け
て
︑
よ
う
や
く
從
七
品
で
﹁
去
官
﹂
︱
︱
就
役
の
義
務


閒
を

滿
了
し
て
官
衙
を
去
る
こ
と
︱
︱

の
日
を
e
え
る
計
算
に
な
る
︒
そ
の
際
︑
必
ず
七
品

(從
七
品
)

の
勤
務
日
數
を
滿
た
し
て
か
ら
去
官
す

る
こ
と
が
決
ま
り
で
あ
っ
た(

38
)

︒

た
だ
し
別
監
の
一
部
は
︑
そ
の
ま
ま
掖
庭
署
に
留
ま
り
︑﹁
司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
﹂
な
ど
に
昇
�
し
て
い
く
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
︒
實
例
と
し
て
︑
光
海
君
の
時
代
に
別
監
の
趙
希
珩
は
私
î
�
成
時
の
功
勞
に
よ
り
司
鑰
に
﹁
待
闕
除
h
﹂
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り(39

)

︑

同
じ
く
別
監
の
羅
F
男
は
大
妃
殿
の
司
鑰
に
﹁
除
h
﹂
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た(40

)

︒
ま
た
仁
祖
�
に
別
監
の
張
順
i
と
田
加
八
里
と
は
︑
す
で

に
﹁
免
賤
﹂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
	
提
と
し
て
︑
司
鑰
に
﹁
除
h
﹂
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る(41

)

︒

な
お
︑
昇
�
か
ら
漏
れ
た
そ
の
他
の
別
監
に
つ
い
て
は
︑
A
に
営
べ
る
と
お
り
︑﹁
去
官
﹂
の
後
︑
掌
苑
署
の
別
監
に
�
置
奄
え
と
な
る
の

が
慣
例
で
あ
っ
た(

42
)

︒

(
b
)
掌
苑
署
の
雜
職

掌
苑
署
は
ソ
ウ
ル
の
北
部
鎭
長
坊
に
在
っ
て
苑
囿
花
果
を
掌
る(43

)

︒
景
福
宮
の
外

(東
北
)

に
位
置
す
る
か
ら
︑
嚴
密
に
い
え
ば
闕
內
各
司
に

は
含
ま
れ
な
い
が
︑
宮
中
に
花
𠦄
や
果
物
を
�
排

(
2
品
)

す
る
こ
と
が
そ
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
も
闕
內
差
備
に
準
じ
る
も
の
と
し
て

�鮮時代の雜職

129



考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

掌
苑
署
は
も
と
の
上
林
園
で
︑
世
祖
十
二
年

(一
四
六
六
)

に
掌
苑
署
と
改
稱
さ
れ
た(44

)

︒
そ
こ
で

は
宮
中
へ
の
果
物
等
の
�
排

(
2
品
)

の
事
務
を
官
奴
隸
た
ち

(
內
奴
)

が
掌
っ
て
お
り(45

)

︑
具
體
�

に
は
二
十
名
の
長
番
の
﹁
別
監
﹂
が
�
屬
さ
れ
て
い
た
︒
彼
ら
は
一
千
八
百
日
ご
と
に
一
階
を
加

え
︑
從
九
品
か
ら
正
七
品
ま
で
の
六
階
を
昇
�
す
る
の
に
一
萬
八
百
日

(三
十
年
)

を
か
け
て
︑
よ

う
や
く
從
六
品
の
實
職
に
﹁
去
官
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
た(46

)

︒
そ
の
閒
の
︑
彼
ら
の
勤
務
に
對
す
る

褒
賞
と
し
て
︑
掌
苑
署
に
は
︻
別
表
2
︼
の
と
お
り
雜
職
が
置
か
れ
て
い
る
︒

ま
た
	
=
に
営
べ
た
と
お
り
︑
掖
庭
署
の
別
監
は
從
七
品
で
﹁
去
官
﹂
す
る
と
掌
苑
署
の
別
監

に
�
置
奄
え
さ
れ
︑
そ
こ
で
さ
ら
に
九
百
日
の
勤
務
を
滿
た
す
と
︑
正
七
品
の
位
階

(奉
務
郞
)

を

加
え
ら
れ
る
︒
そ
う
し
て
さ
ら
に
九
百
日
の
勤
務
を
滿
た
す
と
︑
そ
こ
で
は
じ
め
て
﹁
去
官
﹂
す

る
こ
と
が
で
き
た(47

)

︒
こ
の
場
合
︑
掖
庭
署
で
の
勤
務
九
千
日

(
二
十
五
年
)

と
掌
苑
署
で
の
勤
務
千

八
百
日

(五
年
)

を
&
せ
る
と
︑
ち
ょ
う
ど
一
萬
八
百
日

(三
十
年
)

を
(
す
る
計
算
と
な
る
︒
結

局
︑
三
十
年
の
勤
務
の
後
︑
彼
ら
も
よ
う
や
く
從
六
品
の
實
職
に
﹁
去
官
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
︒

掌
苑
署
の
別
監
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
仕
事
振
り
を
示
す
�
料
が
あ
ま
り
見
當
た
ら
な
い
が
︑
太
宗
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
掌
苑
署
の
	
身
で

あ
る
上
林
園
の
別
監
の
金
用
と
い
う
も
の
が
︑
濟
州
島
に
l
わ
さ
れ
て
柑
橘
數
百
株
を
順
天
等
の
沿
海
の
郡
に
移
n
す
る
業
務
に
從
っ
て
い
る(48

)

︒

こ
れ
は
宮
中
に
獻
上
す
る
柑
橘
類
の
增
產
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
ま
た
世
祖
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
掌
苑
署
の
別
監
の
金

好
山
と
い
う
も
の
が
︑﹁
本
署
の
官
員
等
の
︑
�
上
の
菓
實
を
濫
用
す
る
の
事
﹂
を
吿
發
し
て
い
る(49

)

︒
よ
っ
て
掌
苑
署
で
は
宮
中
に
獻
上
す
る
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【別表 2】 掌苑署の雜職

(品階) (散官) (遞兒) (差備)

正六品上 供職郞

別監 20 (遞兒 2)

正六品下 勵職郞

從六品上 謹任郞
愼花 (一員)

從六品下 效任郞

正 七 品 奉務郞

從 七 品 承務郞 愼果 (一員)

正 八 品 勉功郞 愼禽 (一員)

從 八 品 赴功郞 副愼禽 (一員)

正 九 品 S勤郞 愼獸 (三員)

從 九 品 展勤郞 副愼獸 (三員)

＊ 『經國大典』卷一、�典、雜職、掌苑署の項



果
實
の
出
2
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
が
確
r
で
き
る
︒

以
上
の
と
お
り
掌
苑
署
の
別
監
は
︑
花
𠦄
や
果
實
の
s
搬
・
2
品
の
雜
務
を
掌
っ
て
い
た(50

)

︒
そ
の
仕
事
は
闕
內
の
差
備
と
も
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
た
た
め
︑
も
と
も
と
宮
中
で
奉
仕
し
て
い
た
掖
庭
署
の
別
監
を
︑
掌
苑
署
の
別
監
に
�
置
奄
え
す
る
慣
例
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
︒

(
c
)
尙
衣
院
の
雜
職

尙
衣
院
の
	
身
は
高
麗
末
の
司
衣
で(51

)

︑
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
成
衆
愛
馬

ア
イ
マ
ク

(國
王
の
私
屬
)

の
一
つ
︒

愛
馬
と
は
モ
ン
ゴ
ル
語
で
一
定
の
組
織
を
も
っ
た
集
團
の
こ
と
を
:
味
す
る
が(52

)

︑
單
に
愛
馬
と

い
っ
て
も
:
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
﹁
成
衆
﹂
と
:
譯
し
︑
﹁
愛
馬
﹂
の
上
に
重
ね
た
の

が
成
衆
愛
馬
と
い
う
語
の
成
り
立
ち
で
あ
る(53

)

︒

�
鮮
時
代
の
尙
衣
院
は
︑
e
秋
門

(景
福
宮
西
門
)

の
內
に
あ
っ
て
︑
王
の
S
t
︑
6
び
內
府
の

財
貨
・
金
寶
等
を
掌
っ
た
︒
尙
衣
院
に
は
S
t
品
の
製
作
に
し
た
が
う
各
種
の
工
匠
た
ち
が
多
數

�
屬
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
身
分
は
基
本
�
に
は
官
奴
隸
で
︑
こ
の
た
め
尙
衣
院
に
は
彼
ら
に
與

え
る
た
め
の
遞
兒
職
と
し
て
︑﹁
工
製

(從
七
品
)
﹂︑﹁
工
�

(從
八
品
)
﹂
︑﹁
工
作

(從
九
品
)
﹂
な
ど

の
﹁
雜
職
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒︻
別
表
3
︼
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
工
匠
の
﹁
雜
職
﹂
に
つ
い
て

は
先
學
の
考
證
に
讓
り(54

)

︑
本
稿
で
は
省
略
に
從
う
こ
と
に
し
た
い
︒

�鮮時代の雜職
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【別表 3】 尙衣院の雜職

(品階) (散官) (遞兒) (差備)

正六品上 供職郞

正六品下 勵職郞

從六品上 謹任郞

從六品下 效任郞

正 七 品 奉務郞

從 七 品 承務郞 工製 (四員) 綾羅匠・冶匠・K刀匠

正 八 品 勉功郞

從 八 品 赴功郞 工� (一員) 玉匠・咊匠・銀匠

正 九 品 S勤郞

從 九 品 展勤郞 工作 (三員) 諸色匠

＊ 『經國大典』�典、雜職、尙衣院の項



(
d
)
司
饔
院
の
雜
職

司
饔
院
は
︑
宮
中
の
承
政
院
の
南
に
あ
り
︑
宮
中
の
食
膳
を
掌
っ
た
︒
そ
の
	
身
は
高
麗
末
に
お
け
る
司
饔
?
で
︑
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
成
衆

愛
馬

ア
イ
マ
ク

の
一
つ
︒
當
初
は
國
王
の
私
屬
で
あ
っ
た
が
︑
世
祖
十
三
年

(一
四
六
七
)

に
司
饔
院
と
改
稱
さ
れ
︑
こ
の
と
き
は
じ
め
て
﹁
祿
官
﹂
︑
す

な
わ
ち
定
員
內
の
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
て
︑
正
式
の
官
廳
に
格
上
げ
さ
れ
た(55

)

︒

司
饔
院
は
國
王
の
御
膳
を
供
し
︑
ま
た
宮
中
に
奉
仕
す
る
人
々
の
た
め
の
食
事
の
手
�
を
掌
っ
て
い
る(56

)

︒
つ
ま
り
は
宮
中
の
大
膳
職
で
あ
る
︒

こ
こ
に
は
闕
內
差
備
人

(宮
中
の
雜
用
掛
)

と
し
て
﹁
飯
監
・
各
色
掌
﹂
な
ど
が
�
屬
さ
れ
て
い
た
が
︑
宮
中
の
み
な
ら
ず
︑
國
王
・
王
妃
・
王

世
子
な
ど
の
外
出
に
際
し
て
も
︑
司
饔
院
の
﹁
飯
監
・
各
色
掌
﹂
な
ど
は
必
ず
こ
れ
に
隨
從
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
壬
辰
倭
亂
に
際
し
て
東

宮
に
隨
從
し
た
﹁
下
人
﹂
の
リ
ス
ト
の
な
か
に
︑
掖
庭
署
の
﹁
司
鑰
・
別
監
﹂
な
ど
と
竝
ん
で
︑
司
饔
院
の
﹁
飯
監
・
各
色
掌
﹂
が
擧
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
一
例
と
な
ろ
う(57

)

︒

彼
ら
の
身
分
は
︑
掖
庭
署
の
別
監
・
小
親
侍
な
ど
と
同
樣
︑
も
と
も
と
は
京
中
の
官
奴
隸

(公
奴
婢
)

で
あ
っ
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
﹃
實

錄
﹄
の
記
事
を
確
r
す
る
と
︑
世
宗
�
の
記
事
に
は
﹁
軍
[
監
﹂
,
屬
の
奴
隸
が
︑﹁
各
殿
の
別
監
・
小
親
侍
・
飯
監
・
別
司
饔
︑
尙
衣
院
匠

人
︑
6
び
樂
工
﹂
等
の
差
備

(雜
用
掛
)

に
分
�
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
�
記
さ
れ
て
い
る
し(58

)

︑
ま
た
燕
山
�
の
記
事
に
も
﹁
飯
監
﹂
が
も
と
も

と
﹁
各
司
奴
子
﹂
で
あ
る
こ
と
が
�
記
さ
れ
て
い
る(59

)

︒
ま
た
仁
祖
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑﹁
飯
監
﹂
の
う
ち
︑
以
	
に
﹁
免
賤
﹂
さ
れ
て
い
た

嚴
福
と
い
う
も
の
を
﹁
飯
監
﹂
に
除
h
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が(60

)

︑
こ
れ
は
差
備
人
と
し
て
の
﹁
飯
監
﹂
を
︑
お
そ
ら
く
は
大
殿
の

﹁
飯
監
﹂
に
拔
擢
す
る
こ
と
を
:
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
と
も
あ
れ
︑
こ
こ
で
は
彼
の
本
來
の
身
分
が
賤
人
で
あ
っ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち

﹁
免
賤
﹂
さ
れ
た
解
放
奴
隸
た
ち
が
﹁
飯
監
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
r
し
て
お
き
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
司
饔
院
の
﹁
飯
監
・
各
色
掌
﹂
は
︑
も
と
も
と
は
官
奴
隸
で
あ
る
か
ら
︑
彼
ら
に
液
內
の
正
職
を
與
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
︒
そ
こ
で
︑﹁
飯
監
・
各
色
掌
﹂
な
ど
の
勤
務
に
對
す
る
褒
賞
と
し
て
︑
司
饔
院
に
は
︻
別
表
4
︼
の
と
お
り
﹁
雜
職
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
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た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
雜
職
に
は
限
り
が
あ
る
の
で
︑
飯
監
・

各
色
掌
の
3
員
に
ポ
ス
ト
を
割
り
當
て
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
掖
庭
署
の
雜
職
と
同
樣
︑

司
饔
院
の
雜
職
も
ま
た
﹁
遞
兒
職
﹂
と
し
て
s
用
さ

れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
一
つ
の
ポ
ス
ト
を
複
數
人
で

囘
し
︑
そ
の
祿
俸
を
複
數
人
で
�
替
し
て
�
け
取
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
名
目
上
の
官
職
で
あ
っ
た(61

)

︒

(
e
)
そ
の
他
の
雜
職

司
僕
寺
は
ソ
ウ
ル
の
中
部
・
壽
�
坊
に
あ
り
︑
馬

政
を
掌
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
一
部
局
で
あ
る
內
司
僕

は
e
秋
門

(景
福
宮
西
門
)

の
內
に
あ
っ
て
︑
王
や
王

族
の
輿
馬
を
掌
っ
て
い
た
︒
司
僕
寺
に
は
馬
醫
十
員

の
ポ
ス
ト
が
あ
り
︑
彼
ら
の
勤
務
に
對
す
る
遞
兒
職
と
し
て
︑﹁
安
驥

(從
六
品
)
﹂︑﹁
)
驥

(從
七
品
)
﹂︑﹁
理
驥

(從
八
品
)
﹂︑﹁
保
驥

(從
九

品
)
﹂
な
ど
の
雜
職
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒

圖
畫
署
は
ソ
ウ
ル
の
中
部
・
堅
M
坊
に
あ
り
︑
繪
畫
の
作
成
を
掌
っ
て
い
た
︒
圖
畫
署
に
は
畫
員
二
十
員
の
ポ
ス
ト
が
あ
り
︑
彼
ら
の
勤
務

に
對
す
る
遞
兒
職
と
し
て
﹁
善
畫

(從
六
品
)
﹂︑﹁
善
繪

(從
七
品
)
﹂︑﹁
畫
�

(從
八
品
)
﹂︑﹁
繪
�

(從
九
品
)
﹂
な
ど
の
雜
職
が
設
け
ら
れ
て
い

�鮮時代の雜職
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【別表 4】 司饔院の雜職

(品階) (散官) (遞兒) (差備)

正六品上 供職郞

正六品下 勵職郞

從六品上 謹任郞
宰夫 (一員)

大殿水剌閒飯監
王妃殿水剌閒飯監從六品下 效任郞

正 七 品 奉務郞

從 七 品 承務郞 膳夫 (一員)
�昭殿水剌閒飯監
大殿多人飯監

正 八 品 勉功郞

從 八 品 赴功郞 )夫 (二員)
大殿水剌閒各色掌
王妃殿多人飯監
世子宮・嬪宮水剌閒飯監

正 九 品 S勤郞 飪夫 (二員)

大殿水剌閒各色掌
王妃殿多人飯監
世子宮・嬪宮水剌閒飯監
大殿銀器城上
王妃殿水剌閒各色掌
�昭殿水剌閒各色掌
世子宮多人飯監

從 九 品 展勤郞 烹夫 (七員)

大殿銀器城上
王妃殿水剌閒各色掌
�昭殿水剌閒各色掌
世子宮多人飯監
大殿多人各色掌
王妃殿銀器城上
世子宮・嬪宮水剌閒各色掌
王妃殿多人各色掌
世子宮・嬪宮銀器城上
世子宮多人各色掌

＊『經國大典』�典、雜職、司饔院の項



る
︒馬

醫
・
畫
員
が
﹁
雜
職
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
職
掌
が
工
匠
と
同
樣
の
﹁
賤
技
﹂
と
み
な
さ
れ
︑
士
大
夫

(士
類
)

の
職
と
は
區
別
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(62

)

︒
た
だ
し
︑
彼
ら
の
位
階
は
﹁
正
職
と
同
じ
﹂
と
さ
れ
︑﹁
正
職
﹂
に
轉
出
す
る
と
き
に
は
位
階
を

一
等
影
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
が(63

)

︑
こ
れ
は
彼
ら
の
も
と
も
と
の
身
分
が
例
外
�
に
︑
官
奴
隸
で
は
な
く
﹁
良
民
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
︒

こ
の
ほ
か
︑
工
曹
︑
校
書
館
︑
軍
器
寺
︑
繕
工
監
︑
掌
樂
院
︑
等
に
,
屬
す
る
工
匠
・
樂
工
に

つ
い
て
も
︑
遞
兒
職
と
し
て
多
數
の
﹁
雜
職
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
た(64

)

︒
ま
た
西
班
に
も
﹁
勤
事

(從
七
品
)
﹂︑﹁
從
事

(從
八
品
)
﹂︑﹁
趨
事

(從
九
品
)
﹂
な
ど
の
雜
職
が
設
け
ら
れ
︑
/
と
し
て
破
陣

軍
︑
�
卒
・
彭
排
な
ど
の
︑
良
賤
混
淆
の
軍
人
た
ち
に
遞
兒
職
と
し
て
與
え
ら
れ
て
い
た(65

)

︒︻
別
表

5
︼た

だ
し
︑
こ
れ
ら
は
國
王
・
王
妃
・
王
世
子
な
ど
の
私
生
活
に
奉
仕
す
る
﹁
闕
內
差
備
﹂
と
は

直
接
に
は
關
わ
ら
な
い
の
で
︑
そ
の
詳
細
は
先
學
の
諸
硏
究
に
讓
り(66

)

︑
し
ば
ら
く
本
稿
の
考
察
か

ら
は
除
外
し
て
お
く
︒

二

諸

員
と
丘
�

︱
︱
雜
職
の
周
邊

闕
內
差
備
に
應
じ
る
官
奴
隸
た
ち
に
は
そ
の
功
勞
に
應
じ
て
﹁
雜
職
﹂
が
與
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
尙
衣
院
・
司
饔
院
・
司

僕
寺
・
典
設
司
な
ど
の
闕
內
諸
司(

67
)

に
は
良
人
の
徭
役
と
し
て
の
﹁
諸
員
﹂
が
�
當
さ
れ
︑
宮
中
に
出
入
し
て
各
種
の
雜
用
を
�
け
持
っ
て
い
た
︒

東 方 學 報
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【別表 5】 西班の雜職

(品階) (散官) 破陣軍 �卒・彭排

正六品上 奉任校尉

正六品下 修任校尉

從六品上 顯功校尉

從六品下 h功校尉

正 七 品 y勇副尉

從 七 品 宣勇副尉 勤事

正 八 品 猛永副尉

從 八 品 壯永副尉 從事

正 九 品 致力副尉 �長

從 九 品 勤力副尉 趨事 �副

＊ 『經國大典』兵典、雜職



こ
の
た
め
︑
諸
員
が
宮
中
に
出
入
り
す
る
際
に
は
︑
身
分
證
と
し
て
の
﹁
信
符
﹂
が
貸
與
さ
れ
る(68

)

︒
い
わ
ゆ
る
諸
員
は
高
麗
末
の
成
衆
愛
馬

ア
イ
マ
ク

の

こ
と
で
︑
こ
れ
が
�
鮮
時
代
に
入
っ
て
成
衆
諸
員
︑
略
し
て
諸
員
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

69
)

︒

後
営
す
る
と
お
り
︑
諸
員
は
そ
の
功
勞
に
應
じ
て
東
西
班
の
散
官
や
官
職

(遞
兒
職
)

を
與
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ら
は
形
式
�
に
は
正
職

で
あ
り
﹁
雜
職
﹂
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
良
人
の
徭
役
で
あ
る
諸
員
に
與
え
る
官
職
は
︑
:
識
の
上
で
は
士
液
の
正
職
と
は
區
別
さ
れ
︑

﹁
雜
職
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た(

70
)

︒

ま
た
諸
員
以
外
に
も
︑
各
官
廳
に
は
多
數
の
官
奴
隸
が
差
備
奴
・
根
隨
奴
と
し
て
�
當
さ
れ
︑
各
種
の
雜
役
に
閏
て
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の

仕
事
の
內
容
は
︑
事
實
上
︑
諸
員
と
同
樣
で
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
︑﹁
差
備
奴
﹂
は
雜
用
掛
︑﹁
根
隨
奴
﹂
は
隨
從
で
あ
り
︑
根
隨
奴
の
こ
と
は

特
に
﹁
丘
�
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒

丘
�
と
は
官
人
の
隨
從
で
あ
り
︑
高
麗
時
代
に
は
こ
れ
を
﹁
驅
'
﹂
と
呼
ん
で
い
た
が
︑﹁
驅
﹂
字
は
俗
字
で
は
﹁
駈
﹂
と
表
記
し
︑﹁
'
﹂

字
は
省
略
し
て
﹁
�
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
驅
'
﹂
は
﹁
駈
�
﹂
と
表
記
さ
れ
︑
さ
ら
に
省
略
し
て
﹁
丘
�
﹂
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た(71

)

︒

以
上
の
諸
員
と
丘
�
は
︑
	
=
の
官
奴
隸
た
ち
と
同
樣
︑
宮
中
に
出
入
り
し
て
各
種
の
雜
用

(差
備
)

に
應
じ

て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
諸
員
は
良
民
の
徭
役
で
あ
り
︑
丘
�
は
地
方
か
ら
 
上
さ
れ
る
官
奴
隸
の
徭
役
で
あ
る

が
︑
い
ず
れ
も
各
種
の
﹁
差
備
﹂
に
應
じ
る
雜
役
夫
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒

本
=
で
は
︑
こ
れ
ら
﹁
雜
職
﹂
の
周
邊
に
位
置
す
る
諸
員
・
丘
�
の
仕
事
振
り
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
�

屬
先
に
卽
し
て
考
察
し
て
お
き
た
い
︒︻
別
表
6
︼

�鮮時代の雜職
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【別表 6】 諸員

一番數 三番總數

承�院 諸員 3 (長番)

尙衣院 諸員 40 120

司饔院 諸員 70 210

司僕寺 諸員 600 1800

典設司 諸員 60 180

＊ 『經國大典』兵典、京衙	［一番數］、諸員

＊ 『經國大典』兵典、番A都目、諸員



(
a
)
承
�
院
の
諸
員

承
�
院
に
�
屬
さ
れ
る
諸
員
は
︑
表
・
箋
・
咨
�
な
ど
の
事
大
�
書
に
用
い
る
高
{
紙

(擣
鍊
紙
)

の
出
2
を
掌
っ
た
︒
こ
れ
は
纖
維
を
叩

い
て
滑
ら
か
に
し
た
高
{
紙
で
︑
諸
員
は
そ
の
作
業
に
携
わ
る
一
種
の
紙
職
人
と
思
わ
れ
る(72

)

︒
他
の
諸
員
は
三
番
︑
六
朔
相
遞

(六
か
c
番
上
︑

一
年
番
休
)

で
あ
る
が
︑
承
�
院
の
諸
員
だ
け
は
長
番
で
あ
る
か
ら(73

)

︑
そ
れ
だ
け
專
門
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
工
匠

の
類
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
本
稿
で
は
省
略
に
從
い
た
い
︒

(
b
)
尙
衣
院
の
諸
員

尙
衣
院
の
	
身
は
高
麗
末
の
司
衣(74

)

︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
成
衆
愛
馬

ア
イ
マ
ク

の
一
つ
で
︑
(
は
國
王
の
私
屬
で
あ
る
︒
尙
衣
院
は
そ
の
名
	
の
と
お
り
︑

國
王
の
衣
S
を
掌
る
機
關

(
尙
は
掌
る
:
)

で
あ
り
︑
地
方
か
ら
番
上
す
る
諸
員
は
︑
そ
の
う
ち
の
四
十
名
が
尙
衣
院
に
�
屬
さ
れ
て
︑
宮
中

に
お
け
る
各
種
の
雜
用
に
從
事
し
て
い
た
︒

諸
員
は
原
則
と
し
て
は
良
民
で
あ
る
が
︑
例
外
と
し
て
︑
二
品
以
上
の
兩
班
の
賤
妾
の
衆
子
孫

︱
︱
母
が
賤
民
で
あ
る
か
ら
原
則
と
し
て

は
賤
民
で
あ
る
︱
︱

の
う
ち
︑
武
才
が
な
く
甲
士

(武
官
)

に
入
屬
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
︑
特
別
に
司
僕
寺
・
忠
扈
衞
・
尙
衣
院
・

司
饔
の
諸
員
︑
お
よ
び
圖
畫
院
・
時
波
赤

(鷹
?
)

に
入
屬
し
て
限
品
敍
用
す
る
こ
と
が
r
め
ら
れ
て
い
た(75

)

︒
こ
の
よ
う
に
諸
員
の
な
か
に
は
︑

本
來
︑
賤
民
身
分
の
も
の
も
�
じ
っ
て
お
り
︑
こ
の
た
め
諸
員
は
良
賤
混
淆
の
﹁
雜
類(76

)

﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

尙
衣
院
の
諸
員
は
宮
中
に
お
い
て
國
王
の
お
召
し
物
の
裁
}
・
管
理
を
掌
っ
て
お
り
︑
た
と
え
ば
世
宗
�
の
白
云
寶
と
い
う
人
は
︑
も
と
も

と
は
尙
衣
院
の
諸
員
で
あ
っ
た
が
︑
﹁
製
衣
之
方
﹂
を
知
る
と
こ
ろ
か
ら
國
王
の
知
~
を
得
て
四
品
に
ま
で
昇
�
し
︑
尙
衣
院
の
別
坐
に
任
命

さ
れ
て
い
る(

77
)

︒

ま
た
尙
衣
院
の
諸
員
は
國
王
の
外
出
時
に
も
一
行
に
隨
從
し
て
國
王
の
お
召
し
物
を
持
ち
s
ん
だ
︒
こ
の
た
め
國
王
の
權
威
を
笠
に
着
て
︑
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し
ば
し
ば
現
地
の
�
民
に
橫
暴
を
働
く
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う(78

)

︒

(
c
)
司
饔
院
の
諸
員

司
饔
院
は
宮
中
の
大
膳
職
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
飯
監
・
各
色
掌
な
ど
の
官
奴
隸

(
內
豎
)

の
ほ
か
に
も
︑
雜
用
掛
と
し
て
七
十
名
の
諸
員

が
�
屬
さ
れ
て
い
た(

79
)

︒
尙
衣
院
の
諸
員
と
同
樣
︑
彼
ら
も
ま
た
國
王
の
外
出
時
に
隨
從
し
︑
出
先
に
お
い
て
食
材
や
食
器
の
手
�
な
ど
を
行
っ

て
い
た
が
︑
そ
の
際
︑
現
地
の
�
民
た
ち
に
對
し
て
賄
賂
を
强
(
す
る
等
︑
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
を
働
く
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
と
い
う(80

)

︒

ま
た
司
饔
?

(司
饔
院
の
	
身
)

の
諸
員
は
地
方
に
出
張
し
て
カ
ニ
を
と
ら
え
︑
ケ
ジ
ャ
ン
を
作
る
な
ど
の
雜
用
を
�
け
持
っ
て
い
た
が
︑
そ

の
際
︑
國
王
へ
の
﹁
�
上
﹂
に
事
寄
せ
て
魚
蟹
を
4
求
し
︑
あ
る
い
は
妻
子
を
.
っ
て
地
方
に
赴
く
な
ど
し
て
︑
現
地
に
�
惑
を
6
ぼ
し
て
い

た
と
い
う(

81
)

︒

(
d
)
司
僕
寺
の
諸
員

司
僕
寺
は
國
家
の
公
用
の
馬
�
を
管
理
す
る
︒
ま
た
國
王
や
王
族
が
外
出
す
る
際
に
は
︑
そ
の
轎
馬

︱
︱
馬
轎
と
そ
れ
を
牽
く
馬
︱
︱

な
ど
を
用
:
す
る
が
︑
馬
だ
け
で
は
役
に
立
た
な
い
の
で
︑
當
然
︑
馬
の
飼
葉
を
飼
い
︑
馬
の
口
取
り
を
す
る
馬
丁
も
用
:
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
こ
の
た
め
地
方
か
ら
番
上
す
る
諸
員
の
う
ち
︑
そ
の
大
"
を
占
め
る
六
百
名
の
諸
員
は
司
僕
寺
に
�
屬
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
一

部
は
宮
中
に
も
出
入
り
し
て
各
種
の
雜
用

(差
備
)

に
從
事
し
て
い
た
︒

た
と
え
ば
︑
宮
中
か
ら
轎
馬
を
�
求
す
る
際
に
は
︑
ま
ず
掖
庭
署
の
官
奴
隸
た
ち

(
內
豎
)

を
'
っ
て
司
僕
寺
の
提
)

(總
監
督
)

に
王
命
を

傳
え
︑
こ
れ
を
�
け
て
司
僕
寺
か
ら
轎
馬
と
馬
丁
と
を
宮
中
に
提
供
す
る
︒
馬
丁
た
ち
は
景
福
宮
に
お
い
て
は
e
秋
門

(西
の
正
門
)

か
ら
出

入
し
︑
信
牌

(身
分
證
)

を
示
し
て
宮
中
に
出
入
り
す
る(82

)

︒
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こ
の
よ
う
に
司
僕
寺
の
官
員
や
諸
員
は
︑
國
王
や
王
族
の
外
出
の
際
に
隨
從
す
る
必
(
上
︑
宮
中
に
も
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
︒
も
と
も

と
闕
外
に
オ
フ
ィ
ス
を
お
く
司
僕
寺
が
︑
闕
內
に
も
﹁
內
司
僕
﹂
と
呼
ば
れ
る
オ
フ
ィ
ス
を
お
い
て
い
た
の
は
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い(83

)

︒

國
王
の
外
出
に
際
し
︑
司
僕
寺
の
諸
員
も
ま
た
︑
現
地
の
�
民
に
對
し
て
食
物
等
の
賄
賂
を
(
求
す
る
な
ど
︑
と
か
く
橫
暴
な
振
舞
い
が
少

な
く
は
な
か
っ
た
と
い
う(

84
)

︒

(
e
)
典
設
司
の
諸
員

典
設
司
の
	
身
は
高
麗
末
の
司
幕
で
︑
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
成
衆
愛
馬

ア
イ
マ
ク

の
一
つ
︒
そ
の
後
︑
忠
順
扈
衞
司
︑
忠
扈
衞
︑
典
設
司
と
名
稱
を
改
め

る
が
︑
そ
の
職
掌
は
/
と
し
て
宮
中
の
儀
式
の
設
營
で
あ
り
︑
こ
の
た
め
典
設
司
の
オ
フ
ィ
ス
は
︑
弘
禮
門

(
勤
政
殿
南
門
)

の
東
の
︑
闕
內

に
置
か
れ
て
い
る(

85
)

︒
地
方
か
ら
番
上
す
る
諸
員
の
う
ち
︑
六
十
名
が
典
設
司
に
�
屬
さ
れ
︑
宮
中
に
出
入
り
し
て
各
種
の
雜
用

(差
備
)

に
從

事
し
て
い
た
︒

典
設
司
の
諸
員
に
關
す
る
記
錄
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
殘
っ
て
い
な
い
が
︑
た
と
え
ば
︑﹃
光
海
君
日
記
﹄
太
白
山
本
︑
光
海
君
二
年
十
c
丁
亥

條
の
記
事

︱
︱
こ
れ
は
太
白
山
本
に
お
い
て
爻
周

(抹
B
)

さ
れ
て
お
り
︑
鼎
足
山
本
で
は
�
除
さ
れ
て
い
る
︱
︱

に
よ
る
と
︑
國
王
が

瑞
葱
臺

(昌
慶
宮
後
苑
︑
後
の
春
塘
臺
)

に
出
御
し
た
際
に
︑
御
座
の
東
北
角
の
É
日
幕

(テ
ン
ト
)

を
結
ぶ
索
が
理
由
も
な
く
解
け
て
し
ま
い
︑

テ
ン
ト
を
荏
え
る
大
竹
が
︑
あ
や
う
く
王
世
子
の
席
に
倒
れ
掛
か
り
そ
う
に
な
る
︑
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ
り
︑
こ
の
た
め
典
設
司
の
擔

當
官
︑
お
よ
び
諸
員
に
對
し
て
處
罰
の
(
�
が
出
さ
れ
て
い
る(86

)

︒
も
と
も
と
﹁
司
幕
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
典
設
司
の
諸
員
は
︑
そ
の
名
の
と
お

り
︑
É
日
幕
な
ど
の
設
營
を
擔
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
︑﹃
仁
祖
實
錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
諸
員
は
國
王
そ
の
他
の
葬
�
儀
禮
に
お
い
て
も
﹁
各
司
奴
子
﹂
と
竝
ん
で
雜
役
夫

(差
備

軍
)

と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る(

87
)

︒
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(
す
る
に
︑
諸
員
は
闕
內
の
必
(
に
應
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
雜
用
を
�
け
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
f
)
丘
�

A
に
︑
官
人
の
隨
從
と
し
て
の
﹁
丘
�
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
︒
い
わ
ゆ
る
丘
�
に
は
良
人
の
丘
�
と
賤
人
の
丘
�
と
の
二
種
類
が
あ
り
︑

步
兵
や
諸
員
な
ど
の
良
人
を
以
て
丘
�
に
閏
て
る
場
合
も
あ
っ
た
が(88

)

︑
/
に
は
地
方
か
ら
番
上
す
る
官
奴
隸
た
ち

︱
︱
い
わ
ゆ
る
 
上
奴

︱
︱

を
以
て
こ
れ
に
閏
て
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
曹
伸
﹃
謏
聞
瑣
錄
﹄
に
A
の
よ
う
に
あ
る
︒

お
よ
そ
官
署
の
隸
の
京
に
在
る
者
は
︑
そ
の
司
の
役
を
供
し
︑
郡
縣
に
在
る
者
は
︑
𠛬
曹
よ
り
そ
の
額
を
總
べ
て
そ
の
數
を
定
め
︑
京
に

番
上
し
て
百
僚
の
丘
�
に
閏
て
︑
名
づ
け
て
 
上
奴
と
い
う(89

)

︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
官
奴
隸
の
う
ち
の
在
京
の
も
の
が
各
官
廳
の
雜
役
夫

(い
わ
ゆ
る
差
備
奴
)

と
な
り
︑
地
方
在
�
の
も
の
は
﹁
 
上
奴
﹂
と

し
て
番
上
し
︑
百
官
の
隨
從
と
し
て
の
丘
�

(い
わ
ゆ
る
根
隨
奴
)

と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
差
備
奴
・
根
隨
奴
の
定
額
は
﹃
經
國
大
典
﹄
𠛬

典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑
必
ず
し
も
京
奴
が
差
備
奴
︑
 
上
奴
が
根
隨
奴
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い(90

)

︒
そ
れ
で
も

實
態
と
し
て
は
富
裕
な
京
奴
を
優
先
�
に
差
備
奴
に
閏
て
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
︑
結
局
︑
官
人
の
根
隨
奴
に
は
︑
/
と
し
て
地
方
か
ら

番
上
す
る
 
上
奴
を
閏
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

官
人
た
ち
に
丘
�
を
與
え
る
目
�
は
︑
本
來
は
︑
宮
中
に
出
入
り
す
る
際
に
官
人
と
し
て
の
威
儀
を
整
え
る
た
め
で
あ
る(91

)

︒
と
こ
ろ
が
﹃
實

錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
議
政
府
や
兵
曹
の
高
官
の
な
か
に
は
︑
丘
�
の
本
來
の
仕
事
で
あ
る
﹁
根
隨
﹂
以
外
に
も
︑
こ
れ
を
土
木
工
事
に
'

役
し
た
り
︑
高
利
貸
し
の
貸
金
の
取
り
立
て
に
'
役
し
た
り
し
て
︑
彼
ら
を
�
待
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う(92

)

︒
ま
た
︑
官
人
た
ち
が
必
(
以
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上
に
多
數
の
丘
�
を
(
求
し
︑
彼
ら
か
ら
免
役
布
を
4
收
す
る
こ
と
も
な
ど
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た

(こ
れ
に
つ
い
て
は
A
=
に
後
営
す
る
)
︒

宮
中
に
出
入
り
す
る
丘
�
は
︑
た
と
え
ば
官
人
た
ち
が
宮
中
に
宿
直
す
る
際
に
︑
そ
の
身
の
囘
り
の
世
話
な
ど
も
�
け
持
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う(

93
)

︒
(
す
る
に
︑
丘
�
は
隨
從
で
あ
り
︑
か
つ
雜
役
夫
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

(
g
)
諸
員
・
丘
�
の
昇
�

こ
こ
ま
で
︑
諸
員
と
丘
�
の
仕
事
振
り
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
が
︑
で
は
彼
ら
と
﹁
雜
職
﹂
と
の
關
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

一
般
に
︑
諸
員
は
﹁
雜
類
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
身
分
は
良
人
で
あ
る
か
ら(94

)

︑
彼
ら
は
�
武
班
の
正
職
に
�
出
す
る
こ
と
も
で
き

た
︒
た
と
え
ば
﹃
仁
祖
實
錄
﹄
に
よ
る
と
︑
仁
獻
王
后
具
氏

(仁
祖
の
母
)

の
魂
宮

︱
︱
三
年
の
S
喪
中
︑
位
牌
を
安
置
し
て
お
く
と
こ
ろ

︱
︱

に
奉
仕
し
た
功
績
に
よ
り
︑
諸
員
の
魯
舜
民
と
い
う
も
の
が
﹁
丞

(驛
丞
・
渡
丞
)
﹂
に
任
命
さ
れ
て
い
る(95

)

︒
こ
れ
は
書
�
が
在
職
義
務

年
限
を
滿
た
し
て
﹁
去
官
﹂
し
た
後
︑
驛
丞
・
渡
丞
に
任
命
さ
れ
る
例
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う(96

)

︒
と
は
い
え
︑
書
�
を
驛
丞
・
渡
丞
に
登
用

す
る
制
度
は
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た(97

)

︒
當
然
︑
諸
員
の
�
官
職
へ
の
昇
�
の
�
も
閉

ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

『
世
宗
實
錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
初


に
は
司
饔
院
の
諸
員
に
﹁
都
目
去
官
﹂
の
職
と
し
て
︑﹁
司
直
四
︑

副
司
直
四
︑
司
正
四
︑
副
司
正
四
︑
給
事
八
︑
副
給
事
八
﹂
な
ど
の
武
官
職
が
割
り
當
て
ら
れ
て
お
り(98

)

︑
ま

た
﹃
經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
番
A
都
目
の
項
の
規
定
に
よ
る
と
︑
諸
員
に
は
︻
別
表
7
︼
の
と
お
り
各
種
の
武

官
職
が
﹁
遞
兒
職
﹂
と
し
て
割
り
當
て
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
高
宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
に
よ
る
と
︑
典
設
司

に
は
﹁
副
司
果

(從
六
品
)
︑
副
司
猛

(從
八
品
)
︑
副
司
勇

(從
九
品
)
﹂
の
三
つ
の
ポ
ス
ト
が
諸
員
の
た
め
の
遞

兒
職
と
し
て
割
り
當
て
ら
れ
て
お
り(99

)

︑﹃
經
國
大
典
﹄
の
規
定
と
も
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

東 方 學 報
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【別表 7】 後
の諸員

一番數 三番總數 原額數 (後
)

承�院 諸員 3 (長番) 6

尙衣院 諸員 40 120 117

司饔院 諸員 70 210 815

司僕寺 諸員 600 1800 3448

典設司 諸員 60 180 500

＊ 『經國大典』兵典、京衙	［一番數］、諸員

＊ 『經國大典』兵典、番A都目、諸員

＊ 『續大典』兵典、京衙	［原額數］、諸員



諸
員
は
遞
兒
職

(
�
替
�
祿
職
)

と
は
い
え
︑
武
官
職
に
任
じ
て
祿
俸
を
�
け
取
る
こ
と
も
で
き
た
︒
た
だ
し
︑
士
液
の
正
職
と
は
あ
く
ま
で

も
區
別
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
﹁
雜
職
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
上
営
の
と
お
り
で
あ
る(

100
)

︒

一
方
︑
丘
�
は
地
方
の
官
奴
隸
に
割
り
當
て
ら
れ
る
徭
役
で
あ
り
︑
そ
の
身
分
は
賤
人
で
あ
る
か
ら
︑
彼
ら
が
�
武
班
の
正
職
に
�
出
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
︑
初


に
は
賤
人

(宦
官
)

を
諸
員
に
閏
て
る
事
例
も
あ
り(

101
)

︑
�
に
︑
良
人
の
諸
員
を
丘
�
に
閏
て
る
事

例
も
あ
っ
た(

102
)

︒
ま
た
丘
�
か
ら
從
九
品
の
雜
職

(
�
副
)

に
�
み
︑
そ
の
後
︑
諸
員
に
Y
屬
す
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
の
で(

103
)

︑
高
位
の
官
人
に

隨
從
す
る
丘
�
の
一
部
が
︑
良
役
と
し
て
の
﹁
諸
員
﹂
に
%
入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

104
)

︒
こ
の
た
め
諸
員
や
丘
�
は
︑
良
賤
混
淆

の
﹁
雜
類
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

三

徭
役
か
ら
�
役
へ

こ
こ
ま
で
宮
中
の
雜
職
︑
6
び
諸
員
・
丘
�
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
が
︑
�
鮮
後


に
入
る
と
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
﹁
�
役
﹂
に
よ
っ
て

置
き
奄
え
ら
れ
て
い
く
︒
す
な
わ
ち
︑
職
役
な
い
し
徭
役
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
各
種
の
闕
內
差
備
が
︑
市
場
か
ら
勞
働
力
を
)
*
す
る
﹁
�

役
﹂
へ
と
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
槪
略
は
︑
す
で
に
諸
先
學
に
よ
っ
て
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が(

105
)

︑
こ
こ
で
は
﹁
雜
職
﹂

の
B
滅
の
	
提
と
し
て
再
論
す
る
︒

(
a
)
諸
員
の
	
役



諸
員
や
丘
�
は
︑
原
則
と
し
て
は
無
給
の
徭
役
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
は
必
(
と
す
る
人
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
︑
�
鮮
後



に
入
る
と
A
第
に
�
役
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
具
體
�
に
は
︑
諸
員
や
丘
�
か
ら
免
役
布
を
4
收
し
︑
そ
れ
を
各
官
廳
に
分
�
し
て
�

�鮮時代の雜職
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役
の
原
[
に
閏
て
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
�
鮮
	


の
諸
員
は
︑
承
�
院
に
三
名
︑
尙
衣
院
に
四
十
名
︑
司
饔
院
に
七
十
名
︑

司
僕
寺
に
六
百
名
︑
典
設
司
に
六
十
名
が
�
當
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
當
番
者
の
數

(一
番

數
)

で
あ
る
か
ら
︑
實
際
の
登
錄
者
數

(
3
三
番
)

は
そ
の
三
倍
と
な
る(

106
)

︒
後


の
諸
員
は
︑
承

�
院
は
六
名
︑
尙
衣
院
は
一
百
十
七
名
︑
司
饔
院
は
八
百
十
五
名
︑
司
僕
寺
は
三
千
四
百
四
十

八
名
︑
典
設
司
は
五
百
名
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
大
幅
に
增
額
さ
れ
て
い
る
が(

107
)

︑
こ
ち
ら
は
登
錄
者
の

總
數

(原
額
數
)

で
あ
る
︒︻
別
表
8
︼

た
だ
し
︑
後


の
諸
員
は
當
番
時
に
﹁
收
布
﹂
す
る
の
み
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
原
額
の
一
部

は
減
額
し
て
事
務
系
の
﹁
書
�
﹂
に
轉
用
さ
れ
て
い
た(

108
)

︒
そ
う
し
て
實
際
の
諸
員
の
仕
事

︱
︱
官
人
の
隨
從
と
雜
用
︱
︱

に
つ
い
て
は
︑

免
役
布
の
收
入
を
原
[
と
し
て
﹁
�
軍
﹂
を
�
い
入
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
﹃
續
大
典
﹄
兵
典
の
京
衙
	
の
ô
に
︑

『經
國
大
典
﹄
に
お
い
て
は
︑
皁
隸
は
外
方
か
ら
 
上
し
て
い
た
が
︑
大
同
法
の
施
行
に
.
い
︑
す
べ
て
廢
止
し
て
﹁
步
兵
﹂
と
な
し
︑

京
よ
り
給
價
し
て
�
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
今
日
で
は
各
司
と
も
$
稱
し
て
﹁
'
令
﹂
と
呼
ん
で
い
る(

109
)

︒
(大
:
)

と
あ
る
こ
と
が
參
考
に
な
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
皁
隸
﹂
は
京
衙
	
の
一
つ
で
︑
	


に
は
議
政
府
・
中
樞
府
・
六
曹
等
に
�
屬
さ
れ
︑
官
人
の
隨

從
と
雜
用
に
閏
て
ら
れ
て
い
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
諸
員
﹂
も
そ
の
同
類
で
あ
る(

110
)

︒
と
こ
ろ
が
︑
後


に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
廢
止
し
て
﹁
步
兵
﹂

の
役
と
し
︑
步
兵
か
ら
4
收
し
た
免
役
布
を
原
[
と
し
て
必
(
な
隨
從
を
�
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
を
$
稱
し
て
﹁
'
令
﹂
と
呼
ん
だ
︑

と
い
う
の
で
あ
る
︒
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【別表 8】 諸員の遞兒職

(品階) (遞兒) (員數) (內譯)

從七品 副司正 10

尙衣院
司饔院
司僕寺
典設司

1
1
7
1

從八品 副司猛 20

承�院
尙衣院
司饔院
司僕寺
典設司

1
1
2
15
1

從九品 副司勇 32

尙衣院
司饔院
司僕寺
典設司

1
2
28
1

＊ 『經國大典』兵典、番A都目



し
た
が
っ
て
︑
後


に
お
い
て
は
諸
員
も
ま
た
﹁
京
よ
り
給
價
し
て
�
立
﹂
す
る
制
度
︑
す
な
わ
ち
﹁
�
役
﹂
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る(

111
)

︒
な
か
で
も
司
僕
寺
の
諸
員
に
つ
い
て
は
︑
は
や
く
か
ら
代
立
者
の
�
用
が
一
般
#
し
て
お
り
︑
中
宗
�
に
は
﹁
自
ら
は
立
番
せ

ず
︑
盡
く
皆
な
京
人
も
て
代
立
す(

112
)

﹂
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
光
海
君
時
代
の
�
料
に
よ
る
と
︑

本
寺

(司
僕
寺
)

の
左
右
邊
の
廝
養
の
人
︑
M
時
は
則
ち
諸
員
の
價
布
を
以
て
閏
給
す
︒
經
亂
以
後
︑
價
布
は
5
"
不
足
︑
許
多
の
廝
徒

の
︑
�
c
の
糧
料
は
︑
辦
出
す
る
に
路
な
し(

113
)

︒

と
あ
る
か
ら
︑
�
鮮
後



(壬
辰
の
役
よ
り
以
後
)

に
お
い
て
は
︑
司
僕
寺
の
﹁
廝
養(

114
)

﹂︑
す
な
わ
ち
馬
丁
は
︑
諸
員
の
免
役
布

(價
布
)

を
用
い

て
代
立
者
を
�
用
す
る
こ
と
が
一
般
#
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

高
宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
に
よ
る
と
︑
司
僕
寺
の
﹁
諸
員
價
布
﹂
は
﹁
錢
﹂
に
奄
算
し
て
4
收
さ
れ
︑
具
體
�
に
は
﹁
京
畿
四
百
二
十
兩
︑

忠
淸
�
七
百
兩
︑
3
羅
�
一
千
二
百
九
十
四
兩
︑
慶
尙
�
九
百
五
十
四
兩
︑
江
原
�
四
百
二
十
四
兩
︑
黃
海
�
三
千
兩
﹂︑
合
計
六
千
七
百
九

十
二
兩
の
﹁
諸
員
價
布
代
錢
﹂
が
司
僕
寺
の
收
入
と
な
っ
た(

115
)

︒

こ
れ
を
原
[
と
し
て
︑
司
僕
寺
で
は
﹁
廝
養
﹂︑﹁
廝
徒
﹂
を
�
用
し
て
い
た
が
︑
同
じ
く
﹃
六
典
條
例
﹄
に
よ
る
と
︑
司
僕
寺
で
は
各
種
の

﹁
巨
*
﹂
に
每
朔
﹁
錢
二
兩
﹂︑﹁
米
十
斗
﹂
な
ど
の
賃
金
を
荏
拂
っ
て
お
り(

116
)

︑
こ
れ
が
	
営
の
�
料
の
﹁
廝
養
﹂︑﹁
廝
徒
﹂
に
相
當
す
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
巨
*

コ
ド
ル

(
거
덜
)
﹂
は
︑﹁
太
僕
の
牽
夫
の
名(

117
)

﹂︑
(
す
る
に
馬
の
口
取
り

(馬
丁
)

で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
	


に
お
い
て
﹁
諸
員
﹂
が
�
屬
さ
れ
て
い
た
尙
衣
院
・
司
饔
院
・
典
設
司
な
ど
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
後


に
お
い
て
は

�
役
#
が
�
ん
で
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
尙
衣
院
の
諸
員
に
つ
い
て
は
︑
免
役
布
と
し
て
の
﹁
諸
員
價
布
﹂
が
﹁
錢
﹂
に
奄
算
し
て
4
收
さ
れ
︑

尙
衣
院
の
收
入
と
な
っ
た
︒
具
體
�
に
は
﹁
咸
安
四
十
四
兩
︑
白
川
一
百
九
十
兩
﹂
の
︑
合
計
﹁
二
百
三
十
四
兩
﹂
が
尙
衣
院
の
收
入
と
な
る(

118
)

︒
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こ
れ
が
代
立
者
の
�
價
に
閏
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
司
饔
院
に
は
﹁
諸
員
色
﹂
と
い
う
專
門
の
掛
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
も
諸
員
の
免
役
布
と
し
て
の
﹁
價
布
﹂
を
﹁
錢
﹂
で
4

收
し
て
い
る
︒
具
體
�
に
は
﹁
利
川
三
十
名
︑
溫
陽
三
十
九
名
︑
槐
山
三
十
二
名
︑
庇
仁
九
名
︑
任
實
五
十
七
名
︑
怨
寧
四
十
四
名
︑
比
安
六

十
四
名
︑
慈
仁
十
五
名
︑
軍
威
五
名
︑
載
寧
一
百
名
︑
海
州
十
六
名
︑
鳳
山
七
十
名
︑
豐
德
十
九
名
﹂
の
︑
合
計
五
百
名
か
ら
每
名
二
兩
の
代

錢
︑
合
計
一
千
兩
を
4
收
し
た(

119
)

︒

ま
た
典
設
司
で
は
﹁
�
#
・
松
禾
・
尙
州
・
知
禮
・
南
原
・
益
山
・
金
城
・
江
陵
・
寧
越
・
襄
陽
・
杵
城
﹂
の
各
邑
か
ら
﹁
價
布
代
錢
﹂
と

し
て
合
計
﹁
一
千
兩
﹂
を
4
收
し
て
い
る
が(

120
)

︑
こ
れ
は
典
設
司
に
,
屬
す
る
諸
員
の
免
役
布
を
﹁
錢
﹂
で
振
り
替
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

肅
宗
�
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
良
役
變
$
﹂
の
一
K
と
し
て
︑﹁
典
設
司
諸
員
一
百
四
十
八
名
﹂
の
免
役
布
を
地
方
の
財
源
に
振
り
替
え
る
措
置

が
取
ら
れ
て
い
る
が(

121
)

︑
以
後
も
典
設
司
に
は
殘
餘
の
定
員
が
割
り
當
て
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
上
営
の
各
邑

(
�
#
・
松
禾
・
尙
州
・
知
禮
・
南

原
・
益
山
・
金
城
・
江
陵
・
寧
越
・
襄
陽
・
杵
城
)

か
ら
の
﹁
價
布
代
錢
一
千
兩
﹂
と
し
て
引
き
繼
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(
b
)
丘
�
の
	
役



官
人
の
隨
從
と
し
て
の
﹁
丘
�
﹂
は
︑
/
と
し
て
地
方
か
ら
番
上
す
る
官
奴
隸
た
ち

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
 
上
奴
｣
︱
︱

を
以
て
閏
當
し
て

い
た
が(

122
)

︑
つ
と
に
﹁
�
人
代
立
﹂
が
慣
例
#
し
て
お
り(

123
)

︑
後


に
お
い
て
は
單
に
免
役
布
を
4
收
す
る
だ
け
で
︑
徭
役
と
し
て
の
實
態
は
な
く

な
っ
て
い
る
︒

英
祖
�
の
﹃
續
大
典
﹄
の
規
定
に
よ
る
と
︑
中
央
諸
司
の
差
備
奴
・
根
隨
奴
は
︑﹃
大
典
﹄
で
は
京
中
の
﹁
公
賤
﹂
と
地
方
の
﹁
 
上
奴
﹂

を
以
て
閏
當
し
て
い
た
が
︑
今
は
﹁
京
人
﹂
を
以
て
差
定
し
︑﹁
每
朔
給
布
﹂
し
て
い
る(

124
)

︑
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
差
備
奴
・
根
隨
奴
は
徭
役
か

ら
�
役
へ
と
變
#
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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�
用
の
原
[
は
︑
/
と
し
て
﹁
丘
�
﹂
の
免
役
布
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
�
鮮
後


に
お
い
て
は
﹁
丘
價
﹂︑
ま
た
は
﹁
丘
債
﹂
と
稱
し
て
い

る
︒
官
人
た
ち
は
各
自
必
(
な
隨
從
を
�
用
し
て
い
た
が
︑
そ
の
經
費
は
︑
本
來
︑
丘
�
の
徭
役
を
擔
當
す
る
地
方
民

(
 
上
奴
)

が
�
擔
す

べ
き
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
官
人
た
ち
は
一
時
�
に
立
て
替
え
て
荏
拂
っ
て
い
る
︒
政
府
は
こ
の
立
て
替
え
分
を
︑
地
方
民
か
ら
租
稅
と
し
て

4
收
し
︑
各
官
廳
に
分
�
し
て
官
人
た
ち
に
荏
拂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
隨
從

(丘
�
)

の
�
用
經
費
と
し
て
の
﹁
丘
價
﹂
の
こ

と
を
︑
官
人
の
立
場
か
ら
は
一
種
の
債
權
と
見
て
﹁
丘
債
﹂
と
も
稱
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

司
饔
院
の
場
合
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
丘
債
﹂
に
つ
い
て
は
︑
諸
員
か
ら
4
收
す
る
免
役
布
の
う
ち
︑
そ
の
"
數
を
司
饔
院
に
お
け
る
陶
器
の
﹁
燔

�
﹂
の
經
費
に
振
り
替
え
︑
"
數
を
司
饔
院
の
提
)
︑
す
な
わ
ち
監
督
官
の
﹁
丘
債
﹂
の
經
費
に
振
り
替
え
る
︑
と
い
う
記
錄
が
仁
祖
�
の
記

事
に
見
え
る(

125
)

︒
司
饔
院
の
提
)
は
︑
$
例
︑
宗
室
の
な
か
か
ら
任
命
さ
れ
る
の
で
︑
實
際
に
必
(
と
さ
れ
る
﹁
丘
�
﹂
の
數
よ
り
多
く
の
﹁
丘

債
﹂
を
與
え
て
彼
ら
を
優
~
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う(

126
)

︒

ま
た
觀
象
監
の
日
官
は
︑
吉
凶
の
曆
占
い
を
行
う
た
め
に
宮
中
に
日
常
�
に
出
入
り
し
て
い
た
が
︑
そ
の
際
︑
威
儀
を
整
え
る
た
め
に
﹁
丘

�
﹂
を
�
用
す
る
必
(
が
あ
っ
た
︒
そ
の
原
[
と
し
て
︑
觀
象
監
の
日
官
に
は
﹁
丘
債
﹂
が
荏
給
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
額
に
つ
い
て
正
祖
�

の
�
料
に
は
︑

印
曆
﹁
五
百
軸
﹂
を
販
賣
し
た
收
入
﹁
二
百
八
十
兩
﹂
の
な
か
か
ら
︑﹁
一
百
二
十
兩
﹂
を
﹁
待
令
日
官
の
丘
債
﹂
と
し
て
﹁
命
課
學
﹂

に
移
�
す
る
︒

と
い
う
具
體
�
な
金
額
が
示
さ
れ
て
い
る(

127
)

︒
觀
象
監
に
お
い
て
は
︑
自
ら
が
販
賣
す
る
﹁
印
曆
﹂
の
收
入
を
以
て
,
屬
す
る
官
人
た
ち
の
﹁
丘

債
﹂
に
閏
當
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
丘
債
﹂
の
額
は
︑
,
屬
す
る
官
廳
に
よ
っ
て
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
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官
人
た
ち
に
と
っ
て
は
荏
給
さ
れ
る
﹁
丘
債
﹂
の
多
少
が
︑
官
界
共
$
の
日
常
�
な
話
題
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る(

128
)

︒

高
宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
の
規
定
に
よ
る
と
︑
闕
內
に
お
け
る
官
人
の
隨
從
は
︑
正
一
品
が
︑﹁
跟
隨
八
名
︑
驅
從
二
名
﹂︑
從
一
品
が
﹁
跟

隨
六
名
︑
驅
從
一
名
﹂︑
二
品
が
﹁
跟
隨
五
名
︑
驅
從
一
名
﹂︑
三
品
が
﹁
跟
隨
四
名
︑
驅
從
一
名
﹂
そ
う
し
て
四
品
以
下
は
︑﹁
跟
隨
三
名
︑

驅
從
一
名
﹂
な
ど
と
定
め
ら
れ
て
い
る(

129
)

︒
こ
れ
ら
は
高
位
の
官
人
た
ち
が
宮
中
に
出
入
り
す
る
際
に
そ
の
威
儀
を
整
え
︑
か
つ
宮
中
に
宿
直
す

る
際
に
身
の
囘
り
の
世
話
な
ど
に
閏
て
て
い
た
雜
役
夫
た
ち
で
あ
る
が
︑
そ
の
實
態
は
︑
後


に
お
い
て
は
す
べ
て
﹁
�
役
﹂
に
置
き
奄
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
c
)
闕
內
	
軍

諸
員
や
丘
�
は
︑
大
抵
︑
�
役
に
變
#
し
て
い
た
が
︑
そ
の
他
︑
闕
內
外
の
差
備
に
お
い
て
も
�
軍

(
�
立
軍
)

の
'
用
が
一
般
#
し
て
い

た
︒英

祖
�
の
﹃
實
錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
闕
內
�
軍
の
斗
乙
男
と
い
う
も
の
が
︑
出
勤
時
閒
に
遲
れ
て
宮
中
の
門
が
閉
ま
っ
て
い
た
た
め
に
︑

塀
の
裂
け
目
か
ら
宮
中
に
入
っ
て
宮
墻
踰
越
の
罪
に
問
わ
れ
︑
本
來
死
𠛬
に
な
る
と
こ
ろ
を
決
杖
だ
け
で
放
免
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見

え
る(

130
)

︒
同
じ
く
英
祖
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
宮
闕
の
門
衞
に
つ
い
て
は
︑
空
闕

(景
福
宮
址
等
)

の
各
門
守
直
に
つ
い
て
は
﹁
�
軍
﹂
一
百
二
十
名

に
對
し
て
年
閒
合
計
﹁
布
二
千
四
百
四
十
�
﹂
を
荏
拂
い
︑
時
御
,
お
よ
び
諸
王
族
の
殿
院
の
各
門
守
直
に
つ
い
て
は
﹁
�
軍
﹂
二
百
四
十
名

に
對
し
て
年
閒
合
計
﹁
布
五
千
七
百
六
十
�
﹂
を
荏
拂
っ
て
い
る(

131
)

︒
ま
た
﹃
六
典
條
例
﹄
の
衞
將
,
の
規
定
に
よ
る
と
︑
闕
內
各
門
の
警
備
に

當
た
る
兵
士
の
う
ち
︑﹁
慶
熙
宮
九
︑
�
禧
î
四
︑
大
報
壇
四
︑
義
禁
府
二
︑
尙
衣
院
三
︑
$
禮
院
・
�
紙
署
各
一
︑
禁
漏
二
︑
本
,

(衞
將

,
)

十
﹂
の
合
計
三
十
六
名
は
︑
兵
曹
が
�
價
�
立
す
る
﹁
京
�
立
軍
﹂
を
以
て
閏
當
し
て
い
る(

132
)

︒
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同
じ
く
﹃
六
典
條
例
﹄
の
規
定
に
よ
る
と
︑
闕
內
の
各
種
の
差
備
に
當
た
る
﹁
�
軍
﹂
は
︑
六
�
の
騎
步
兵
か
ら
免
役
布
を
4
收
し
︑
そ
れ

を
原
[
と
し
て
�
用
し
て
い
た
が
︑
そ
の
定
額
は
﹁
二
百
四
十
二
名
﹂
で
︑
荏
出
す
る
經
費
は
︑
每
c
︑
每
名
八
兩
ず
つ
︑
合
計
﹁
一
千
九
百

三
十
六
兩
﹂
に
*
し
て
い
る(

133
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
闕
內
に
お
い
て
も
各
種
の
�
軍
が
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
地
方
か
ら
番
上
す
る

﹁
¤
軍
﹂
の
不
足
を
補
う
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い(

134
)

︒

ま
た
︑﹃
六
典
條
例
﹄
の
繕
工
監
の
項
に
は
︑

闕
內
の
大
小
の
營
役
は
︑
募
軍
を
'
用
し
︑
宜
し
き
を
量
り
て
策
應
せ
よ(

135
)

︒

と
の
規
定
が
あ
り
︑
闕
內
に
お
け
る
各
種
の
營
繕
工
事
に
つ
い
て
も
�
軍

(募
軍
)

の
'
用
が
一
般
#
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
と
え
ば

光
海
君
の
時
代
に
は
︑
壬
辰
の
亂
で
荒
廢
し
た
宮
闕
の
營
繕
工
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
際
の
﹁
役
軍
﹂
は
も
っ
ぱ
ら
�
軍
を
用

い
︑
勞
働
の
對
價
と
し
て
の
﹁
價
布
﹂
を
荏
拂
っ
て
い
る(

136
)

︒
ま
た
肅
宗
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
各
司
の
�
軍
に
は
自
ず
か
ら
﹁
例
價
﹂
が
あ
り
︑

一
定
の
賃
金
が
荏
拂
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
實
際
に
は
荏
拂
っ
た
り
荏
拂
わ
な
か
っ
た
り
し
て
民
衆
の
怨
み
を
買
っ
て
い
た
と
も
い

う(
137
)

︒い
わ
ゆ
る
﹁
�
軍
﹂
は
︑
實
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
中
閒
搾
取
を
�
け
て
い
た
た
め
に
︑
�
代
�
な
:
味
で
の
�
用
勞
働
と
は
言
い
難
い
側
面

も
︑
た
し
か
に
あ
る
︒
そ
れ
で
も
中
世
�
な
徭
役
勞
働
が
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
︑
す
で
に
5
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
閒
¥
い
な

い
︒こ

う
し
た
�
役
の


6
を
	
提
と
し
て
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
﹁
雜
職
﹂
の
官
制
が
大
幅
に
再
%
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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四

�
鮮
後


の
雜
職

�
鮮
	


の
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
經
國
大
典
﹄
�
典
の
雜
職
の
項
に
は
︑﹁
工
曹
︑
校
書
館
︑
司
贍
寺
︑
�
紙
署
︑
司
饔
院
︑
尙
衣
院
︑

司
僕
寺
︑
軍
器
寺
︑
繕
工
監
︑
掌
樂
院
︑
昭
格
署
︑
掌
苑
署
︑
掖
庭
署
︑
圖
畫
署
﹂
の
雜
職
を
揭
げ
︑
こ
れ
を
士
人
の
一
般
の
官
職
と
は
區
別

し
て
い
る
︒
雜
職
は
/
と
し
て
官
奴
隸
に
與
え
る
官
職
で
あ
り
︑
彼
ら
は
各
種
の
闕
內
差
備
に
奉
仕
す
る
こ
と
の
引
き
奄
え
と
し
て
︑
雜
職
の

祿
俸

(雜
職
祿
)

を
�
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
�
鮮
後


に
お
い
て
は
闕
內
差
備
の
多
く
が
﹁
�
役
﹂
に
切
り
替
え
ら
れ
︑
必
(
な
勞
働
力
や
物
[
は
﹁
市
場
﹂
を
$
し
て
)
*

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
官
奴
隸
た
ち
に
與
え
て
い
た
雜
職
の
う
ち
︑
/
と
し
て
工
匠
に
關
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
大
"

が
廢
止
さ
れ
︑
雜
職
の
官
制
も
大
幅
に
再
%
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
た
め
︑
正
祖
�
の
﹃
大
典
$
%
﹄
︱
︱
『經
國
大
典
﹄
と
﹃
續
大
典
﹄
の
規
定
を
集
成
す
る
︱
︱

の
﹁
雜
職
﹂
の
項
に
お
い
て
は
︑

A
の
よ
う
な
但
し
書
き
を
つ
け
て
︑
﹁
雜
職
﹂
の
多
く
が
廢
止
さ
れ
た
こ
と
を
�
記
し
て
い
る
︒

原
典

(經
國
大
典
)

の
﹁
雜
職
﹂
は
︑
大
"
︑
今
は
廢
止
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
掖
庭
署
を
諸
職
の
筆
頭
に
移
し
て
舊
來
ど
お
り
記
載
し
︑

校
書
館
・
司
僕
寺
・
掌
樂
院
・
圖
畫
署
の
今
も
存
續
し
て
い
る
雜
職
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
衙
門
の
項
に
移
錄
す
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
分
番
・

計
仕
・
去
官
・
仍
仕
な
ど
の
規
則
︑
お
よ
び
各
種
の
遞
兒
職
に
つ
い
て
は
す
べ
て
省
略
し
︑
た
だ
員
數
・
品
數
の
み
を
記
載
し
て
︑
煩
雜

を
省
き
つ
つ
舊
來
の
規
定
を
殘
す
下
地
と
す
る(

138
)

︒
(大
:
)

か
く
し
て
殘
存
し
て
い
た
�
鮮
後


の
雜
職
は
︻
別
表
9
︼
の
と
お
り
︒
な
か
で
も
中
心
と
な
る
の
は
掖
庭
署
の
雜
職
で
あ
る
が
︑
し
か
も
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そ
れ
ら
は
官
職
と
は
名
ば
か
り
︑
各
種
の
�
役
人

と
同
樣
︑﹁
散
料
﹂
の
對
象
に
格
下
げ
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
§
:
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

139
)

︒

い
わ
ゆ
る
﹁
散
料
﹂
と
は
米
や
布
や
錢
な
ど
で
︑

每
c
ば
ら
ば
ら
に
荏
給
す
る
制
度
で
︑
こ
れ
は
壬

辰
の
役
よ
り
以
後
に
經
費
=
減
の
目
�
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た(

140
)

︒
"
年
ご
と

(ま
た
は
四
季
ご
と
)

に
ま
と
め
て
荏
給
さ
れ
る
﹁
祿
俸
﹂
と
¥
い
︑
散

料
の
場
合
に
は
荏
給
額
が
3
體
と
し
て
減
少
す
る(

141
)

︒
こ
の
た
め
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
﹁
雜
職
﹂
の
多
く
が
�
役
人
と
同
樣
の
散
料
の
對
象

へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
官
職
を
媒
介
と
す
る
﹁
君
臣
關
係
﹂
か
ら
除
外
す
る
こ
と

︱
︱
單
な
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
對
價
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
︱
︱

を
:
味
し
て
い
た
︒

�
鮮
後


に
お
い
て
も
殘
存
し
て
い
た
雜
職
の
う
ち
︑﹁
校
書
館
︑
司
僕
寺
︑
掌
樂
院
︑
圖
畫
署
﹂
の
雜
職
は
︑
n
字
工
・
馬
醫
・
樂
工
・

畫
工
な
ど
の
特
殊
な
技
能
者
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
︑
本
稿
の
/
題
と
す
る
闕
內
差
備
と
は
直
接
に
は
關
係
が
な
い
︒
闕
內
差
備
と
直
接
に
關

わ
る
の
は
﹁
掖
庭
署
﹂
の
雜
職
︑
お
よ
び
そ
の
周
邊
に
位
置
し
た
各
司
の
諸
員
・
丘
�
の
徭
役
で
あ
る
が
︑﹁
掖
庭
署
﹂
の
雜
職
以
外
は
︑
お

お
む
ね
�
役
に
置
き
奄
え
ら
れ
る
形
で
B
滅
し
て
い
っ
た
︒
以
下
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
檢
證
し
よ
う
︒

(
a
)
掖
庭
署

掖
庭
署
に
は
大
殿
・
王
妃
殿
・
世
子
宮
の
司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
・
別
監
な
ど
に
與
え
る
﹁
遞
兒
職
﹂
と
し
て
︑﹁
司
謁

(正
六
品
上
)
﹂
そ

�鮮時代の雜職
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【別表 9】 �鮮後
の雜職 (�班)

(雜職)

掖庭署

司謁 (正六品)

司鑰 (正六品)

副司鑰 (從六品)

司案 (正七品)

副司案 (從七品)

司鋪 (正八品)

副司鋪 (從八品)

司U (正九品)

副司U (從九品)

校書館
司準 (從八品)

司勘 (從九品)

司僕寺
理馬 (正六品)

馬醫 (正七品)

掌樂院

典樂 (正六品)

副典樂 (從六品)

典律 (正七品)

副典律 (從七品)

典¨ (正八品)

副典¨ (從八品)

典聲 (正九品)

副典聲 (從九品)

圖畫署

善畫 (從六品)

善繪 (從七品)

畫� (從八品)

繪� (從九品)

＊ 『六典條例』卷一、�典、�曹、� 司、

雜職の項



の
他
の
雜
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
宮
中
に
奉
仕
す
る
官
奴
隸
た
ち
に
與
え
る
官
職
で
あ
り
︑
彼
ら
は
王
權
と
密
着
す
る
存
在
で
あ

る
か
ら
︑
そ
の
官
制
に
も
基
本
�
に
は
變
©
は
な
い
︒

高
宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
掖
庭
署
の
項
の
規
定
に
よ
る
と
︑
掖
庭
署
の
司
謁
は
﹁
祿
﹂
と
﹁
料
﹂
の
い
ず
れ
か
を
�
け
取
っ
て
い
る

が(
142
)

︑
同
じ
く
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色

(頒
祿
放
料
を
掌
る
︒
色
は
掛
の
:
)

の
﹁
放
料
﹂
の
項
の
規
定
に
よ
る
と
︑﹁
雜
職
の
祿
は
︑
影
し
て
散
料

と
作
す
﹂
と
あ
り(

143
)

︑
ま
た
﹁
各
殿
宮
の
司
鑰
以
下
︑
6
び
武
監

(武
藝
別
監
)

九
十
九
人
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
每
c
散
料
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で(

144
)

︑

掖
庭
署
の
雜
職
は
�
役
人
と
同
樣
の
﹁
散
料
﹂
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
も
と
よ
り
經
費
�
減
の
た
め
で
あ
る
が
︑

同
時
に
︑
そ
の
仕
事
が
君
臣
關
係
に
基
づ
く
﹁
祿
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︑
單
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
對
價
と
し
て
の
﹁
料
﹂
に
よ
っ
て
報
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
:
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
武
監

(武
藝
別
監
)

と
は
�
鮮
後


に
怨
設
さ
れ
た
掖
隸

(別
監
)

の
一
種
で
︑
宮
中
の
宿
衞
兵
の
不
足
を
補
い
︑
事
實
上
の

﹁
禁
中
親
兵
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た(

145
)

︒

(
b
)
掌
苑
署

掌
苑
署
の
雜
職
は
後


に
お
い
て
は
廢
止
さ
れ
た
︒
た
だ
し
︑﹃
六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
の
放
料
の
項
に
よ
る
と
︑
掌
苑
署
は

﹁
影
し
て
散
料
と
作
す
﹂
と
あ
る
か
ら(

146
)

︑
掖
庭
署
の
雜
職
の
祿
は
﹁
散
料
﹂
に
振
り
替
え
て
︑
,
屬
の
員
役

(書
員
・
'
令

(
147
)

)

の
給
料
に
閏
て
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

『六
典
條
例
﹄
の
掌
苑
署
の
項
に
よ
る
と
︑
掌
苑
署
に
は
事
務
系
の
�
胥
と
し
て
﹁
書
員
﹂
が
置
か
れ
︑
勞
務
系
の
徒
隸
と
し
て
﹁
'
令
︑

役
人
﹂
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
徒
隸
﹂
は
す
べ
て
﹁
貢
人
の
立
つ
る
,
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る(

148
)

︒
つ
ま
り
︑
	


に
お
い

て
掌
苑
署
の
官
奴
隸

(別
監
)

が
擔
っ
て
い
た
雜
役
は
︑
後


に
お
い
て
は
市
場
か
ら
�
用
し
た
各
種
の
雜
役
夫

(徒
隸
)

が
代
行
し
︑
そ
の
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�
用
經
費
は
貢
2
�
�
業
者
と
し
て
の
﹁
貢
人
﹂
が
�
擔
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(

149
)

︒

掌
苑
署
で
は
大
殿

(國
王
)
︑
太
妃

(母
妃
)
︑
內
殿

(王
妃
)
︑
東
宮

(世
子
)
︑
東
宮
嬪

(世
子
嬪
)

な
ど
︑
宮
中
の
王
族
に
對
す
る
季
=
ご
と

の
果
物
︑
木
の
實
の
�
上
を
掌
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
大
同
法
の
も
と
︑
貢
人
に
よ
る
代
2
制
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
た
︒
具
體
�

に
は
︑
各
�
か
ら
生
梨
︑
紅
柿
︑
木
果
︑
石
榴
︑
柚
子
︑
生
栗
︑
銀
杏
︑
胡
桃
︑
大
棗
︑
黃
栗
︑
榛
子
︑
柏
子
︑
乾
柿
︑
榧
子
︑
柑
子
︑
靑
橘
︑

洞
庭
橘
︑
¬
柑
︑
山
橘
︑
金
橘
な
ど
が
貢
2
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
は
一
部
の
特
產
品
を
除
い
て
す
べ
て
米
で
代
2
さ
れ
︑
そ
れ
を
原
[
と

し
て
貢
人

(貢
2
�
�
業
者
)

が
市
場
か
ら
)
*
し
た
も
の
を
2
品
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

貢
人
が
2
入
し
た
物
[
は
正
�
︑
冬
至
︑
®
日
︑
お
よ
び
立
春
︑
端
五
︑
秋
夕
︑
な
ど
の
=
季
ご
と
に
各
殿
に
�
上
さ
れ
る
が
︑
そ
の
出
2

の
事
務
を
�
け
持
つ
員
役
は
︑
實
際
に
は
貢
人
が
手
�
し
て
﹁
米
﹂
で
�
用
し
て
い
る
雜
役
夫
で
あ
っ
た
︒

(
c
)
尙
衣
院

高
宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
戶
曹
︑
料
祿
色
の
﹁
放
料
﹂
の
項
の
規
定
に
よ
る
と
︑
尙
衣
院
の
﹁
雜
職
祿
﹂
は
︑
春
秋
六
朔
に
﹁
米
七
石
十
二

斗
︑
田
米
一
石
十
一
斗
︑
太
一
石
六
斗
﹂
︑
夏
冬
六
朔
に
﹁
米
六
石
二
斗
︑
田
米
一
石
六
斗
︑
太
一
石
﹂
の
﹁
散
料
﹂
に
格
下
げ
し
て
荏
給
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
尙
衣
院
の
雜
職
は
す
で
に
廢
止
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら
は
尙
衣
院
に
お
け
る
員
役
の
�
用
經
費
に
轉
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒

同
じ
く
﹃
六
典
條
例
﹄
の
尙
衣
院
の
項
に
よ
る
と
︑
尙
衣
院
に
は
徒
隸

(雜
役
夫
)

と
し
て
﹁
'
令
十
一
名
﹂
が
�
屬
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ

れ
は
ソ
ウ
ル
6
び
ソ
ウ
ル
�
郊
の
人
々
を
�
用
し
て
各
官
廳
の
'
役
に
當
て
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い(

150
)

︒
尙
衣
院
の
﹁
諸
員
﹂
の
徭
役
は
︑
後



に
お
い
て
は
�
役
と
し
て
の
﹁
'
令
﹂
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�鮮時代の雜職
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(
d
)
司
饔
院

『六
典
條
例
﹄
戶
曹
︑
料
祿
色
の
﹁
放
料
﹂
の
項
の
規
定
に
よ
る
と
︑
司
饔
院
の
﹁
雜
職
祿
﹂
は
︑
春
秋
六
朔
に
﹁
米
二
石
十
斗
︑
田
米
八

斗
︑
太
九
斗
﹂
の
﹁
散
料
﹂
に
格
下
げ
し
て
荏
給
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
司
饔
院
の
雜
職
は
す
で
に
廢
止
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら
も
司

饔
院
に
お
け
る
員
役
の
�
用
經
費
に
轉
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
司
饔
院
の
項
に
よ
る
と
︑
司
饔
院
に
は
�
胥
と
し
て
﹁
諸
員
十
五
人
︑
掌
務
諸
員
一
人
﹂
︑
徒
隸
と
し
て
﹁
'
令
二
十

一
名
︑
驅
從
五
名
﹂
な
ど
が
�
屬
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
見
え
る
諸
員
や
驅
從

(丘
�
)

は
︑
も
は
や
徭
役
で
は
な
く
﹁
�
役
﹂
で
あ
り
︑

彼
ら
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
對
價
と
し
て
の
﹁
散
料
﹂
が
荏
拂
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
e
)
司
僕
寺

司
僕
寺
で
は
多
數
の
馬
丁
を
必
(
と
し
た
︒
こ
の
仕
事
は
	


に
は
司
僕
寺
の
諸
員
が
擔
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
も
後


に
は
�
役
#
し
て

﹁
巨
*

コ
ド
ル

﹂
が
そ
の
仕
事
を
代
替
し
て
い
る
︒

『六
典
條
例
﹄
の
司
僕
寺
の
﹁
應
入
﹂
の
項
に
よ
る
と
︑
司
僕
寺
に
は
諸
員
價
布

(
免
役
布
)

の
給
代
と
し
て
﹁
錢
六
千
七
百
九
十
二
兩
﹂
の

收
入
が
あ
り
︑
こ
れ
が
﹁
京
中
諸
員
﹂
や
﹁
巨
*
﹂
な
ど
を
�
用
す
る
た
め
の
原
[
と
な
る
︒
ま
た
﹃
六
典
條
例
﹄
戶
曹
︑
料
祿
色
の
﹁
放

料
﹂
の
項
に
よ
る
と
︑
司
僕
寺
の
﹁
雜
職
祿
は
影
し
て
散
料
と
作
﹂
し
︑
春
秋
六
朔
に
﹁
米
二
十
一
石
十
四
斗
︑
田
米
四
石
十
斗
︑
太
三
石
十

二
斗
﹂︑
夏
冬
六
朔
に
は
﹁
米
四
石
一
斗
︑
田
米
十
三
斗
︑
太
一
石
三
斗
﹂
が
︑
每
朔
荏
給
さ
れ
て
い
る(

151
)

︒
た
だ
し
︑
司
僕
寺
の
雜
職
は
す
で

に
廢
止
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら
は
司
僕
寺
に
,
屬
す
る
﹁
京
中
諸
員
﹂
や
﹁
巨
*
﹂
に
對
す
る
﹁
散
料
﹂
の
原
[
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
︒
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(
f
)
典
設
司

典
設
司
に
も
多
數
の
諸
員
が
�
屬
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
の
一
部
に
は
西
班
の
遞
兒
職
が
與
え
ら
れ
た

(
	
揭
︻
別
表
8
︼
參
照
)
︒
た
だ
し
︑
高

宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
に
よ
る
と
︑
典
設
司
に
は
﹁
副
司
果

(從
六
品
)
︑
副
司
猛

(從
八
品
)
︑
副
司
勇

(從
九
品
)
﹂
の
三
つ
の
ポ
ス
ト
が
諸
員

の
﹁
影
作
散
料
三
窠
﹂
と
し
て
�
當
さ
れ
て
い
る
の
で(

152
)

︑
こ
れ
ら
の
遞
兒
職
は
︑
後


に
は
す
べ
て
﹁
散
料
﹂
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

と
は
い
え
︑
後


の
諸
員
は
免
役
布
を
2
め
る
だ
け
で
︑
實
際
に
は
立
役
し
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
典
設
司
に
割
り
當
て
ら
れ
て
い
る

﹁
影
作
散
料
三
窠
﹂
の
散
料
は
︑
實
際
に
は
,
屬
す
る
員
役

(書
員
・
'
令
)

の
�
用
經
費
と
し
て
轉
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(
g
)
そ
の
他
の
雜
職

そ
の
他
︑
�
鮮
後


に
お
い
て
は
西
班

(武
官
職
)

に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
﹁
雜
職
﹂
が
殘
存
し
て
い
る
こ
と
に
§
目
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒︻
別
表
10
】

こ
れ
は
訓
鍊
都
監
︑
お
よ
び
束
伍
軍
の
創
設
以
影
︑
良
丁
の
不
足

を
補
う
た
め
に
奴
隸
が
軍
�
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
が(

153
)

︑
本
稿
の
/
題

と
す
る
﹁
闕
內
差
備
﹂
の
問
題
と
は
直
接
に
は
關
わ
り
が
な
い
の
で
︑
し
ば
ら
く
考
察
か
ら
は

除
外
し
て
お
き
た
い
︒

以
上
︑
�
鮮
後


に
お
け
る
﹁
雜
職
﹂
の
そ
の
後
を
±
っ
て
き
た
が
︑
(
す
る
に
︑
そ
の
變

#
は
�
鮮
後


に
お
け
る
﹁
�
役
﹂
の


6
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

一
般
に
︑
�
鮮
後


に
お
け
る
各
種
官
廳
の
員
役

(書
�
・
'
令
)

の
多
く
は
ソ
ウ
ル
と
そ
の

�
郊
の
人
々
の
﹁
�
役
﹂
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
︑
貢
2
を
掌
る
財
務
官
廳

︱
︱

�鮮時代の雜職
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【別表 10】 �鮮後
の雜職 (武班)

(雜職)

禁軍
正 (從八品)

領 (從九品)

各營軍士

旗摠 (正八品)

�長 (從八品)

�副 (從九品)

騎步兵
旅帥 (從八品)

�正 (從九品)

承�院諸員

領 (從九品)校書館唱準

圖畫署畫員

＊ 『六典條例』卷七、兵典、兵曹、政色、

雜職の項



た
と
え
ば
司
䆃
寺
︑
司
宰
監
︑
濟
用
監
︑
義
盈
庫
な
ど
︱
︱

に
お
い
て
は
︑
,
屬
す
る
官
人
の
驅
債

(隨
從
の
�
用
經
費
)
︑
員
役
の
料
布

(書

�
・
'
令
の
給
料
)
︑
6
び
各
項
公
用

(
諸
經
費
)

は
︑
當
該
官
廳
,
屬
の
貢
人

(貢
2
�
�
業
者
)

が
そ
の
費
用
を
�
擔

(策
應
)

す
る
こ
と
に
も

な
っ
て
い
た(

154
)

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
種
の
員
役
は
官
職
を
媒
介
と
す
る
﹁
君
臣
關
係
﹂
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
︑
す
で
に
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の

對
價
と
し
て
﹁
散
料
﹂
を
荏
拂
っ
て
い
る
以
上
は
︑
そ
の
う
え
さ
ら
に
﹁
官
職
﹂
を
與
え
る
必
(
は
な
い
︒
か
く
し
て
﹁
雜
職
﹂
の
大
"
は
B

滅
し
た
が
︑
殘
存
す
る
雜
職
に
つ
い
て
も
そ
の
祿
俸
は
﹁
散
料
﹂
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら(

155
)

︑
實
質
�
に
は
市
場
か
ら
)
*
さ
れ
る
各
種

の
�
役
人
と
同
樣
の
存
在
に
轉
#
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
も
宮
中

(掖
庭
署
)

に
お
い
て
は
�
後
ま
で
﹁
雜
職
﹂
の
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
結
局
︑
王
室
の
﹁
家
奴
﹂
と
し
て

の
特
殊
性
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒

お

わ

り

に

�
鮮
後


に
は
王
權
の
/
³
の
も
と
に
︑
良
民
と
賤
民
と
の
身
分
の

M
準

へ
い
じ
ゅ
ん

#
が
�
ん
だ
︒
ま
ず
︑
軍
�
に
お
い
て
は
良
丁
の
不
足
か
ら
賤

人
を
軍
役
に
閏
當
し
︑
免
役
布
を
4
收
す
る
こ
と
が
一
般
#
し
た
が(

156
)

︑
こ
れ
に
よ
り
良
役
と
賤
役
と
の
�
擔
差
が
可
視
#
さ
れ
る
と
︑
そ
の
M

準
#
を
圖
る
た
め
に
︑
ま
ず
肅
宗
�
に
奴
貢
の
"
ば
︑
婢
貢
の
三
分
の
一
を
減
じ
た
︒
ま
た
英
祖
�
に
は
奴
貢
の
"
ば
を
減
じ
︑
婢
貢
を
3
廢

し
た
︒
そ
う
し
て
純
祖
元
年

(一
八
〇
一
)

に
は
つ
い
に
王
室
,
屬
の
奴
婢

(
內
奴
婢
)

と
︑
官
廳
,
屬
の
奴
婢

(寺
奴
婢
)

と
を
3
廢
し
︑
こ

れ
に
.
う
收
入
減
に
つ
い
て
は
︑
壯
勇
營
よ
り
給
代

(補
填
)

す
る
こ
と
に
し
て
い
る(

157
)

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
	


に
お
い
て
は
良
民
や
官
奴
隸
の

徭
役
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
て
い
た
各
種
の
闕
內
差
備
に
つ
い
て
も
︑
後


に
お
い
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
3
て
が
﹁
�
役
﹂
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る

東 方 學 報
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こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
宮
中
の
官
奴
隸
に
﹁
雜
職
﹂
を
與
え
て
い
た
の
は
︑
士
人
の
﹁
正
職
﹂
と
區
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
�
鮮
後


に
お
い

て
は
良
役
と
賤
役
と
の
M
準
#
が
�
み
︑
そ
れ
ら
は
�
F
�
に
は
﹁
�
役
﹂
と
し
て
一
體
#
し
て
い
く
︒
こ
う
な
る
と
良
賤
の
區
別
そ
の
も
の

が
:
味
を
失
い
︑
そ
れ
が
官
奴
隸
の
解
放

︱
︱
た
だ
し
︑
私
奴
婢
の
解
放
は
甲
午
改
革
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︱
︱

へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
︒

か
く
し
て
宮
中
に
お
け
る
﹁
雜
職
﹂
の
大
"
は
︑
�
鮮
後


に
お
け
る
﹁
�
世
﹂
と
い
う
時
代
の
波
に
洗
わ
れ
る
な
か
で
廢
止
さ
れ
て
い
っ

た
︒
殘
さ
れ
た
﹁
雜
職
﹂
は
︑
/
と
し
て
國
王
・
王
妃
・
王
世
子
な
ど
に
奉
仕
す
る
掖
庭
署
の
職
員
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
ら
は
王
權
に
密
着
す

る
存
在
で
あ
る
の
で
︑
そ
れ
だ
け
舊
來
の
身
分
制
の
慣
例
が
强
固
に
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

宦
官
や
內
豎
の
經
歷
に
は
不
�
な
點
が
多
い
︒
彼
ら
の
多
く
は
世
襲

︱
︱
宦
官
の
場
合
に
は
養
子
︱
︱

に
よ
っ
て
閏
當
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
考
に
待
ち
た
い
︒

"(1
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
太
祖
七
年
十
一
c
癸
未
條

諫
官
陳
時
務
四
條
︒
⁝
⁝
︒

一
︑
官
¶
之
設
︑
,
以
·
�
廷
︑
治
天
職
也
︒
當
擇
賢
能
公
正
之
士
以
任
之
︒
	

�
之
季
︑
工
商
賤
隸
︑
得
蒙
顯
h
︑
汚
辱
�
班
︒
舊
¸
未
革
︑
¹
至
于
今
︒
願
自

今
︑
工
商
賤
隸
︑
如
º
功
勞
︑
賞
以
貨
財
︑
毋
令
h
官
︑
以
重
名
器
︑
以
·
�
廷
︒

⁝
⁝
上
從
之
︒

『世
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
三
︑
世
宗
十
一
年
二
c
丙
戌
條

左
司
諫
柳
孟
聞
等
︑
上

駅
曰
︑﹁
本
�
之
制
︑
賤
者
º
功
︑
不
可
¶
賞
︑
而
賞
以
布
帛
者
︑
,
以
辨
良
賤
︑

謹
·
卑
也
︒
⁝
⁝
自
今
賤
口
︑
雖
º
大
功
︑
勿
許
除
職
︑
賞
以
錢
帛
︑
以
嚴
良
賤

之
分
︒﹂

(2
)

官
奴
と
は
︑
狹
義
に
は
地
方
官
,
屬
の
奴
隸
を
い
う
が
︑
本
稿
で
は
公
�
機
關
に

,
屬
す
る
奴
隸
一
般
の
こ
と
を
官
奴
隸

(
公
奴
婢
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

(3
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
限
品
敍
用

賤
人
爲
良
者
︑
限
正
七
品
︒

(4
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
太
祖
元
年
七
c
丁
未
條

定
�
武
百
官
之
制
︒
⁝
⁝
�
武

液
品
之
外
︑
別
置
內
侍
府
︑
爲
宦
官
職
︒
掖
廷

(庭
)
署
︑
爲
內
豎
職
︒
典
樂

署
・
¼
樂
署
︑
爲
樂
工
職
︒
皆
別
其
散
官
・
職
事
之
號
︑
不
'
雜
於
液
品
︒

(5
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職
の
項
︑
6
び
兵
典
︑
雜
職
の
項
︑
參
照
︒

(6
)

李
成
茂
﹃
�
鮮
初


兩
班
硏
究
﹄
(一
九
八
〇
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑
特
に
第

二
違
第
二
=
第
三
項
﹁
土
官
階
と
雜
職
階
の
怨
設
﹂︑
崔
衣
敦
﹁
�
鮮
初


雜
職

の
形
成
と
そ
の
變
#
﹂
(﹃
歷
�
と
現
實
﹄
第
五
十
八
卷
︑
二
〇
〇
五
年
十
二
c
)

�鮮時代の雜職
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等
︑
參
照
︒
な
お
︑
醫
官
・
譯
官
な
ど
の
︑
中
庶

(中
人
・
庶
孽
)
の
官
職
も
︑

廣
義
に
は
﹁
雜
職
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
良
人

の
官
職
で
あ
る
の
で
︑
本
稿
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
て
お
く
︒

(7
)

李
載
龒
﹃
�
鮮
初


社
會
½
�
硏
究
﹄
(一
九
八
四
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑
特

に
第
一
%
﹁
遞
兒
職
﹂︑
參
照
︒

(8
)

田
川
孝
三
﹃
李
�
貢
2
制
の
硏
究
﹄
(一
九
六
四
年
︑
東
京
︑
東
洋
�
庫
)︑
特
に

第
八
%
第
一
違
﹁
身
役
の
布
2
#
﹂
(六
七
〇
頁
︑
七
一
〇
頁
)︑
參
照
︒

(9
)

『大
典
$
%
﹄
�
典
︑
雜
職
の
項
︑
參
照
︒

(10
)

姜
萬
吉
﹃
�
鮮
時
代
商
工
業
�
硏
究
﹄
(一
九
八
四
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
한
길
사
)︑
特

に
第
四
部
﹁
官
業
に
お
け
る
賃
金
勞
働
制
の
發
*
﹂︑
參
照
︒

(11
)

尹
用
出
﹃
�
鮮
後


の
徭
役
制
と
�
傭
勞
働
﹄
(一
九
九
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
ソ
ウ

ル
大
學
校
出
版
部
)

(12
)

拙
稿
﹃
高
麗
官
僚
制
度
硏
究
﹄
(二
〇
〇
八
年
︑
京
都
︑
京
都
大
學
學
¾
出
版
會
)︑

特
に
第
七
違
﹁
高
麗
時
代
の
內
侍
と
內
僚
﹂︑
參
照
︒

(13
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
九
︑
成
宗
九
年
十
二
c
己
丑
條

推
刷
都
監
提
)
¿
事
目
︑

(⁝
⁝
)
一
︑
諸
司
奴
屬
內
︑
如
司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
・
飯
監
・
別
監
・
各
色

掌
︑
一
應
闕
內
差
備
人
等
︑
若
皆
¿
聞
推
考
︑
則
事
必
稽
À
︒
各
其
出
番
日
推
考
︒

(14
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
中
宗
五
年
六
c
己
亥
條
︑
ô

下
人
執
役
者
︑
名
曰
差

備
︒

(15
)

內
豎
は
廣
義
に
は
宦
官
を
含
む
が
︑
狹
義
に
は
宦
官
以
外
の
︑
宮
中
に
奉
仕
す
る

官
奴
隸
た
ち
の
こ
と
を
い
う
︒
	
揭
︑
ô

(4
)︑
參
照
︒

(16
)

	
揭
ô

(7
)︑
參
照
︒

(17
)

	
揭
ô

(13
)︑
參
照
︒

＊
司
謁
が
官
奴
隸
で
あ
る
こ
と
の
一
例
︱
︱

『中
宗
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
中
宗
八
年
十
c
庚
申
條

都
承
旨
李
思
鈞
¿
曰
︑﹁
司

謁
劉
玉
千
︑
其
初
與
承
傳
色
︑
同
聞
吿
者
之
言
︑
而
押
到
政
院
︒
固
當
論
賞
︒
但

玉
千
未
得
免
賤
︑
而
其
限
職
盡
�
矣
︒
毁
法
加
[
︑
似
不
當
矣
︒﹂
傳
曰
︑﹁
其
令

免
賤
︒﹂

＊
司
鑰
が
官
奴
隸
で
あ
る
こ
と
の
一
例
︱
︱

『
�
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
�
宗
二
年
四
c
丁
亥
條

司
諫
院
¿
曰
︑﹁
世
宗
大
王

祔
î
時
︑
�
士
妄
希
加
[
︑
競
求
執
事
︒
⁝
⁝
且
司
鑰
沈
長
己
子
沈
龜
︑
今
除
司

勇
︒
其
父
尙
未
免
賤
︑
其
子
濫
除
司
勇
︑
官
¶
不
可
輕
褻
︒
�
須
改
正
︒﹂
上
皆

不
允
︒

(18
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
世
宗
六
年
八
c
丙
辰
條

傳
旨
承
政
院
︑﹁
自
今
自
外

¿
*
事
︑
如
肅
拜
小
事
外
︑
須
面
囑
承
傳
色
¿
*
︑
毋
'
司
謁
傳
傳
¿
*
︒
自
內

傳
敎
事
︑
亦
須
承
傳
色
親
傳
︑
然
後
聽
�
施
行
︒
其
或
承
傳
色
承
內
敎
︑
不
親
自

宣
傳
︑
'
司
謁
代
宣
︑
或
代
言
司
¿
*
事
︑
不
卽
親
到
聽
�
入
¿
︑
隨
卽
¿
*
︒﹂

(19
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
內
侍
府
︑
ô

Â
,
讀
書
︑
$
︑
給
別
仕
二
︑
略
$
一
︑

粗
$
"
︒
不
$
︑
�
仕
三
︒
誦
亦
同
︒
Â
四
書
中
自
願
一
書
三
處
︒
小
學
・
三
綱

行
實
︑
竝
三
處
︒
得
$
五
者
︑
加
階
︑
免
學
︒
年
滿
三
十
五
︑
亦
免
︒
○
聽
Â
日
︑

給
別
仕
一
︒
每
朔
一
度
︑
Â
三
處
︑
依
上
項
給
仕
︒
每
都
目
︑
Â
者
︑
則
七
處
︒

誦
者
︑
則
八
處
︒
俱
$
︑
俱
誦
者
︑
六
品
以
上
︑
則
准
職
︒
七
品
以
下
︑
則
守
職
︒

四
$
三
略
以
上
者
︑
當
�
職
︑
則
陞
h
︒
其
餘
給
仕
︒
雖
六
$
七
誦
︑
º
粗
︑
則

給
仕
︒

(20
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
總
書

太
祖
與
康
妃
享
恭
讓
︒
恭
讓
賜
太
祖
衣
對

(
襨
)
︑

笠
子
︑
寶
纓
︑
鞍
馬
︒
太
祖
卽
S
以
拜
謝
︒
6
夜
︑
柳
曼
殊
Ä
門
︒
殿
下

(太

宗
)
潛
白
太
祖
�
出
︑
乃
以
太
祖
命
︑
'
金
直
﹇
掌
管
鑰
者
︑
卽
今
司
鑰
﹈
開
門
︑

侍
太
祖
Y
邸
︒
⁝
⁝

＊
金
は
訓
쇠
︒
鑰
を
﹁
開
金

(
열
쇠
)
﹂
と
い
う
︒

(21
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
四
︑
世
祖
十
三
年
十
二
c
庚
申
條

書
?
色
陳
李
F
︑
盜

御
用
硯
爐
銀
蓋
兒
︑
事
覺
︒
下
𠛬
曹
鞫
之
︒

(22
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
世
祖
十
二
年
十
一
c
乙
酉
條

大
司
憲
梁
G
之
上
書
︑

⁝
⁝
︒
一
︑
弘
�
館
・
春
秋
館
,
藏
︑
如
﹃
元
�
﹄
︑﹃
宋
�
﹄
等
一
件
書
册
︑
一

皆
抄
名
︑
以
入
直
忠
義
・
忠
贊
衞
︑
6
書
?
色
・
諸
司
�
典
︑
就
弘
�
・
春
秋
兩

館
Æ
寫
︒
或
以
本
�
︑
分
�
于
下
三
�
︑
令
界
首
官
︑
監
掌
傳
寫
︒
或
於
中
外
Ç

求
︑
以
備
三
件
藏
之
︒
⁝
⁝
傳
曰
︑﹁
予
知
之
︒﹂

東 方 學 報
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(23
)

『光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山
本
︑
卷
一
百
四
十
七
︑
光
海
君
十
一
年
十
二
c
丁
卯
條

傳
曰
︑﹁
日
È
時
︑
則
大
殿
掌
務
內
官
︑
I
書
?
色
・
司
鑰
・
別
監
︑
J
審
禁
火
︑

乃
先
�
舊
例
也
︒
⁝
⁝
﹂

(24
)

	
揭
ô

(13
)
に
︑﹁
司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
・
飯
監
・
別
監
・
各
色
掌
﹂
の
こ

と
を
﹁
闕
內
差
備
人
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒

(25
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
六
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年
十
一
c
癸
酉
條

門
下
府
郞
舍

孟
思
G
等
以
五
事
上
言
︒
兪
允
︒
⁝
⁝
︒
一

(第
四
)︑
侍
衞
陪
從
︑
必
擇
正
人
︑

,
以
杜
干
謁
Ê
e
之
¸
也
︒
	
�
之
制
︑
司
謁
・
司
鑰
・
奉
書
局
︑
以
內
豎
閏
之
︑

皆
令
給
事
宮
中
︒
闒
茸
之
徒
︑
不
自
謹
愼
︑
肆
行
姦
詭
︑
至
º
竊
其
宮
內
,
需
之

費
︒
且
Ë
賤
之
徒
︑
豈
可
'
親
�
於
左
右
︒
願
自
今
︑
將
司
謁
・
司
鑰
・
奉
書
之

官
︑
階
爲
七
品
︑
以
內
侍
別
監
︑
廉
謹
端
方
者
︑
俾
閏
其
任
︑
則
左
右
	
後
︑
罔

非
正
人
︑
宮
禁
淸
矣
︒
⁝
⁝
上
許
駅
內
首
二
條
施
行
︒

(26
)

『睿
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
睿
宗
元
年
十
一
c
庚
子
條

先
是
︑
上
黨
君
韓
�
澮
¿
︑

其
人
復
立
事
︑
6
闕
內
各
差
備
︑
以
諸
司
奴
子
差
定
︑
諸
司
日
益
凋
殘
︒
�
別
監

以
良
人
差
定
︒
⁝
⁝
�
澮
草
事
目
︑
以
¿
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
別
監
良
人
︑
幷
定
遞
兒

職
︒
元
額
內
︑
別
設
︑
依
良
人
除
h
例
︑
除
職
︒
去
官
後
︑
自
願
許
屬
甲
士
︒

⁝
⁝
﹂
命
議
諸
高
靈
君
申
叔
舟
︒
叔
舟
¿
︑﹁
⁝
⁝
別
監
事
︑
從
�
澮
議
︑
何

如
︒﹂
從
之
︒

(27
)

	
揭
ô

(25
)︑
孟
思
G
の
円
言

(た
だ
し
︑
第
四
條
は
不
裁
可
)︑
6
び
	
揭
ô

(26
)︑
韓
�
澮
の
円
言

(こ
ち
ら
は
裁
可
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
の
經
雲
は
不
�
)︒

(28
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
三
十
三
︑
宣
祖
三
十
四
年
正
c
庚
申
條

以
備
忘
記
︑
傳

曰
︑﹁
靈
幄
殿
救
火
事
︑
反
Í
參
究
︑
其
日
內
官
・
別
監
等
︑
至
�
之
地
︑
見
火

Î
︑
先
入
幄
殿
︑
奉
舁
榟
宮
︒
外
人
繼
之
︑
其
勢
然
矣
︒
而
其
閒
事
狀
︑
不
5
如

斯
而
已
︒
其
曰
﹃
某
也
º
功
︑
某
也
竝
參
﹄
云
者
︑
蒼
黃
之
中
︑
或
不
記
姓
名
︑

或
曰
面
名
各
知
︑
虛
實
無
憑
︑
而
或
º
冒
僞
濫
6
之
者
︒
今
略
就
顯
然
之
人
︑
論

賞
︒
⁝
⁝
司
鑰
良
人
金
彥
忠
︑
別
監
良
人
李
禮
順
︑
各
書
題
除
h
︒

(29
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
︑
正
祖
元
年
六
c
癸
亥
條

A
對
︒
⁝
⁝
右
議
政
徐
命
善
¿

言
︑﹁
國
制
︑
庶
人
之
在
官
者
︑
º
三
岐
焉
︒
屬
於
掖
隸
者
︑
至
於
司
謁
︒
屬
於

�
胥
者
︑
至
於
書
題
︒
而
若
軍
伍
︑
則
試
其
才
藝
︑
揀
取
而
爲
執
事
︑
積
其
久
勤
︑

�
轉
而
爲
邊
將
︒
故
中
庶
輩
︑
莫
不
願
屬
於
禁
軍
騎
士
・
別
武
士
之
屬
︑
以
爲
發

身
之
階
︒
⁝
⁝
﹂

(30
)

	
揭
ô

(17
)︑
參
照
︒

(31
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
二
十
二
︑
燕
山
君
三
年
三
c
辛
亥
條

獻
2
朴
漢
Ò
¿
︑

﹁
⁝
⁝
書
?
色
︑
系
本
賤
口
︒
�
依
﹃
大
典
﹄︑
勿
h
五
品
︒
⁝
⁝
﹂

(32
)

	
揭
ô

(6
)︑
參
照
︒

(33
)

『宣
和
奉
'
高
麗
圖
經
﹄
卷
二
十
一
︑
皁
隸

小
親
侍
︑
紫
衣
頭
巾
︑
復
被
其
髮
︒

蓋
宮
幃
中
,
'
小
僮
也
︒
王
之
貴
戚
與
從
臣
︑
時
亦
給
之
︒
麗
人
︑
大
I
未
娶
者
︑

皆
裹
巾
而
被
髮
于
後
︒
旣
娶
而
後
︑
束
髮
︒
其
爲
小
親
侍
︑
皆
纔
十
餘
歲
︒
稍
長
︑

則
出
宮
焉
︒

(34
)

『
�
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
�
宗
元
年
正
c
壬
戌
條

傳
旨
承
政
院
曰
︑﹁
自
今
大
殿
別

監
︑
擇
身
Z
壯
實
︑
[
產
富
饒
者
︑
試
兩
手
各
擧
沙
五
十
斤
︑
行
至
八
十
步
︑
方

許
定
屬
︒﹂

(
35
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
宣
祖
二
十
七
年
三
c
丁
酉
條

傳
于
政
院
曰
︑﹁
大
殿

別
監
︑
º
闕
者
十
八
人
︒
常
時
侍
衞
虛
疎
︒
勿
論
京
外
︑
良
人
︑
公
私
賤
︑
皆
許

自
募
︒
試
其
膂
力
驍
永
︑
極
擇
以
¿
︑
則
當
爲
差
下
︑
仍
以
爲
侍
衞
︒
一
以
敎
武

才
︑
此
亦
他
日
之
兵
也
︒
言
于
兵
曹
︑
以
別
規
招
募
︒﹂

(36
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
六
十
八
︑
中
宗
二
十
五
年
四
c
庚
申
朔

侍
Â
院
以
師
傅
:
¿

曰
︑﹁
此
闕
﹇
昌
德
宮
﹈
甚
狹
︒
世
子
視
膳
Ô
來
從
外
︑
則
�
官
6
下
人
雜
沓
︑

似
乎
紛
擾
︒
如
º
自
內
Ô
來
Õ
易
之
勢
︑
則
可
從
Õ
爲
之
︒
親
祭
時
︑
世
子
當
爲

亞
獻
︑
先
詣
齋
,
︑
而
東
宮
別
監
︑
$
上
下
番
︑
只
十
二
名
︒
舁
小
輿
︑
執
燭
︑

,
任
不
足
︒
依
	
例
大
殿
別
監
加
定
︑
何
如
︒﹂
傳
曰
︑﹁
依
¿
︒﹂

(37
)

陰
曆
の
一
年
は
︑
槪
數
三
百
六
十
日
と
し
て
計
算
す
る
︒

『
Ö
律
駅
議
﹄
卷
三
︑
名
例
︑
除
名

駅
議
曰
︑
⁝
⁝
稱
年
者
︑
以
三
百
六
十
日
︒

(38
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職
︑
掖
庭
署
︑
ô

司
謁
・
司
鑰
・
書
?
色
︑
則
分
二

番
︑
仕
滿
六
百
︑
加
階
︒
正
六
品
而
止
︒
別
監
則
分
二
番
︑
仕
滿
九
百
︑
加
階

﹇
只
計
入
直
仕
﹈︒
從
七
品
︑
去
官
︒
雖
別
加
階
至
七
品
︑
仕
滿
後
︑
許
去
官
︒

�鮮時代の雜職
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(39
)

『光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山
本
︑
卷
七
︑
光
海
君
卽
位
年
八
c
己
卯
條

傳
曰
︑﹁
私

î
�
成
時
︑
A
知
內
官
方
俊
豪
・
金
彥
海
等
︑
熟
馬
一
�
賜
給
︒
監
役
官
黃
º
吉
︑

六
品
�
轉
︒
別
監
趙
希
珩
︑
司
鑰
待
闕
除
h
︒
書
員
F
祥
︑
免
賤
︒
庫
直
以
下
︑

令
該
曹
︑
分
等
其
苦
歇
︑
題
給
米
布
︒﹂

＊
書
員
は
衙
	
の
一
つ
︒﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
九
︑
世
宗
二
十
七
年
九
c
丁
酉

條
に
﹁
書
員
二
︑
擇
各
司
奴
婢
︑
解
書
算
者
︑
爲
之
﹂
と
あ
り
︑
官
奴
隸
を
以
て

閏
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(40
)

『光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山
本
︑
卷
一
百
六
︑
光
海
君
八
年
八
c
丙
午
條

以
司
鑰

Ø
單
子
︑
傳
曰
︑﹁
排
設
司
鑰
金
海
生
︑
嬪
宮
司
鑰
李
汝
桂
相
奄
﹇
汝
桂
︑
嬖
姬

之
兄
也
﹈︒﹂
印
傳
曰
︑﹁
別
監
羅
F
男
︑
大
妃
殿
司
鑰
除
h
︒﹂

(41
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
仁
祖
六
年
正
c
己
卯
條

命
魂
宮
都
薛
里
吳
大
邦
・
金

仁
︑
各
加
一
[
︒
⁝
⁝
別
監
中
︑
已
	
免
賤
張
順
i
・
田
加
八
里
等
︑
司
鑰
除
h
︒

諸
員
魯
舜
民
︑
丞
除
h
︒

(42
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
成
宗
二
年
五
c
丁
酉
條

禮
曹
¿
︑﹁
曾
下
校
正
廳
單
子
︑

一
時
Û
行
︑
不
載
﹃
大
典
﹄
條
件
︑
開
坐
以
¿
︒
�
令
該
曹
︑
仍
舊
奉
行
︒﹂
從

之
︒
(⁝
⁝
)
一
︑
掖
庭
署
別
監
︑
去
官
後
︑
移
屬
掌
苑
署
︒

(43
)

『
怨
增
東
國
輿
地
Ü
覽
﹄
卷
二
︑
京
都
下
︑
�
職
公
署

掌
苑
署
﹇
在
北
部
鎭
長

坊
︒
掌
苑
囿
花
果
︒﹈

(44
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
八
︑
世
祖
十
二
年
正
c
戊
午
條

時
︑
©
定
官
制
︒
⁝
⁝

上
林
園
︑
改
稱
掌
苑
署
︑
置
掌
苑
一
︒

(45
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
五
十
九
︑
世
宗
十
五
年
二
c
戊
戌
條

禮
曹
¿
︑﹁
液
外
雜
職
內
︑

上
林
園
則
以
內
奴
屬
︒
典
樂
署
則
以
妓
孫
6
公
賤
閏
差
︒
如
º
,
犯
︑
雖
參
上
︑

依
𠛬
典
︑
直
行
決
罰
︒
⁝
⁝
﹂
從
之
︒

(46
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職
︑
掌
苑
署
︑
ô

別
監
二
十
︒
遞
兒
二
︒
長
番
︒
仕

滿
一
千
八
百
︑
加
階
︒
從
六
品
實
職
去
官
︒

(47
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職
︑
掌
苑
署
︑
ô

掖
庭
署
別
監
︑
去
官
移
屬
者
︑
仕

滿
九
百
︑
加
正
七
品
階
︒
印
滿
九
百
︑
去
官
︒

(48
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
四
︑
太
宗
十
二
年
十
一
c
壬
寅
條

l
上
林
園
別
監
金
用

于
濟
州
︑
移
栽
柑
橘
數
百
株
于
順
天
等
沿
海
郡
︒

(49
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
四
︑
世
祖
十
三
年
十
二
c
丁
巳
條

掌
苑
署
別
監
金
好
山
︑

來
吿
本
署
官
員
等
濫
用
�
上
菓
實
事
︒
卽
召
別
監
金
義
孫
︑
庫
子
奴
石
丁
等
問
︑

一
如
好
山
,
吿
︒
印
召
掌
苑
署
官
員
柳
浚
︑
孫
沔
︑
F
溥
︑
奇
允
哲
等
︑
親
問
︒

皆
S
︒
卽
下
義
禁
府
囚
之
︒
⁝
⁝
仍
傳
旨
本
府
6
�
曹
曰
︑﹁
掌
苑
署
官
員
等
︑

�
上
菓
實
︑
私
自
濫
用
︒
竝
收
吿
身
︑
永
不
敍
︒﹂

(50
)

生
蓮
子

(ハ
ス
の
實
)
の
�
排
の
事
例
︱
︱

『中
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
五
︑
中
宗
十
七
年
八
c
壬
寅
條

政
院
¿
︑﹁
大
妃
殿
�
御

生
蓮
子
︑
令
掌
苑
署
�
排
︑
而
非
時
︑
故
不
能
�
︒
�
令
京
畿
供
�
︒﹂
傳
曰
︑

﹁
無
乃
成
¸
耶
︒
只
令
慈
殿
康
寧
閒
︑
�
排
︒﹂

(51
)

『高
麗
�
﹄
卷
七
十
五
︑
 
擧
志
三
︑
銓
§
︑
成
衆
官
 
補
之
法

曰
內
侍
院
︑

曰
茶
?
︑
曰
司
楯
︑
曰
司
衣
︑
曰
司
彜
︒
其
始
置
歲
c
︑
不
可
考
︒

(52
)

『元
�
祕
�
﹄
で
は
﹁
阿
亦
馬
黑
﹂
と
表
記
し
︑﹁
部
落
﹂
と
旁
譯
す
る
︒

(53
)

成
衆
愛
馬
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
高
麗
時
代
の
私
兵
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京

都
第
八
十
五
册
︑
二
〇
一
〇
年
︑
京
都
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
,
)
の
︑
ô

(60
)︑
參
照
︒

(54
)

姜
萬
吉
︑
	
揭
ô

(10
)
論
�
︑
參
照
︒

(55
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
二
︑
世
祖
十
三
年
四
c
己
亥
條

改
司
饔
?
爲
司
饔
院
︑

始
置
祿
官
︒

(56
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
京
官
職
︑
正
三
品
衙
門
︑
司
饔
院

掌
供
御
膳
︑
6
闕
內

供
饋
等
事
︒

(57
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
六
十
一
︑
宣
祖
三
十
六
年
四
c
甲
寅
條

功
臣
都
監
¿
曰
︑

﹁
⁝
⁝
錄
勳
之
事
︑
至
嚴
至
重
︒
雖
º
一
時
隨
駕
之
勞
︑
必
須
揀
取
其
中
宣
力
尤

多
之
人
︑
Þ
鍊
正
勳
︑
而
餘
人
則
錄
于
原
從
一
等
︑
似
爲
宜
當
︒
⁝
⁝
東
宮
扈
從

單
子
︑
印
º
司
鑰
韓
應
祿
等
二
人
︑
別
監
金
應
龍
等
六
人
︑
飯
監
梁
彥
福
︑
各
色

掌
徐
守
男
︑
諸
員
金
應
敏
幷
三
人
︑
書
�
金
元
男
等
二
人
︑
牽
馬
陪
李
希
齡
等
二

人
︑
'
令
李
福
連
等
二
人
︑
$
共
十
七
人
︑
則
俱
載
於
下
人
秩
︒
⁝
⁝
﹂

(58
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
二
十
︑
世
宗
三
十
年
四
c
戊
辰
條

議
政
府
據
戶
曹
à
¿
︑

東 方 學 報
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﹁
軍
[
監
米
穀
︑
以
補
閏
軍
監
守
︑
相
遞
立
番
︑
不
能
專
一
︒
因
此
︑
軍
需
日
以

â
缺
︑
G
爲
未
Õ
︒
本
監
奴
︑
諸
處
供
役
者
︑
如
各
殿
別
監
・
小
親
侍
・
飯
監
・

別
司
饔
︑
尙
衣
院
匠
人
︑
6
樂
工
等
︑
不
得
已
各
差
備
外
︑
其
餘
諸
處
供
役
者
︑

竝
皆
刷
除
︑
分
定
各
庫
︑
錄
名
置
ã
︑
專
委
監
守
︒
萬
º
â
缺
︑
竝
令
徵
Y
︒
今

後
本
監
奴
︑
毋
役
他
事
︒﹂
從
之
︒

(59
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
十
一
︑
燕
山
君
元
年
十
二
c
丁
卯
條

司
饔
院
擬
飯
監
Ø
︒

御
書
朴
亇
只
之
名
以
下
︒
承
旨
等
¿
︑﹁
飯
監
︑
乃
各
司
奴
子
︒
其
賢
否
︑
上
何

由
知
之
︒
以
賤
人
而
'
上
知
之
︑
可
乎
︒﹂
傳
曰
︑﹁
予
非
聽
�
︒
予
在
東
宮
︑
視

膳
時
︑
常
見
其
爲
人
故
耳
︒﹂

(60
)

	
揭
ô

(41
)︑
參
照
︒

(61
)

	
揭
ô

(13
)︑
參
照
︒

(62
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
成
宗
三
年
五
c
乙
丑
條

司
憲
府
大
司
憲
金
之
慶
等
上

駅
︑
略
曰
︑﹁
⁝
⁝
況
畫
工
賤
技
也
︒
無
衣
於
金
玉
・
石
木
之
工
︑
自
古
不
齒
士

類
︒
任
之
役
︑
則
以
餼
廩
畜
之
︑
º
其
功
︑
則
以
財
帛
與
之
︒
⁝
⁝
6
其
定
官
制

也
︑
印
以
畫
工
︑
列
於
雜
職
︑
與
馬
醫
・
�
液
同
科
︑
而
止
於
從
六
品
︒
其
待
工

匠
之
�
︑
嚴
矣
︒
⁝
⁝
伏
Ø
殿
下
︑
體
先
王
重
¶
之
:
︑
Û
祖
宗
待
工
之
�
︑
亟

收
成
命
︑
勿
賞
官
¶
︑
賜
之
金
帛
︑
以
重
名
器
︑
以
·
�
廷
︒﹂

(63
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職
︑
ô

皆
四
都
目
︒
馬
醫
・
�
液
・
畫
員
︑
則
階
同

正
職
︒
〇
h
正
職
時
︑
影
一
階
︒

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
成
宗
二
年
七
c
癸
酉
條

�
曹
¿
︑﹁
	
此
︑
樂
生
・
樂

工
階
{
︑
皆
雜
職
︒﹃
大
典
﹄
內
︑﹃
樂
生
・
樂
工
︑
良
人
階
同
正
職
﹄︒
則
曾
h

雜
職
者
︑
今
h
正
職
時
︑
準
h
未
Õ
︒
�
影
一
階
h
之
︒
其
已
	
除
h
者
︑
竝
改

正
︒﹂
從
之
︒

(64
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
雜
職

(65
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
五
︑
成
宗
八
年
正
c
戊
辰
條

兵
曹
據
軍
器
寺
提
)
單
子

¿
︑﹁
藥
匠
吳
金
等
狀
吿
︑﹃
世
宗
�
︑
藥
匠
饋
兩
時
︑
給
奉
足
二
名
︒
良
人
則
六

品
去
官
︑
賤
人
則
掌
苑
署
�
職
︒
以
故
人
爭
投
屬
︒
今
則
無
點
心
・
奉
足
︑
印
革

去
官
�
職
之
法
︒
⁝
⁝
恐
藥
匠
之
業
︑
從
此
廢
絕
﹄︒
臣
等
參
詳
︑
點
心
6
遞
兒

職
︑
不
可
輕
易
加
設
︒
其
奉
足
︑
�
依
步
兵
例
定
給
︒
藥
匠
,
業
︑
無
衣
軍
卒
︑

而
號
稱
匠
人
︑
故
人
皆
厭
之
︒
元
額
一
百
八
十
︑
而
時
屬
者
八
十
人
︒
後
無
繼
業
︑

將
爲
可
慮
︒
�
以
破
陣
軍
稱
號
︒
依
提
)
,
¿
施
行
︑
何
如
︒﹂

＊
破
陣
軍
は
火
藥
を
æ
う
藥
匠
の
稱
號
︒
良
賤
混
淆
︒

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
三
十
六
︑
燕
山
君
六
年
二
c
丙
申
條

議
政
府
書
¿
曰
︑

﹁
⁝
⁝
且
祖
宗
�
︑
設
彭
排
︹
五
千
︺・
�
卒
三
千
︑
分
五
番
︑
給
c
廩
︑
'
赴
土

木
之
役
︒

＊
彭
排
・
�
卒
は
土
木
の
役
に
從
う
工
兵
︒
良
賤
混
淆
︒

(66
)

工
匠
・
樂
工
に
つ
い
て
は
姜
萬
吉
︑
劉
承
源
の
硏
究
が
あ
る
︒

姜
萬
吉
﹃
�
鮮
時
代
商
工
業
�
硏
究
﹄
(
一
九
八
四
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
한
길
사
)︑
特

に
第
一
違
﹁
王
�
	


の
官
匠
制
と
私
匠
﹂︒

劉
承
源
﹃
�
鮮
初


身
分
制
硏
究
﹄
(一
九
八
七
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
乙
酉
�
#
社
)︑

特
に
第
四
違
﹁
�
鮮
初


の
雜
職

︱
︱
掌
樂
院
の
雜
職
︱
︱
﹂
︑
第
五
違
﹁
�

鮮
初


京
工
匠
の
官
職

︱
︱
雜
職
の
�
職
を
中
心
に
︱
︱
﹂︒

(67
)

闕
內
に
オ
フ
ィ
ス
を
置
く
官
廳
の
こ
と
︒
尙
衣
院
・
司
饔
院
・
司
僕
寺
・
典
設
司

な
ど
は
︑
國
王
お
よ
び
王
族
の
私
生
活
に
奉
仕
す
る
た
め
闕
內
に
オ
フ
ィ
ス
を
½

え
て
い
た
︒

『
怨
增
東
國
輿
地
Ü
覽
﹄
卷
二
︑
京
都
下
︑
�
職
公
署

尙
衣
院
﹇
在
e
秋
門
內
︒
掌
供
御
衣
襨
︑
6
內
府
財
貨
金
寶
等
物
﹈

司
饔
院
﹇
在
承
政
院
南
︒
一
在
昌
德
宮
承
政
院
東
︒
一
在
昌
慶
宮
�
政
殿
北
︒
掌

供
御
膳
︑
6
闕
內
供
饋
等
事
﹈

司
僕
寺
﹇
在
中
部
壽
�
坊
︒
內
司
僕
︑
在
e
秋
門
內
︒
一
在
昌
慶
宮
弘
�
館
南
︒

掌
輿
馬
ç
牧
之
政
﹈

典
設
司
﹇
在
弘
禮
門
東
︒
掌
供
帳
幕
﹈

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
三
十
八
︑
輿
地
考
︑
宮
室
︑
本
�
宮
室
︑
昌
德
宮

司
饔
院
﹇
在
端
陽
門
內
﹈

典
設
司
﹇
在
�
善
門
外
﹈

尙
衣
院
﹇
在
丹
鳳
門
內
﹈

�鮮時代の雜職
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『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
三
十
八
︑
輿
地
考
︑
宮
室
︑
本
�
宮
室
︑
昌
慶
宮

司
饔
院
﹇
在
�
政
殿
北
﹈

內
司
僕
寺
﹇
在
宣
仁
門
內
﹈

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
三
十
八
︑
輿
地
考
︑
宮
室
︑
本
�
宮
室
︑
慶
熙
宮

典
設
司
﹇
在
円
�
門
內
﹈

尙
衣
院
﹇
在
興
元
門
內
﹈

司
饔
院
﹇
在
內
班
院
南
﹈

太
僕
寺
﹇
在
開
陽
門
內
﹈

(68
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
世
宗
四
年
十
二
c
甲
申
朔
條

禮
曹
・
兵
曹
¿
︑
宮
門

出
入
人
︑
信
符
檢
察
條
款
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
各
司
�
典
・
權
知
・
直
長
・
諸
員
信
符
︑

書
其
衙
門
�
號
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
各
司
�
典
・
權
知
・
直
長
・
諸
員
︑
6
'
令
信
符
︑

各
其
官
員
︑
監
封
藏
置
︑
當
詣
闕
時
︑
分
給
︒
從
之
︒

(69
)

成
衆
諸
員
の
事
例
︱
︱

『太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
四
︑
太
宗
十
二
年
十
一
c
甲
申
條

議
政
府
上
各
司
奴
婢

事
宜
︒
¿
曰
︑﹁
⁝
⁝
且
各
司
�
典
・
下
典
・
'
令
︑
6
成
衆
諸
員
︑
�
由
歸
鄕

淹
留
者
︑
各
其
司
︑
Õ
於
京
中
/
人
︑
督
徵
日
役
︑
以
致
稱
貸
︑
其
¸
益
深
︒
今

後
令
報
本
府
︑
移
�
拿
�
︑
核
實
論
罪
︒﹂
從
之
︒

＊
成
衆
愛
馬
に
つ
い
て
は
︑
	
揭
ô

(53
)
參
照
︒

(70
)

諸
員
に
與
え
る
官
職
は
﹁
雜
職
﹂
と
み
な
さ
れ
︑
東
西
班
の
正
職
と
は
區
別
さ
れ

て
い
る
︒

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
二
︑
成
宗
九
年
五
c
庚
寅
條

𠛬
曹
¿
︑﹁
舊
例
︑
如
諸
司

諸
員
︑
6
仍
仕
書
�
︑
管
領
︑
鷹
師
︑
.
倘
︑
弓
人
︑
矢
人
︑
樂
生
︑
一
應
散
官

除
h
者
︑
入
¿
︑
乃
得
決
罰
︒
然
此
是
雜
職
︑
非
東
西
班
之
例
︒
�
自
今
︑
去
官

者
外
︑
除
收
贖
︑
直
決
杖
︑
±
奪
吿
身
︒﹂
從
之
︒

(71
)

高
麗
時
代
の
驅
'
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
高
麗
官
僚
制
度
硏
究
﹄︑
特
に
�
F
違

(四
二
六
頁
)︑
參
照

(二
〇
〇
八
年
︑
京
都
大
學
學
¾
出
版
會
)︒

(72
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
成
宗
二
年
五
c
丁
酉
條

禮
曹
¿
︑﹁
曾
下
校
正
廳
單
子
︑

一
時
Û
行
︑
不
載
﹃
大
典
﹄
條
件
︑
開
坐
以
¿
︒
�
令
該
曹
︑
仍
舊
奉
行
︒﹂
從

之
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
承
�
院
諸
員
・
書
�
︑
事
大
�
書
Þ
鍊
時
︑
給
別
仕
二
︒

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
番
A
都
目
︑
諸
員
︑
ô

承
�
院
則
事
大
�
書
鍊
紙
時
︑

每
一
日
︑
給
別
二
︒

『中
宗
實
錄
﹄
卷
六
︑
中
宗
三
年
六
c
戊
子
條

承
�
院
¿
曰
︑﹁
今
A
ê
=
'
�

書
,
用
咨
�
・
表
・
箋
紙
︑
�
紙
署
︑
以
	
日
點
ë
不
擣
鍊
者
�
排
︒
�
推
色
官

6
行
首
官
︒﹂
傳
曰
︑﹁
其
下
禁
府
推
之
︒﹂

(73
)

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
番
A
都
目

(74
)

	
揭
ô

(51
)︑
參
照
︒

(75
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
十
四
︑
世
宗
二
十
八
年
十
c
癸
丑
條

傳
旨
�
兵
曹
︑

﹁
⁝
⁝
貴
臣
勤
勞
國
家
︑
義
當
優
奬
︑
而
嫡
室
無
子
︑
良
賤
妾
之
子
︑
不
得
齒
於

�
行
︑
¹
爲
%
氓
︑
F
不
得
繼
其
後
︑
予
甚
悶
焉
︒
二
品
以
上
︑
嫡
室
無
子
︑
而

良
妾
長
子
孫
承
重
者
︑
許
於
忠
順
衞
6
成
衆
官
︑
取
才
入
屬
︑
依
他
例
h
職
︒
賤

妾
長
子
孫
承
重
者
︑
6
嫡
室
雖
º
子
︑
良
妾
衆
子
孫
︑
許
於
司
律
院
・
司
譯
院
・

書
雲
觀
・
典
醫
監
・
濟
生
院
・
惠
民
局
入
屬
︑
依
例
取
才
︒
良
妾
衆
子
孫
︑
則
各

於
其
司
�
職
︒
賤
妾
長
子
孫
︑
則
於
西
班
︑
限
品
對
職
敍
用
︒
嫡
室
雖
º
子
︑
賤

妾
衆
子
孫
︑
無
武
才
︑
不
堪
甲
士
者
︑
許
於
司
僕
寺
・
忠
扈
衞
・
尙
衣
院
・
司
饔

諸
員
︑
6
圖
畫
院
時
波
赤
︑
依
他
例
︑
限
品
敍
用
︒
⁝
⁝
﹂

(76
)

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
雜
類

雜
類
人
︑
差
定
º
差
﹇
⁝
⁝
雜
色
軍
︑
無
定
數
︑

以
錄
事
・
書
�
・
諸
員
・
畫
員
・
�
液
・
書
題
・
僕
隸
︑
各
邑
人
�
・
日
守
・
書

員
・
醫
生
・
律
生
・
守
陵
軍
・
守
墓
軍
・
看
守
軍
・
壇
直
・
堂
直
・
藥
夫
・
津

夫
・
水
夫
・
冰
夫
・
院
/
・
牧
子
・
匠
人
・
公
私
賤
︑
定
屬
﹈

＊
諸
員
は
良
人
の
役
で
あ
る
が
︑
公
私
賤
と
同
樣
の
﹁
雜
類
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い

る
︒

(
77
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
︑
世
宗
七
年
十
一
c
丁
酉
條

命
囚
尙
衣
院
別
坐
白
云
寶

于
義
禁
府
︒
以
ì
製
御
衣
也
︒

同
右
︑
己
亥
條

命
放
白
云
寶
︒
知
申
事
郭
存
中
等
︑
¿
曰
︑﹁
云
寶
Î
自
尙
衣

院
諸
員
︑
別
無
他
才
︑
但
以
知
製
衣
之
方
︑
5
蒙
ê
恩
︑
官
至
四
品
︑
仍
差
本
院

別
坐
︒
宜
當
夙
夜
恐
懼
︑
以
答
至
恩
︒
妄
自
·
大
︑
�
上
衣
襨
︑
不
身
親
製
�
︑

東 方 學 報
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以
致
體
制
不
中
︒
臣
等
願
科
罪
¿

(戒
)
後
﹂︒
上
曰
︑﹁
若
等
之
�
︑
甚
爲
當
理
︒

除
科
罪
︑
仍
囚
之
︒﹂

(78
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
一
︑
太
宗
十
六
年
正
c
丁
酉
條

l
大
護
軍
趙
菑
于
í
城
︒

⁝
⁝
於
是
︑
行
宮
荏
應
'
¿
曰
︑﹁
⁝
⁝
司
僕
・
司
饔
・
司
幕
諸
員
等
︑
荏
應
各

官
色
掌
︑
毋
得
擅
自
歐
打
︒
º
遲
À
事
︑
則
承
政
院
�
吿
論
罪
︒
⁝
⁝
﹂
從
之
︒

＊
｢司
僕
・
司
饔
・
司
幕
諸
員
等
﹂
が
﹁
荏
應
各
官
色
掌
﹂
を
﹁
擅
自
歐
打
﹂
す

る
こ
と
を
禁
じ
る
︒

『世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
世
宗
六
年
九
c
丙
戌
條

Â
武
荏
應
'
¿
︑
今
秋
等

Â
武
時
︑
禁
令
條
件
︒
(⁝
⁝
)
一
︑
司
饔
・
司
僕
・
忠
扈
衞
・
尙
衣
院
諸
員
︑

毋
得
擅
毆
各
官
供
給
�
民
︒
如
º
¥
ì
︑
於
代
言
司
�
吿
︒

＊
｢司
饔
・
司
僕
・
忠
扈
衞
・
尙
衣
院
諸
員
﹂
が
﹁
各
官
供
給
�
民
﹂
を
﹁
擅
毆
﹂

す
る
こ
と
を
禁
じ
る
︒

(79
)

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
︑
諸
員
の
項
︑
參
照
︒

(80
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
六
︑
世
宗
二
十
一
年
八
c
辛
丑
條

ï
成
均
§
ã
朴
慶
孫
︑

上
言
曰
︑﹁
一
︑
Â
武
時
︑
司
饔
・
司
僕
・
忠
扈
衞
等
各
司
諸
員
︑
於
禁
亂
未
到

之
	
︑
4
求
食
物
︑
如
不
稱
:
︑
則
橫
加
鞭
撻
︒
臣
嘗
守
M
康
︑
目
擊
其
事
︑
心

竊
慨
念
︒
願
自
今
︑
於
司
饔
・
忠
扈
衞
︑
痛
行
禁
理
︑
以
除
ò
擾
之
¸
︒
⁝
⁝
﹂

下
兵
曹
︑
擬
議
以
聞
︒
兵
曹
議
¿
曰
︑﹁
駕
	
察
訪
︑
每
於
動
駕
	
一
日
先
行
︒

�
自
今
︑
與
司
饔
・
忠
扈
衞
諸
員
偕
行
︑
J
行
考
察
︑
Õ
︒﹂
⁝
⁝
從
之
︒

＊
｢司
饔
・
司
僕
・
忠
扈
衞
等
各
司
諸
員
﹂
が
現
地
の
�
民
に
﹁
鞭
撻
﹂
を
加
え

る
の
で
あ
る
︒

(81
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
十
︑
世
宗
二
十
七
年
十
二
c
庚
申
條

諭
京
畿
・
忠
淸
・

黃
海
�
監
司
︑﹁
司
饔
?
分
l
諸
員
︑
捕
蟹
爲
醢
︒
諸
員
托
以
�
上
︑
盜
用
魚
蟹
︑

或
I
妻
子
以
去
︑
多
般
營
私
︑
貽
¸
民
閒
︒
推
云
以
聞
︒﹂

(82
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
一
︑
世
宗
二
十
年
五
c
丙
午
條

議
政
府
據
兵
曹
à
¿
︑

一
︑
於
光
#
門
︑
円
春
門
︑
e
秋
門
︑
鎭
撫
一
人
︑
輪
番
分
掌
︒
除
º
官
守
人
︑

各
司
�
典
︑
�
士
根
隨
外
︑
無
時
出
入
各
色
掌
︑
別
監
・
小
親
侍
︑
6
他
齎
物
出

入
之
人
︑
令
把
門
者
︑
竝
皆
搜
探
︒
其
º
竊
持
之
物
︑
吿
于
承
政
院
︒
其
虛
疎
檢

察
甲
士
・
防
牌
︑
6
掌
門
鎭
撫
︑
依
律
科
罪
︒
一
︑
入
直
大
小
�
士
6
軍
士
等
鋪

蓋
�
持
人
等
︑
與
各
色
掌
$
謀
︑
挾
持
雜
物
者
︑
º
之
︒
今
後
給
小
印
子
封
緘
︑

令
把
門
者
糾
察
︒
其
餘
各
色
掌
︑
司
饔
・
忠
扈
衞
・
司
僕
・
尙
衣
院
諸
員
︑
別

監
・
小
親
侍
︑
6
他
餘
常
人
等
鋪
蓋
︑
竝
皆
搜
探
出
門
︒
(以
下
略
)

(83
)

『
怨
增
東
國
輿
地
Ü
覽
﹄
卷
二
︑
京
都
下
︑
�
職
公
署

司
僕
寺
﹇
在
中
部
壽
�

坊
︒
內
司
僕
︑
在
e
秋
門
內
︒
一
在
昌
慶
宮
弘
�
館
南
︒
掌
輿
馬
ç
牧
之
政
﹈

(84
)

	
揭
ô

(78
)︑
6
び

(
80
)︑
參
照
︒
そ
の
他
に
も
以
下
の
事
例
が
あ
る
︒

『
�
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
�
宗
元
年
十
c
己
巳
條

御
經
筵
︑
Â
畢
︑
⁝
⁝
知
經
筵

F
麟
趾
曰
︑﹁
⁝
⁝
至
於
Â
武
時
︑
司
饔
・
司
僕
諸
員
等
︑
先
到
宿
,
︑
必
ò
擾

各
官
荏
對
之
人
︑
�
贈
õ
而
後
已
︒﹂
上
曰
︑﹁
何
成
風
至
此
也
︒﹂

(85
)

『
怨
增
東
國
輿
地
Ü
覽
﹄
卷
二
︑
京
都
下
︑
�
職
公
署

典
設
司
﹇
在
弘
禮
門
東
︒

掌
供
帳
幕
﹈

(86
)

『光
海
君
日
記
﹄
(太
白
山
本
)
卷
十
二
︑
光
海
君
二
年
十
c
丁
亥
條

(院
¿
︑

﹁
昨
日
親
臨
瑞
葱
臺
時
︑
東
北
角
É
日
引
結
之
索
︑
無
端
自
解
︑
荏
撐
大
竹
︑
ö

落
於
王
世
子
坐
位
︒
其
慢
不
用
:
之
罪
︑
不
可
不
÷
︒
�
典
設
司
當
該
官
︑
6
A

知
司
鑰
︑
竝
命
拿
鞫
︒
諸
員
亦
令
攸
司
囚
禁
治
罪
︒
昨
日
觀
武
才
時
︑
射
壇
宗
宰

入
侍
位
A
︑
政
院
,
當
預
爲
Â
定
排
設
︑
而
殿
坐
之
後
︑
東
邊
宗
宰
盡
爲
入
侍
︑

西
邊
則
緣
無
坐
地
︑
久
未
得
入
︒
其
不
爲
致
察
︑
臨
時
顚
倒
之
失
︑
大
矣
︒
�
色

承
旨
︑
推
考
︒
排
設
司
鑰
︑
罷
職
︒
滿
浦
僉
'
金
應
瑞
︑
爲
人
鋭
濫
︑
差
M
安
�

別
將
︑
托
以
待
變
︑
ò
責
出
身
6
ù
手
︑
少
不
如
:
︑
輒
加
ú
𠛬
︒
一
�
軍
卒
︑

莫
不
怨
苦
︒
6
h
本
職
︑
ò
漁
爲
事
︑
西
關
重
鎭
︑
日
就
凋
殘
︒
�
命
罷
職
︒﹂

答
曰
︑﹁
依
¿
︒
色
承
旨
︑
推
考
︒
排
設
司
鑰
︑
亦
推
考
︒﹂
)

＊

(
)
內
は
朱
筆
で
爻
周

(
抹
B
)
さ
れ
て
い
る
︒

(87
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
十
二
︑
仁
祖
四
年
三
c
庚
戌
條

兵
曹
¿
曰
︑
﹁
禮
葬
發
引
時
︑

轝
士
以
下
各
差
備
軍
︑
應
用
之
數
︑
考
諸
國
葬
時
Æ
錄
︑
庚
子
年
︑
則
$
共
五
千

四
百
七
十
七
名
︒
戊
申
年
︑
則
至
六
千
名
︒
今
雖
稍
º
影
殺
=
目
︑
其
數
四
千
三

百
餘
名
云
︒
古
例
︑
以
京
中
市
民
︑
各
司
奴
子
︑
諸
司
諸
員
︑
匠
人
・
樂
工
・
樂

生
︑
出
番
鷹
師
︑
京
畿
・
京
中
下
番
軍
士
用
之
︒
而
開
城
府
市
民
五
六
百
︑
亦
爲

�鮮時代の雜職
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)
用
︒
此
皆
無
瓜
雜
亂
︑
烏
合
之
衆
︒
五
千
名
︑
散
在
之
民
︑
一
齊
聚
合
︑
其
勢

極
難
︒
其
中
都
下
之
民
︑
尤
爲
難
齊
︒
必
須
預
爲
整
頓
︑
可
免
臨
時
生
事
︒
着
令

𠛬
曹
・
漢
城
府
︑
6
各
司
︑
一
一
成
册
︑
移
�
本
曹
︒
居
在
外
方
者
︑
行
會
各
�
︑

限
日
上
�
︒
如
º
不
足
之
數
︑
則
京
畿
・
京
中
下
番
軍
士
︑
亦
爲
)
用
︑
宜
當
︒﹂

從
之
︒

(88
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
一
︑
中
宗
三
十
一
年
正
c
丁
卯
條
︑
ô

兵
曹
・
都
摠
府

官
員
︑
例
分
步
兵
而
爲
丘
�
︑
實
則
不
至
帶
I
︑
而
只
收
其
價
︒
(＊
步
兵
の
丘

�
)

『
�
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
�
宗
十
六
年
二
c
辛
亥
條

司
僕
諸
員
︑
其
額
六
百
︑

而
六
朔
立
役
︑
爲
役
甚
苦
︑
自
立
者
寡
︒
故
一
朔
代
立
之
價
太
高
︑
ü
慮
不
荏
︑

而
奸
猾
濫
徵
︑
至
於
倍
蓰
︒
加
以
本
司
之
官
︑
以
諸
員
爲
丘
�
而
捧
價
者
︑
殆
"

焉
︒
(＊
諸
員
の
丘
�
)

(89
)

曹
伸
﹃
謏
聞
瑣
錄
﹄
(亞
細
亞
�
#
社
影
印
本
)

凡
官
署
之
隸
︑
在
京
者
︑
供
其

司
之
役
︒
在
郡
縣
者
︑
𠛬
曹
摠
其
額
︑
歲
定
其
數
︑
番
上
於
京
︑
閏
百
僚
之
丘
�
︑

名
爲
﹃
 
上
奴
﹄︒
其
初
︑
根
馬
趨
走
︑
供
'
喚
耳
︒
後
漸
收
其
�
布
︑
勢
不
可

禁
︑
則
載
於
國
典
︑
c
不
5
收
𠦄
布
兩
端
︒
今
則
𠦄
布
漸
賤
︑
三
倍
督
4
︑
貧
人

不
能
堪
︑
欲
自
供
役
︑
則
閽
人
・
蒼
頭
︑
百
般
ò
苦
︑
2
價
而
後
已
︒
大
官
之
職

ï
四
五
局
者
︑
 
上
奴
︑
無
慮
五
六
十
人
︑
大
"
收
價
︑
則
c
常
得
百
餘
疋
︑
以

[
飮
饌
之
費
︒
º
一
大
官
︑
腰
腹
彭
亨
︑
一
奴
戲
謂
其
友
曰
︑﹁
相
公
腹
︑
貯
何

物
而
其
大
如
是
︒﹂
其
友
曰
︑﹁
爾
不
曉
事
︒
活
呑
下
如
許
我
輩
︑
能
不
大
乎
︒﹂

(90
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
諸
司
差
備
奴
根
隨
奴
定
額
︑
差
備
奴
︑
ô

以
京
奴
6
 

上
閏
定
︒
根
隨
同
︿
 
上
不
足
處
︑
以
補
閏
�
閏
定
﹀︒
〇
每
番
︑
𠛬
曹
先
考
京

奴
贏
縮
︑
定
 
上
︑
具
數
¿
聞
︒

(91
)

『睿
宗
實
錄
﹄
卷
六
︑
睿
宗
元
年
六
c
己
卯
條

定
闕
內
入
宿
人
數
︒
且
定
闕
內

諸
司
官
員
入
直
根
隨
之
數
︒
堂
上
三
名
︑
參
上
二
名
︑
參
外
一
名
︒

(92
)

丘
�
の
濫
I
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
世
宗
�
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
實

態
を
窺
う
う
え
で
の
參
考
と
な
る
︒

『世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
世
宗
七
年
九
c
癸
亥
條

司
憲
府
¿
︑﹁
兵
曹
�
書
趙

末
生
︑
參
�
李
恪
︑
參
議
柳
衍
之
︑
𠛬
曹
�
書
申
商
︑
參
�
金
自
知
︑
摠
制
李

蕆
・
元
閔
生
・
田
興
・
黃
象
︑
知
申
事
郭
存
中
︑
右
代
言
金
孟
G
︑
ï
知
𠛬
曹
事

朴
翺
︑
�
軍
器
監
事
崔
海
山
︑
中
軍
經
歷
申
丁
理
︑
副
正
柳
汲
︑
工
曹
正
郞
安
玖
︑

兵
曹
正
郞
F
苯
・
車
º
︑
佐
郞
宋
殷
・
李
承
門
・
金
由
畛
︑
多
I
數
外
丘
�
︒
旣

無
人
臣
奉
法
之
:
︑
印
�
現
隱
諱
︒
乞
依
律
科
罪
︒﹂
命
堂
上
官
勿
論
︑
其
餘
照

律
以
聞
︒
上
雖
勿
論
堂
上
官
︑
惡
其
鋭
濫
︑
詰
責
︒
代
言
等
皆
慙
懼
︒
先
是
︑
上

欲
除
各
司
奴
婢
 
上
之
¸
︑
論
濫
I
丘
�
之
非
︒
下
敎
于
攸
司
︑
深
治
其
犯
令
者
︒

然
左
右
議
政
︑
兵
曹
�
書
︑
或
I
至
四
十
餘
名
︒
根
隨
之
外
︑
或
役
土
木
︑
或
營

財
產
︑
無
,
不
至
︒
至
是
憲
司
幷
云
領
敦
寧
柳
廷
顯
︑
右
議
政
柳
觀
︒
上
聞
之
︑

卽
命
勿
問
︒
觀
︑
性
本
淸
儉
︑
無
,
營
救
︒
其
丘
�
︑
分
爲
三
番
︑
相
遞
I
行
︒

廷
顯
︑
則
或
分
督
長
利
︑
或
'
之
�
石
︑
役
之
甚
於
奴
僕
︒

(93
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
二
︑
太
宗
十
一
年
閏
十
二
c
戊
午
條

上
切
言
外
戚
之
¸
︒

⁝
⁝
印
曰
︑﹁
闕
內
雜
類
︑
出
入
太
煩
︒
以
群
臣
職
秩
︑
定
根
隨
之
數
︑
曾
º
著

令
︒
今
也
廢
閣
不
行
︒
自
今
申
�
	
令
︑
嚴
禁
出
入
︒
宰
相
丘
�
二
名
︑
三
四
品

一
名
︑
五
六
品
以
下
︑
無
之
︒
但
�
典
則
不
論
︒﹂

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
十
八
︑
成
宗
十
九
年
七
c
乙
酉
條

視
事
︒
⁝
⁝
正
言
柳

坰
¿
曰
︑﹁
諸
司
參
外
官
︑
奔
走
S
役
︑
而
無
一
根
隨
︒
提
)
則
濫
I
騶
從
︒
司

中
'
令
︑
亦
或
不
足
︒
�
須
禁
止
︒
﹂
上
問
左
右
︒
尹
弼
商
・
洪
應
・
李
克
培
曰
︑

﹁
丘
�
加
I
︑
自
º
禁
違
︒
闕
內
則
兵
曹
︑
闕
外
則
憲
府
檢
察
︑
則
自
無
此
¸

矣
︒﹂
上
曰
︑﹁
宰
相
雖
或
º
加
I
者
︑
豈
盡
加
I
乎
︒
如
此
不
法
之
事
︑
法
司
當

禁
之
︒
今
不
可
立
怨
法
也
︒
﹂

(94
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
五
十
九
︑
世
宗
十
五
年
二
c
戊
戌
條

禮
曹
¿
︑﹁
液
外
雜
職
內
︑

⁝
⁝
若
圖
畫
院
・
尙
衣
院
・
司
饔
?
・
¼
樂
署
・
忠
扈
衞
︑
雖
是
雜
職
︑
本
非
賤

人
︒
其
參
上
︑
依
成
衆
官
例
︑
¿
聞
論
罪
︒﹂
從
之
︒

(95
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
仁
祖
六
年
正
c
己
卯
條

命
魂
宮
都
薛
里
吳
大
邦
・
金

仁
︑
各
加
一
[
︒
⁝
⁝
諸
員
魯
舜
民
︑
丞
除
h
︒

(96
)

『經
國
大
典
﹄
�
典
︑
京
衙
	
︑
書
�
︑
ô

仕
滿
二
千
六
百
︑
堂
上
衙
門
︑
從

七
品
︑
三
品
以
下
衙
門
︑
從
八
品
︑
去
官
後
︑
驛
渡
丞
取
才
︑
入
格
者
︑
敍
用
︒

東 方 學 報
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『中
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
中
宗
三
十
年
六
c
庚
寅
朔
條

領
議
政
金
謹
思
議
︑

﹁
各
司
書
�
︑
去
官
後
︑
驛
丞
除
h
︑
乃
計
功
酬
勞
︑
祖
宗
�
美
:
︒
載
在
﹃
大

典
﹄︑
行
之
已
久
︒
⁝
⁝
﹂

(97
)

『大
典
$
%
﹄
�
典
︑
取
才
︑
驛
渡
丞
・
書
題
︻
增
︼
今
廢
︒

(98
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
五
︑
世
宗
二
十
六
年
閏
七
c
壬
午
條

議
政
府
據
兵
曹
à

¿
︑﹁
	
此
︑
工
匠
雜
技
︑
以
一
時
賞
功
︑
h
西
班
軍
職
︑
混
於
�
班
︑
深
爲
未

Õ
︒
故
司
饔
四
番
內
︑
加
設
司
正
四
︑
副
司
正
八
︑
給
事
八
︑
副
給
事
十
二
︒
工

匠
6
雜
技
︑
臨
時
賞
職
︑
'
不
得
混
於
�
班
︑
實
爲
美
法
︒
然
本
�
良
賤
之
分
甚

嚴
︒
	
項
工
匠
6
雜
技
︑
I
皆
賤
口
︑
而
h
以
司
饔
諸
員
等
都
目
去
官
之
職
︑
良

賤
混
雜
︒
自
今
司
饔
四
番
各
品
內
︑
司
直
四
︑
副
司
直
四
︑
司
正
四
︑
副
司
正
四
︑

給
事
八
︑
副
給
事
八
︑
仍
置
︑
以
h
司
饔
諸
員
︒
除
司
直
四
︑
副
司
直
四
︑
司
正

八
︑
副
司
正
十
二
︑
給
事
十
二
︑
副
給
事
十
六
︑
以
屬
上
林
園
︑
h
以
工
匠
雜
技

6
賤
口
等
︑
以
別
良
賤
︒

(99
)

『六
典
條
例
﹄
卷
四
︑
典
設
司
︑
總
例

諸
員
影
作
散
料
三
窠
﹇
每
朔
︑
副
司
果
︑

米
九
斗
・
田
米
二
斗
・
太
三
斗
︒
副
司
猛
︑
米
八
斗
・
田
米
一
斗
・
太
三
斗
︒
副

司
勇
︑
米
八
斗
・
田
米
二
斗
﹈︑
春
秋
六
朔
︑
軍
監
上
下
︒

(
100
)

	
揭
ô

(70
)︑
參
照
︒

(
101
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
世
宗
元
年
九
c
甲
辰
條

宦
官
洪
得
敬
・
兪
實
︑
犯
罪
當

死
︒
上
王
特
命
貸
死
︑
屬
得
敬
忠
扈
衞
諸
員
︑
實
司
僕
諸
員
︒

(
102
)

	
揭
ô

(88
)︑
參
照
︒

(
103
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
五
十
一
︑
世
宗
十
三
年
正
c
己
丑
條

兵
曹
¿
︑﹁
司
僕
寺
每
一

番
︑
令
諸
員
一
百
︑
驅

(丘
)
�
三
十
︑
立
番
︒
諸
員
・
丘
�
︑
役
'
不
衣
︑
而

丘
�
亦
於
�
副
去
官
之
後
︑
Y
屬
諸
員
︑
五
品
去
官
︒
�
勿
稱
丘
�
︒
其
遞
兒
職
︑

幷
屬
諸
員
︑
$
計
各
番
到
宿
︑
à
都
目
︑
去
官
︒﹂
從
之
︒

(
104
)

中
樞
院
・
上
大
護
軍
の
丘
�
が
諸
員
に
�
出
す
る
事
例
︱
︱

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
十
五
︑
世
宗
二
十
九
年
三
c
己
巳
條

議
政
府
據
兵
曹
à

¿
︑﹁
銃
筒
衞
之
數
二
千
四
百
︑
而
一
時
難
以
閏
之
︒
今
春
始
取
才
閏
差
︑
6
秋

入
番
︑
其
不
入
格
而
三
走
三
力
者
︑
於
防
牌
・
攝
六
十
︑
竝
皆
閏
差
︒
且
差
備
軍
︑

爲
中
樞
院
6
上
大
護
軍
等
丘
�
而
設
也
︒
然
入
屬
者
鮮
少
︒
自
今
銃
筒
衞
・
防

牌
・
攝
六
十
不
入
格
者
︑
其
餘
閑
役
人
︑
欲
入
仕
者
︑
先
屬
差
備
軍
︒
仕
多
者
︑

從
自
願
︑
司
僕
・
司
饔
・
忠
扈
衞
諸
員
︑
定
屬
︒
若
諸
員
之
闕
º
限
︑
不
得
入
屬
︑

仕
滿
十
五
朔
以
上
者
︑
依
甲
士
・
別
侍
衞
︑
都
目
當
A
才
不
人
例
︑
攝
�
副
閏

差
︒﹂
從
之
︒
凡
軍
士
取
才
不
入
格
者
︑
謂
之
才
不
︒

(
105
)

田
川
孝
三
﹃
李
�
貢
2
制
の
硏
究
﹄
(一
九
六
四
年
︑
東
京
︑
東
洋
�
庫
)︑
特
に

第
八
�
第
一
違
﹁
身
役
の
布
2
#
﹂︑
金
玉
根
﹃
�
鮮
王
�
財
政
�
硏
究
﹄
Ⅱ

(一
九
八
七
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑
特
に
第
五
違
﹁
職
役
と
京
衙
門
・
營
邑
の

收
布
狀
況
﹂︑
等
︑
參
照
︒

(
106
)

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
﹇
一
番
數
﹈︑
諸
員

承
�
院
︑
三
︒
尙
衣
院
︑
四

十
︒
司
饔
院
︑
七
十
︒
司
僕
寺
︑
六
百
︒
典
設
司
︑
六
十
︒

『經
國
大
典
﹄
兵
典
︑
番
A
都
目
︑
諸
員

番
A
三
番
﹇
六
朔
相
遞
︒
承
�
院
︑

長
番
﹈

(
107
)

『續
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
﹇
原
額
數
﹈︑
諸
員

承
�
院
︑
六
︒
尙
衣
院
︑
一
百

十
七
︒
司
饔
院
︑
八
百
十
五
︒
司
僕
寺
︑
三
千
四
百
四
十
八
︒
典
設
司
︑
五
百
︒

(
108
)

『續
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
︑
諸
員
︑
ô

大
典
額
數
︑
今
皆
增
︒
自
該
衙
門
︑

當
番
收
布
︑
減
數
立
書
�
︒

(
109
)

『續
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
︑
ô

大
典
︑
皁
隸
︑
自
外
方
 
上
︒
大
同
廳
設
行

時
︑
盡
罷
︑
爲
步
兵
︑
而
自
京
給
價
�
立
﹇
無
米
布
衙
門
︑
一
年
內
八
朔
︑
宣
惠

廳
給
價
︑
四
朔
︑
戶
曹
給
價
︒
º
米
布
衙
門
︑
則
皆
自
該
衙
門
給
價
﹈︒
今
︑
各

司
$
稱
'
令
︒

(
110
)

い
わ
ゆ
る
京
衙
	
は
,
屬
す
る
官
廳
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
衣
な
っ
て
お
り
︑
議
政

府
︑
中
樞
府
な
ど
で
は
﹁
皁
隸
﹂︑
義
禁
府
︑
兵
曹
︑
𠛬
曹
な
ど
で
は
﹁
羅
將
﹂︑

承
�
院
︑
尙
衣
院
︑
司
饔
院
︑
司
僕
寺
︑
典
設
司
で
は
﹁
諸
員
﹂
と
呼
ば
れ
て
い

た
が
︑
い
ず
れ
も
雜
役
夫
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
っ
た

(﹃
經
國
大
典
﹄
兵
典
︑

京
衙
	
︑
參
照
)︒

(
111
)

	
揭
︑
ô

(
109
)︑
參
照
︒

(
112
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
中
宗
七
年
五
c
丁
巳
條

江
原
�
觀
察
'
高
荊
山
上
駅
︑

�鮮時代の雜職
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其
略
曰
︑﹁
⁝
⁝
且
 
上
奴
婢
︑
各
司
皂
隸
・
羅
將
︑
司
僕
諸
員
︑
不
自
立
番
︑

盡
皆
京
人
代
立
︒
其
價
皆
徵
以
c
利
︑
則
於
番
價
一
�
︑
加
徵
一
�
︒
窮
不
自
辦
︑

至
徵
一
族
切
	
︒
族
	
亦
窮


散
︑
十
室
九
空
︑
閭
里
蕭
然
︒
其
濫
徵
之
法
︑
申

�
痛
÷
︑
而
ü
不
之
忌
︑
¸
至
此
極
︒
臣
願
©
須
別
立
科
條
︑
痛
繩
以
法
︑
毋
得

濫
收
︒
⁝
⁝
﹂

(
113
)

『光
海
君
日
記
﹄
太
白
山
本
︑
卷
三
十
一
︑
光
海
君
七
年
三
c
癸
酉
條

(司
僕
寺

¿
曰
︑
因
憲
府
¿
辭
︑
傳
敎
云
云
︒
箭
串
2
米
許
�
一
事
︑
果
爲
苟
鯵
︑
而
本
寺

左
右
邊
廝
養
之
人
︑
M
時
則
以
諸
員
價
布
閏
給
︒
經
亂
以
後
︑
價
布
5
"
不
足
︑

許
多
廝
徒
︑
�
c
糧
料
︑
辦
出
無
路
︒
且
牧
馬
場
之
數
︑
視
M
時
︑
未
滿
三
分
之

一
︒
故
2
米
許
�
︑
實
由
於
此
︑
而
,
牧
馬
�
︑
亦
無
窄
狹
瘦
瘠
之
¸
︒
故
臣
等

因
循
謬
例
︑
至
今
Û
行
︒
�
日
則
非
徒
廝
徒
c
俸
︑
專
靠
於
此
︑
�
貢
之
馬
︑
亦

或
不
時
責
立
︑
而
留
養
數
不
足
︑
則
以
此
米
布
︑
准
價
奄
貿
若
干
�
︑
以
補
不
足

之
數
︒
御
乘
可
當
︑
Ö
馬
行
A
︑
以
此
米
布
︑
計
給
銀
價
︒
此
等
用
度
︑
雖
係
於

國
家
之
經
費
︑
亦
是
馬
政
也
︒
況
此
2
米
︑
皆
是
都
城
之
人
︑
而
士
大
夫
居
"
︒

春
初
出
令
︑
爭
先
2
米
之
後
︑
春
年
黍
粟
︑
已
盡
�
墾
︒
今
若
猝
然
Y
陳
︑
不
惟

�
於
失
信
︑
許
多
播
穀
︑
盡
歸
於
虛
費
︑
民
怨
不
貲
︒
況
2
米
之
地
︑
旬
c
之
內
︑

自
本
司
勢
未
6
築
城
︑
放
馬
之


已


︑
尤
極
難
處
︒
臣
等
之
:
︑
今
年
則
姑
依

�
例
施
行
︑
自
�
年
爲
始
︑
依
M
時
禁
�
︑
以
重
馬
政
︑
似
當
︒
敢
¿
︒﹂
傳
曰
︑

﹁
依
¿
︒﹂
)

＊

(
)
內
は
3
�
が
爻
周

(抹
B
)
さ
れ
て
い
る
︒

(
114
)

廝
養
に
つ
い
て
は
︑﹃
康
熙
字
典
﹄
の
﹁
廝
﹂
字
の
項
に
引
く
﹃
Ö
韻
﹄
に
﹁
養

也
﹂
と
あ
り
︑
同
じ
く
﹃
集
韻
﹄
に
﹁
析
薪
養
馬
者
﹂
と
あ
る
︒

(
115
)

『六
典
條
例
﹄
卷
八
︑
司
僕
寺
︑
應
入
條
︑
參
照
︒

(
116
)

『六
典
條
例
﹄
卷
八
︑
司
僕
寺
︑
用
下
條
︑
參
照
︒

(
117
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
六
十
一
︑
肅
宗
四
十
四
年
三
c
甲
戌
條
︑
ô

巨
*
者
︑
太
僕

牽
夫
之
名
也
︒

(
118
)

『六
典
條
例
﹄
卷
十
︑
尙
衣
院
︑
應
入

諸
員
價
布
︑
二
百
三
十
四
兩
﹇
咸
安
四

十
四
兩
︑
白
川
一
百
九
十
兩
﹈

(
119
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
司
饔
院
︑
諸
員
色

,
捧
各
邑
價
布
﹇
利
川
三
十
名
︑
溫

陽
三
十
九
名
︑
槐
山
三
十
二
名
︑
庇
仁
九
名
︑
任
實
五
十
七
名
︑
怨
寧
四
十
四
名
︑

比
安
六
十
四
名
︑
慈
仁
十
五
名
︑
軍
威
五
名
︑
載
寧
一
百
名
︑
海
州
十
六
名
︑
鳳

山
七
十
名
︑
豐
德
十
九
名
﹈
代
錢
﹇
每
名
二
兩
﹈
一
千
兩
︒

(
120
)

『六
典
條
例
﹄
卷
四
︑
典
設
司
︑
荏
用

捧
均
廳
給
代
錢
八
百
兩
﹇
一
千
兩
︑
內

二
百
兩
︑
以
本
司
別
置
條
︑
8
留
本
廳
﹈︑
各
邑
﹇
�
#
︑
松
禾
︑
尙
州
︑
知
禮
︑

南
原
︑
益
山
︑
金
城
︑
江
陵
︑
寧
越
︑
襄
陽
︑
杆
城
﹈
價
布
代
錢
︑
一
千
兩
︑
以

應
各
項
公
用
﹇
每
朔
︑
提
)
・
郞
廳
驅
債
︑
各
四
兩
︒
書
員
朔
下
︑
各
八
兩
二
錢
︒

掌
務
書
員
紙
債
︑
奇
別
書
�
・
庫
直
朔
下
︑
各
四
兩
︒
色
驅
朔
下
︑
六
兩
︒
'
令

朔
下
︑
各
五
兩
︒
驅
從
朔
下
︑
六
兩
﹈

(
121
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
三
︑
肅
宗
二
十
五
年
十
一
c
庚
戌
條

査
減
各
衙
門
,
屬

京
畿
・
黃
海
・
江
原
・
忠
淸
・
3
羅
・
慶
尙
六
�
良
丁
︑
分
給
該
�
・
該
邑
︑
俾

補
相
當
闕
額
︒
⁝
⁝
典
設
司
諸
員
一
百
四
十
八
名
︑
⁝
⁝
合
一
萬
三
百
五
十
八
名

云
︒
時
︑
�
廷
爲
恤
民
隱
︑
變
$
査
減
︑
而
外
方
或
以
若
干
名
塞
責
︑
或
d
拖
不

報
︑
F
未
見
實
效
矣
︒

(
122
)

『
謏
聞
瑣
錄
﹄
(亞
細
亞
�
#
社
影
印
本
)

凡
官
署
之
隸
︑
在
京
者
︑
供
其
司
之
役
︒
在
郡
縣
者
︑
𠛬
曹
摠
其
額
︑
歲
定
其
數
︑

番
上
於
京
︑
閏
百
僚
之
丘
�
︑
名
爲
 
上
奴
︒
其
初
︑
根
馬
趨
走
︑
供
'
喚
耳
︒

後
漸
收
其
�
布
︒

(
123
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
世
祖
四
年
十
一
c
戊
子
條

𠛬
曹
¿
︑﹁
	
此
︑
外
方
 

上
奴
子
等
︑
或
因
父
母
老
病
︑
或
因
妻
子
生
業
︑
�
人
代
立
︒
京
中
無
役
者
︑
6

º
役
六
番
者
︑
�
價
代
役
︑
º
無
相
[
︑
各
¹
生
業
︒
今
拘
於
號
牌
借
與
之
禁
︑

外
方
奴
子
︑
不
得
�
人
代
己
︑


�
差
役
者
多
︒
�
自
今
諸
司
奴
子
6
諸
員
︑
一

應
代
立
者
︑
聽
兩
相
�
願
代
之
︒
﹂
從
之
︒

(
124
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
諸
司
差
備
奴
・
根
隨
奴
︑
ô

大
典
︑
皆
以
公
賤
・
 
上
︑

立
役
︒
今
以
京
人
差
定
︑
每
朔
給
布
︒

(
125
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
仁
祖
二
十
三
年
五
c
己
酉
條

�
曹
參
議
趙
錫
胤
上

駅
曰
︑﹁
⁝
⁝
夫
,
謂
財
者
︑
非
天
生
而
鬼
辦
︑
其
本
皆
出
於
民
︒
是
以
古
之
ê

東 方 學 報
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君
︑
未
嘗
不
躬
先
=
儉
︑
爲
天
下
惜
財
也
︒
今
尙
方
工
作
︑
殆
無
虛
日
︒
留
心
玩

好
︑
本
非
�
王
愼
德
之
事
︒
掖
庭
之
內
︑
暬
御
太
多
︒
Õ
嬖
'
令
︑
只
供
灑
U
應

對
之
役
︑
何
必
貽
濫
費
餼
廩
之
¸
乎
︒
饔
院
燔
�
︑
一
歲
至
再
︑
闕
中
應
用
︑
豈

若
是
浩
大
︒
不
5
諸
提
)
,
分
︑
與
公
用
相
等
︒
印
聞
諸
員
布
︑
"
爲
燔
�
之
費
︑

"
爲
丘
債
之
用
︑
尤
可
駭
也
︒
以
·
行
懿
親
︑
帶
其
提
)
︑
故
º
此
優
待
︒
而
時

勢
到
此
︑
不
可
Û
守
舊
規
︑
而
不
之
釐
正
也
︒
⁝
⁝
﹂
上
嘉
2
而
`
用
之
︒

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
司
饔
院
︑
官
制
の
條
に
︑﹁
提
)
︑
宗
親
・
�
官
︑
$
融
差

出
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
諸
員
色
の
條
に
︑
收
入
と
し
て
の
﹁
,
捧
各
邑
價
布
﹂
と
︑

荏
出
と
し
て
の
﹁
每
朔
驅
債
﹂
と
の
數
値
が
見
え
る
︒

(
127
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
三
︑
正
祖
十
五
年
十
c
戊
辰
條

觀
象
監
�
三
學
釐
正
=

目
︒﹇
(⁝
⁝
)
一
︑
每
年
印
曆
之
數
︑
�
獻
6
各
司
分
兒
︑
本
監
私
件
︑
爲
一
萬

四
千
六
百
七
十
軸
︒
而
命
課
學
實
官
︑
恒
廩
甚
�
︑
不
可
無
沾
漑
之
�
︒
天
�
・

命
課
兩
學
︑
旣
用
怨
法
︑
不
可
無
勸
奬
之
[
︒
待
令
日
官
之
勤
勞
︑
不
可
不
區
別
︒

丘
債
官
廳
︑
每
年
別
下
︑
缺
縮
之
數
︑
不
可
不
閏
補
︒
大
瓜
推
官
,
�
五
百
軸
︑

卽
一
萬
四
千
六
百
七
十
軸
之
內
︒
今
付
之
官
廳
︑
取
息
二
百
八
十
兩
︒
就
中
八
十

兩
︑
以
天
�
命
課
四
等
勸
奬
賞
錢
︑
留
官
廳
︒
一
百
二
十
兩
︑
以
待
令
日
官
丘
債
︑

移
�
命
課
學
︒
五
十
兩
︑
以
別
下
缺
縮
閏
補
條
︑
留
官
廳
︒
©
令
加
印
六
百
三
十

軸
︑
劃
給
命
課
學
實
官
︑
依
三
曆
官
例
︑
各
分
九
十
軸
︒
此
後
︑
以
一
萬
五
千
三

百
軸
定
式
︒
⁝
⁝
﹈

(
128
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
二
十
五
︑
英
祖
五
十
一
年
七
c
甲
寅
條

上
御
集
慶
堂
︑

引
見
大
臣
︑
備
堂
︒
執
義
柳
義
養
奏
曰
︑
﹁
今
日
痼
¸
︑
惟
在
翫
愒
︒
各
司
卯
酉

仕
︑
只
談
丘
債
多
少
︑
悦
不
5
晝
眠
一
枕
而
罷
︒
備
局
日
會
︑
不
聞
軍
國
務
︑
惟

是
烟
茶
數
竹
而
歸
︒
�
參
之
庭
︑
�
奏
者
何
人
︒
A
對
之
筵
︑
釐
正
者
何
事
︒
國

計
民
憂
︑
振
刷
無


︒
�
恬
武
嬉
︑
大
翫
小
愒
︒
未
見
º
擔
當
國
事
者
︒
'
ê
心

憂
勤
徒
勞
於
�
旰
︑
實
惠
未
究
於
�
邇
︒
臣
謂
蕫

(董
)
飭
百
官
︑
亟
祛
因
循
之

¸
︒﹂
上
曰
︑﹁
可
不
猛
省
而
申
飭
︒﹂
時
大
官
以
下
百
執
事
︑
皆
作
冗
官
︑
苟
然

閏
位
︒
時
原
任
F
日
登
對
︑
稱
誦
円
功
︑
贊
揚
ê
德
而
已
︒
一
c
六
對
︑
許
多
備

堂
︑
雜
坐
戶
外
︑
私
相
閑
談
︒
臨
ë
時
︑
相
�
而
笑
︒
識
者
È
心
矣
︒

(
129
)

『六
典
條
例
﹄
卷
七
︑
兵
曹
︑
結
束
色
︑
闕
內
跟
隨

定
式
外
︑
毋
得
濫
I
﹇
大

臣
・
國
舅
・
正
一
品
︑
跟
隨
八
名
︑
驅
從
二
名
︒
從
一
品
︑
跟
隨
六
名
︑
驅
從
一

名
︒
二
品
︑
跟
隨
五
名
︑
驅
從
一
名
︒
三
品
︑
跟
隨
四
名
︑
驅
從
一
名
︒
四
品
以

下
︑
跟
隨
三
名
︑
驅
從
一
名
﹈︒

(
130
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
英
祖
十
一
年
六
c
癸
酉
條

上
引
見
大
臣
・
備
堂
︒
掌

令
權
賢
申
	
¿
︑
不
允
︒
印
¿
言
︑﹁
宮
墻
踰
越
人
斗
乙
男
︑
自
º
當
律
︒
該
曹

之
引
例
太
寬
︒
宜
依
律
︒
﹂
印
不
允
︒
斗
乙
男
︑
卽
闕
內
�
軍
也
︒
暮
入
門
已
閉
︑

從
缺
墻
踰
入
︑
見
覺
︑
律
當
死
︒
肅
î
�
︑
º
踰
宮
墻
者
︑
命
輕
勘
矣
︒
𠛬
曹
引

本
律
與
先
�
事
︒
上
特
命
杖
放
︑
故
臺
臣
論
之
︒

﹃
大
�
律
﹄
兵
律
︑
宮
衞
︑
宮
殿
門
擅
入
條

凡
擅
入
皇
城
午
門
・
東
華
・
西

華
・
玄
武
門
6
禁
苑
者
︑
各
杖
一
百
︒
擅
入
宮
殿
門
︑
杖
六
十
・
徒
一
年
︒
擅
入

御
膳
,
6
御
在
,
者
︑
�
︒
未
5
門
限
者
︑
各
減
一
等
︒

(
131
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
英
祖
卽
位
年
十
c
壬
申
條

正
言
曹
命
敎
上
駅
︑
陳
九
條
︒

⁝
⁝
九
曰
︑
省
冗
費
︒
⁝
⁝
省
冗
費
︑
º
曰
︑﹁
⁝
⁝
空
闕
各
門
守
直
�
軍
︑
$

爲
一
百
二
十
名
︑
歲
給
布
二
千
四
百
四
十
�
︒
時
御
,
各
差
備
6
殿
院
門
守
直
�

軍
︑
$
爲
二
百
四
十
名
︑
歲
給
布
五
千
七
百
六
十
�
︒
後
苑
罕
開
之
門
︑
無
,
事

於
典
守
︒
且
如
窓
差
備
︑
內
差
備
之
類
︑
疊
定
︑
尤
涉
無
謂
︒
空
闕
與
時
御
º
閒
︑

量
其
緊
歇
︑
爲
之
裁
減
︒
⁝
⁝
凡
係
冗
費
︑
一
切
革
罷
︒﹂
上
嘉
2
之
︑
下
î
堂

稟
處
︒

(
132
)

『六
典
條
例
﹄
卷
八
︑
兵
典
︑
都
摠
府
︑
附
衞
將
,
︑
總
例

一
年
六
番
︒
每
番
︑

番
上
軍
一
百
六
十
三
名
︑
京
�
立
軍
三
十
六
名
﹇
敦
#
門
十
七
︑
金
虎
門
十
三
︑

丹
鳳
門
・
宣
仁
門
︑
各
十
︒
�
金
門
七
︑
弘
#
門
・
景
秋
門
︑
各
四
︒
$
#
門
九
︒

東
西
南
北
,
︑
各
五
︒
光
政
門
・
永
淸
門
・
銅
龍
門
・
仁
政
門
・
�
善
門
・
金
華

門
・
永
肅
門
・
御
井
東
水
口
・
北
水
閣
︑
傳
漏
軍
︑
各
二
︒
�
禮
門
二
︑
慶
熙
宮

三
︑
宗
î
署
二
十
︑
社
稷
署
七
︑
永
禧
殿
八
︑
景
慕
宮
九
︒
已
上
元
軍
把
立
︒
慶

熙
宮
九
︑
�
禧
î
四
︑
大
報
壇
四
︑
義
禁
府
二
︑
尙
衣
院
三
︑
$
禮
院
・
�
紙
署
︑

各
一
︒
禁
漏
二
︑
本
,
十
︒
已
上
兵
曹
�
價
�
立
﹈︒
闕
內
各
門
︑
6
î
社
殿
宮
︑

分
定
把
立
︒

�鮮時代の雜職
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(
133
)

『六
典
條
例
﹄
卷
七
︑
兵
曹
︑
二
軍
色

掌
騎
步
兵
保
布
︑
闕
內
外
各
司
�
立
︑

6
朔
布
等
事
︒

同
右
︑
用
下

六
當
�
立
錢
︑
二
萬
六
千
二
百
五
十
六
兩
﹇
每
當
︑
闕
內
各
差

備
�
軍
︑
二
百
四
十
二
名
︒
每
名
八
兩
式
︑
一
千
九
百
三
十
六
兩
︒
各
宮
各
司
�

軍
︑
一
百
六
十
一
名
︑
每
名
八
兩
式
︑
一
千
二
百
八
十
八
兩
︒
左
右
伏
兵
︑
一
百

二
十
八
名
︑
每
名
九
兩
式
︑
一
千
一
百
五
十
二
兩
﹈︒

(
134
)

拙
稿
﹁
�
鮮
後


の
京
軍
と
¤
軍
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
九
十
九
册
︑
京
都
︑

京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
,
)
參
照
︒

(
135
)

『六
典
條
例
﹄
卷
十
︑
工
典
︑
繕
工
監
︑
附
紫
門
監
︑
營
役

闕
內
大
小
營
役
︑

'
用
募
軍
︑
量
宜
策
應
︒
而
十
名
軍
︑
長
立
待
令
︑
以
應
補
階
排
設
︑
雜
物
�
排

等
︑
不
時
之
用
︒

(
136
)

『光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山
本
︑
卷
九
十
︑
光
海
君
七
年
五
c
乙
卯
條

兵
曹
¿
曰
︑

﹁
繕
修
都
監
︑
材
料
則
戶
曹
當
之
︑
役
軍
則
本
曹
當
之
︒
今
者
材
料
・
役
軍
︑
竝

令
本
曹
當
之
︑
º
衣
常
規
︒
而
等
是
國
事
︑
何
敢
推
諉
︒
價
布
三
百
同
︑
移
�
都

監
︑
'
之
�
軍
︑
'
之
貿
材
︒
至
於
'
喚
・
'
令
︑
則
º
實
職
堂
上
・
郞
廳
︑
自

º
本
司
下
人
︒
唯
軍
職
之
人
︑
許
'
帶
之
︑
則
糜
費
不
至
於
濫
觴
︒
如
匠
人
・
役

軍
價
布
︑
自
曹
�
朔
�
排
︑
則
其
閒
或
因
病
故
停
役
之
輩
︑
符
同
下
�
︑
竄
名
冒

�
者
︑
其
何
以
覺
察
︒
自
都
監
別
出
勤
幹
郞
廳
︑
專
管
價
布
出
入
︑
º
同
私
家
手

功
之
給
︑
則
費
用
少
而
功
役
多
矣
︒
⁝
⁝
﹂
傳
曰
︑﹁
依
¿
︒
⁝
⁝
︒﹂

(
137
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
肅
宗
八
年
十
c
丁
丑
條

行
知
中
樞
李
尙
眞
︑
因
災
衣

上
箚
︑
陳
修
省
之
�
︒
仍
條
論
︑
⁝
⁝
各
司
�
軍
︑
自
º
例
價
︑
而
或
給
或
否
之

爲
取
怨
︒
⁝
⁝
上
優
批
嘉
奬
︑
仍
令
î
堂
稟
處
︒
î
堂
Í
¿
︑
ö
盡
施
行
︒

(
138
)

『大
典
$
%
﹄
�
典
︑
雜
職
︑
ô
︻
增
︼
原
典
雜
職
︑
太
"
今
廢
︑
故
移
置
掖
庭

署
於
諸
職
之
首
︑
而
仍
舊
載
錄
︒
校
書
館
・
司
僕
寺
・
掌
樂
院
・
圖
畫
署
之
時
存

員
數
︑
亦
移
錄
於
本
衙
門
之
下
︒
其
餘
分
番
・
計
仕
・
去
官
・
仍
仕
等
法
︑
6
各

色
遞
兒
︑
幷
皆
引
=
︑
只
仍
錄
員
數
・
品
數
︑
以
爲
省
繁
存
舊
之
地
︒

(
139
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
六
︑
顯
宗
三
年
正
c
庚
寅
條

上
曰
︑﹁
,
謂
雜
職
減
俸
之

類
︑
指
何
許
人
員
耶
︒﹂
(F
)
太
和
曰
︑﹁
乃
畫
員
6
掖
庭
署
諸
人
也
︒
司
謁
以

上
︑
則
以
遞
兒
付
祿
︑
而
別
監
以
下
︑
則
限
今
年
︑
以
散
料
分
給
︒
畫
員
輩
︑
亦

視
此
Þ
鍊
︒
⁝
⁝
﹂

(
140
)

『萬
機
(
覽
﹄
財
用
%
二
︑
料
祿
︑
ô

(
141
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
顯
宗
十
二
年
六
c
甲
辰
條

以
國
用
不
給
︑
權
罷
百
官

頒
祿
︑
定
爲
�
朔
散
料
之
制
︒
下
至
雜
職
軍
兵
等
c
廩
︑
竝
裁
減
︒
⁝
⁝
比
常
祿

,
減
︑
米
六
百
六
石
︑
豆
一
千
八
百
八
十
四
石
︒
雜
職
以
下
�
祿
6
軍
兵
等
︑
隨

其
,
�
之
多
寡
︑
而
裁
減
º
差
︒
,
減
米
亦
二
百
八
十
餘
石
︒

(
142
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
掖
庭
署

掌
傳
謁
6
供
御
筆
硯
︑
闕
門
Ä
鑰
︑
禁
庭
鋪
設

之
任
︒
傳
命
司
謁
六
員
﹇
二
︑
武
藝
瓜
長
ï
﹈︒
司
謁
二
員
﹇
一
︑
祿
米
一
石
一

斗
︑
太
十
斗
︒
一
︑
料
米
太
各
十
二
斗
︑
田
米
四
斗
︒
各
木
三
�
︒
照
羅
赤
二
名
︑

帶
I
一
名
︑
各
木
二
�
︒
?
直
二
名
︑
各
木
一
�
﹈
︒

(
143
)

『六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
︑
放
料

雜
職
祿
︑
影
作
散
料
︒

(
144
)

『六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
︑
放
料

每
c
散
料
︑
成
魚
鱗
︑
知
委
軍

監
︑
二
十
五
日
爲
始
︑
放
下
﹇
F
朔
︑
則
二
十
日
爲
始
﹈︒
各
殿
宮
司
鑰
以
下
︑

6
武
監
九
十
九
人
﹇
合
︑
大
朔
︑
米
二
百
三
十
八
石
六
斗
︑
田
米
十
一
石
五
斗
︑

太
四
石
︒
小
朔
︑
米
二
百
三
十
七
石
二
斗
五
升
︑
田
米
・
太
︑
上
同
﹈︒
⁝
⁝
惠

民
署
・
圖
畫
署
︑
影
作
散
料
員
役
︑
6
F
�
忠
公
祀
孫
︑
皇
�
人
子
孫
︑
右
捕

廳
・
軍
[
監
二
,
掌
員
役
︑
別
例
?
冶
匠
等
﹇
合
︑
大
朔
︑
米
二
十
五
石
︑
田
米

二
石
二
斗
︑
太
二
石
九
斗
︒
小
朔
︑
米
二
十
四
石
十
一
斗
九
升
六
合
︑
田
米
二
石

一
斗
六
升
︑
太
二
石
八
斗
一
升
﹈
料
︒
⁝
⁝

(
145
)

『萬
機
(
覽
﹄
軍
政
%
︑
訓
鍊
都
監
︑
軍
摠
條
︑
參
照
︒
武
藝
別
監
は
形
式
上
は

訓
鍊
都
監
に
,
屬
す
る
が
︑
事
實
上
は
他
の
﹁
別
監
﹂
と
同
樣
︑
掖
庭
署
に
,
屬

し
︑
掖
庭
署
の
司
謁

(武
藝
瓜
長
を
ï
ね
る
)
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
︒
な
お
﹃
正

祖
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
正
祖
五
年
六
c
庚
寅
條
に
﹁
大
抵
武
藝
廳
︑
不
可
但
以
掖
隸

言
也
︒
係
是
禁
中
親
兵
﹂
と
あ
り
︑﹃
高
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
高
宗
十
一
年
四
c

二
十
九
日
條
に
﹁
掖
屬
中
︑
惟
武
藝
廳
︑
À
�
可
恃
者
也
﹂︑
同
じ
く
﹃
高
宗
實

錄
﹄
卷
十
一
︑
高
宗
十
一
年
五
c
初
五
日
條
に
﹁
以
故
掖
庭
︑
謂
訓
局
曰
外
營
︑

而
武
藝
廳
則
謂
之
內
營
也
﹂
と
あ
る
︒

東 方 學 報
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(
146
)

『六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
︑
放
料

校
書
館
・
兵
曹
・
工
曹
・
軍
器

寺
・
掌
苑
署
︑
影
作
散
料
﹇
合
︑
大
朔
︑
米
十
七
石
十
一
斗
︑
田
米
二
石
九
斗
︑

太
四
石
十
二
斗
︒
小
朔
︑
米
十
七
石
八
斗
五
升
︑
田
米
二
石
八
斗
︒
太
上
同
﹈︒

⁝
⁝

(
147
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(一
九
二
〇
年
︑
京
城
︑
�
鮮
總
督
府
︒
復
刻
版
︑
一
九
七
四
年
︑

東
京
︑
國
書
刊
行
會
)
の
﹁
員
役
﹂
の
項
に
﹁
衙
	

(
아
젼
)
に
同
じ
﹂
と
あ
り

(六
四
七
頁
)︑﹁
衙
	
﹂
の
項
に
は
﹁
官
衙
の
屬
僚
﹂
と
あ
る

(五
六
三
頁
)︒
ま

た
﹃
六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
︑
放
料
の
項
に
︑﹁
內
侍
府
⁝
⁝
該
府

員
役
﹇
書
員
二
人
︑
'
令
一
名
﹈﹂
と
あ
り
︑
事
務
系
の
﹁
書
員
﹂︑
勞
務
系
の

﹁
'
令
﹂
な
ど
を
&
せ
て
﹁
員
役
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒

(
148
)

『六
典
條
例
﹄
掌
苑
署

徒
隸
﹇
大
廳
軍
士
一
名
︒
'
令
四
名
︒
役
人
十
二
名
︒

幷
貢
人
,
立
︒﹈

(
149
)

『六
典
條
例
﹄
掌
苑
署
︑
捧
用

書
員
等
朔
下
﹇
每
朔
︑
書
員
四
人
︑
庫
直
一
名
︑

各
錢
一
兩
八
錢
・
米
十
二
斗
︒
掌
務
書
員
一
人
︑
錢
二
兩
・
米
十
斗
︒
大
廳
直
一

名
︑
錢
六
兩
・
米
四
斗
︒
色
驅
一
名
︑
米
五
斗
︒
○
米
則
貢
人
策
應
﹈

(
150
)

『續
大
典
﹄
兵
典
︑
京
衙
	
︑
ô

大
典
︑
皁
隸
︑
自
外
方
 
上
︒
大
同
廳
設
行

時
︑
盡
罷
︑
爲
步
兵
︑
而
京
給
價
�
立
﹇
ô
略
﹈︒
今
各
司
$
稱
'
令
︒

(
151
)

『六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
︑
放
料
の
項
︒

(
152
)

『六
典
條
例
﹄
卷
四
︑
典
設
司
︑
總
例

諸
員
影
作
散
料
三
窠
﹇
每
朔
︑
副
司
果
︑

米
九
斗
・
田
米
二
斗
・
太
三
斗
︒
副
司
猛
︑
米
八
斗
・
田
米
一
斗
・
太
三
斗
︒
副

司
勇
︑
米
八
斗
・
田
米
二
斗
﹈︑
春
秋
六
朔
︑
軍
監
上
下
︒

(
153
)

訓
鍊
都
監
︑
6
び
束
伍
軍
に
つ
い
て
は
︑
車
�
燮
﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
(一

九
七
三
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
檀
大
出
版
部
)︑
特
に
第
六
違
﹁
宣
祖
�
の
訓
鍊
都
監
﹂︑

第
七
違
﹁
束
伍
軍
硏
究
﹂
︑
參
照
︒

(
154
)

『六
典
條
例
﹄
卷
四
︑
戶
典
︑
司
䆃
寺
・
司
宰
寺
・
濟
用
監
の
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
總

例
﹂
に
︑﹁
提
)
・
郞
廳
驅
債
︑
員
役
料
布
︑
6
各
項
公
用
︑
貢
人
策
應
﹂
と
あ

り
︑
同
じ
く
義
盈
庫
の
﹁
總
例
﹂
に
︑﹁
郞
廳
驅
債
︑
員
役
料
布
︑
6
各
項
公
用
︑

貢
人
策
應
﹂
と
あ
る

(義
盈
庫
に
は
提
)
が
い
な
い
)︒

(
155
)

『六
典
條
例
﹄
卷
三
︑
戶
典
︑
戶
曹
︑
料
祿
色
の
放
料
の
項
に
︑
﹁
雜
職
祿
︑
影
作

散
料
﹂
と
あ
る
︒

(
156
)

	
揭
ô

(
150
)︑
參
照
︒
ち
な
み
に
正
祖
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
3
羅
�
に
は

﹁
寺
奴
正
兵
﹂
と
い
う
軍
額
が
存
在
し
︑
本
來
︑
良
人
を
以
て
閏
當
す
る
﹁
正
兵
﹂

の
軍
役
に
﹁
寺
奴

(官
奴
隸
)﹂
を
閏
て
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒

良
賤
身
分
の
M
準
#
の
一
例
で
あ
る
︒

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
正
祖
六
年
正
c
庚
申
條

3
羅
�
觀
察
'
朴
祐
源
上
駅
︑

陳
�
內
六
¸
︒
略
曰
︑
⁝
⁝
其
四
︑
寺
奴
身
貢
︑
與
良
丁
一
般
︑
而
M
民
寧
入
良

丁
︑
不
願
爲
寺
奴
︒
�
內
各
邑
︑
º
寺
奴
正
兵
名
色
︒
蓋
�
初
則
良
丁
不
足
︑
寺

奴
º
餘
︑
故
以
寺
奴
閏
良
丁
名
目
︑
尙
今
傳
來
於
軍
案
︒
今
若
因
此
︑
推
移
變
$
︑

寺
奴
闕
額
︑
以
良
丁
代
塡
︑
則
應
貢
者
︑
無


隱
之
慮
︒
⁝
⁝
﹂

(
157
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
二
︑
純
祖
元
年
正
c
乙
巳
條

敎
曰
︑﹁
先
�
以
內
奴
婢
・
寺
奴

婢
︑
嘗
欲
革
罷
︒
予
當
繼
営
︒
自
今
一
倂
革
罷
︒
其
給
代
︑
令
壯
營
擧
行
︒﹂
仍

令
�
任
︑
代
�
綸
¨
曉
諭
︒
仍
命
承
旨
︑
取
內
司
・
各
宮
?
・
各
司
奴
婢
案
︑
燒

火
于
敦
#
門
外
︑
以
奏
︒

＊
M
木
實
﹃
�
鮮
社
會
�
#
�
硏
究
﹄
(一
九
八
七
年
︑
東
京
︑
國
書
刊
行
會
)︑

特
に
第
五
違
﹁
一
八
〇
一
年
の
內
寺
奴
婢
制
の
廢
止
﹂
︑
參
照
︒

�鮮時代の雜職
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